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1巻　　頭　　言

九州共立大学の開学50周年記念号に寄せて

　九州共立大学は1965年4月に福原軍造理事長・学長のもとに開学し，今年で50周年を迎えました．開

学２年目の1966年2月には『九州共立大学紀要』が創刊されました．創刊号の「発刊の辞」で福原軍造

先生は次のように述べておられます．

　「私共は1963年夏パリで開催された第10回家政学国際会議（10th International Congress of the 

Home Economics）に出席し，つづいて欧米各地の私学教育の実態を見学調査して帰りましたが彼の地

に於ける私学，特に大学教育の進歩していることを見聞し，昨年４月九州共立大学経済学部を開学する

ことになったのであります．」

　1964年には東京オリンピックが開催されて海外旅行の自由化が開始されましたが，福原軍造先生が

渡欧された1963年は渡航手続に多大な労力を要し，渡航費も相当なものであったことが推察されます．

このような労苦を厭わず，九州共立大学における教育研究の進展に挑まれていた福原軍造先生の崇高な

志が感じられます．

　九州共立大学は半世紀の伝統を礎にして教育研究を充実させながら，あわせて我が国の高等教育の発

展に貢献し日々深化しなければなりません．そのひとつとして今後も『九州共立大学紀要』は掲載論文

を介して，優れた学術情報を本学から広く国内外へ発信し続けるものと確信しております．

　開学50周年に寄せて，福原軍造先生をはじめとして本学先駆者の皆様に対して敬意と感謝の念を表

しつつ，九州共立大学がさらに大きく飛躍するよう，教職員一同，未来への希望と意思を新たにする次

第であります．

　　　　2015年９月30日

学校法人福原学園　　

理事長　　福原　公子
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九州共立大学の開学50周年記念号に寄せて

　九州共立大学は今年創立50周年を迎え，『九州共立大学紀要』も，おかげをもちまして，今年50周年

の記念号を刊行することとなりました．これもひとえに，創立・発展のために惜しまないご支援・ご協

力を賜りました皆様のおかげと深く感謝の意を表すとともに，ここに衷心よりお礼申し上げます．

　福原学園の建学の精神である「自律処行（自らの良心に従い，事に処し善を行う，の意味）」は本学

の学是でもあります．本学はこの学是を教育の基本理念とし，自ら立てた規範に従って，自己の判断と

責任の下に行動できる人材を育成することを目的としています．さらに，社会に適応できる自立した職

業人を養成する大学を目指し，教育活動の充実や学生支援の充実を基本目標に掲げ，各学部の教育課程

編成方針に対応した教育活動を展開しています．

　近年，我が国の高等教育機関を取り巻く環境は，大きく変化しています．本学は幅広い職業人を養成

することを目的とし，各学部の特色を明確にして，学生と教員が共に立ち，教職員が一丸となってサポ

ートしてまいります．また，来る創立100周年に向けて，これまでの伝統を確実に継承し，九州共立大

学の名称に込められた「学生と教員が共に立つ」という原点を忘れることなく，教育体制を充実させて

いく所存です．

　本紀要には，各専門領域における教育研究の成果が多く投稿されています．その一編一編が本学の教

育の発展に貢献していくものと確信しております．今後も本紀要の掲載論文を介して，本学の職業人養

成に寄与し続けることを祈念しております．

　　　　2015年９月30日

九州共立大学　　

学長　奥田　俊博
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組織双面性としてのダイナミック・ケイパビリティの構想

石坂　庸祐*

Designing the Conceptual Framework of Dynamic Capability 
from the Viewpoint of Organizational Ambidexterity 

Perspective

Yousuke ISHIZAKA*

Abstract
In this paper, we try to design the conceptual framework of dynamic capability from the viewpoint 

of  organizational ambidexterity perspective. The concept of Dynamic capability（DC） refers to the 
capacity of an organization to purposefully create, extend or modify its resource base in resoponse 
to （radical） environmental chanege. Organizational ambidexterity（OA） refers to the ability of an 
organization to both explore and exploit, but especially much of the ambidexterity literature seeks to 
identify ways to help firms enhance their capacity for exploration without sacrificing their exploitation 
abilities. We show that the protection and enhancement of exploration for the central issue of OA is 
an inportant function of management-level DC. Then, we point out that a strategy of the probability 
maximization to raise frequency and precision of exploration is effective to perform this function. 
In addition, we suggest that the implementation of internal and external environmental monitoring
（environmental surveillance and capability monitaring）  plays an inportant role as a means to increase 
the probability of successful exploration, and improvement of its skills  greatly enhance the effectiveness 
of DC. We show the strategic transformation of FUJIFILM Holdings Co. as a successful example of this 
type of DC. Finally,we state some implication for future research.

九 共 大 紀 要
第6巻　第1号
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KEY WORDS : dynamic capability,  organizational ambidexterity, exploitation and exploration, probability 
maximization, environmental monitering
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１．はじめに

　本稿は，企業組織が環境変化に対してダイナミック

に自身を変化させて適合することを可能にする能力，

いわゆる「ダイナミック・ケイパビリティ（dynamic 

capability：以下，DCと表記）」の概念とそれに基づ

く戦略アプローチについて，今後の理論的・実証的研

究における一つの基礎となりうる統合的なDC理解を

構想・提示しようとするものである．

　その際，われわれはDCを論じる‘補助線’として「組

織双面性（Organizational Ambidexterity：以下，OA

と表記）」のアイデアを採用することによって，ある

特定のタイプの（興味深い）DC理解の構想が可能で

あると考えている．OAの概念は，組織（学習）活動

における新規領域の‘探索（exploration）’と既存領

域の‘活用（exploitation）’の適切なバランス化の必

要性と有効性を示唆するが，実は多くの場合に「活用

を犠牲とすることなく，いかに企業が探索を高めるか」

すなわち，‘探索の保護・強化’が企業組織にとって

重要な戦略課題であることを強調している．

　本稿において，われわれはそうした探索の保護・強

化が特に経営者レベルのDC（Dynamic Managerial 

Capability：以下，DMCと表記）の重要な機能となり

うることを指摘し，その機能遂行にあたって，探索の

（総体的）‘頻度’と（個別的）‘精度’を高めてその（事

前の）成功確率を最大化する戦略が有効であることを

示す．そして，特に探索の精度を高める「（内外の）

環境モニタリング」という行為ないし仕組みが，

MDCの中核的機能（ミクロ的基礎）となりうるもの

であり，その機能向上が，DCの有効性を大いに高め

うるものであることを主張する．

２．DCアプローチの基礎的理解

　（1）DCアプローチの意義と現状

　DCアプローチは，現代の経営戦略論における２大

学派，すなわちMichael E. Porter（cf. Porter，1980） 

の「戦略ポジショニング論（strategic positioning ap-

proach）」，そしてJay .B. Barney等（cf. Barney，2002）

によって展開された「資源・能力ベースの見解（re-

source/capability-based view）」などに続く（直近で

は最後の）‘ビッグ・アイデア’の一つである．それは，

1990年代後半に登場して以来，特に資源・能力ベー

スの戦略の‘限界’を文字通り「ダイナミックな視点」

から乗り越えるアイデアを示すことで「経営学を延命

させた」と指摘されるほどの影響力を持つに至ってい

る（菊澤，2015： 60－62.）．

　一般にDCの概念は，「急速に変化する環境への適合

のために内外の能力を統合，構築，再編する企業の能

力」（Teece et al., 1997：516），あるいは「組織が意

図的に資源ベースを創造，拡大，修正する能力」

（Helfat et al.,　2007〔邦訳〕2010：2））のように定

義される．いずれにしろDCは，「企業組織に（ラディ

カルな）環境変化への適合を可能とする組織変化を保

障」するものであり，それが資源・能力ベースの戦略

が直面した，いわゆる「コア・リジディティ（core 

rigidity）問題」（環境変化によって従来の強みが一転

して弱みに転化する現象）のダイナミックな超克を可

能にし，またその結果としての企業組織の持続的な成

長ないし存続の実現が期待されたのである．

　そして，こうしたDCアプローチには，後の展開の

出発点となった，いくつかの重要な業績が存在する．

まず，前出の定義とともに同概念を初めてこの世に送

り出したTeece et.al.（1997）がある．また，市場ダ

イナミズムの程度に注目してDC概念を拡張し「市場

変化に適合，あるいは変化を創造するために資源を統

合し，再配置し，獲得し放出する組織プロセス」（1107）

と定義したEisenhardt and Martin（2000）がある．

そして，メタ能力としての組織的な学習メカニズムに

注目し，DCを下位ルーティンの変化を誘導する「学

習された，安定した集合的活動のパターン」（340）

と規定したZollo and Winter（2002）がある．これら

の業績は，まさにDCアプローチ発展の土台を形成し

たのであり，その上でDCの概念とそのアプローチは，

（狭義の）経営戦略領域の境界を超えて広く議論の対

象となり，言及がなされてきた．

　しかしながら，その発展状況はけして一枚岩だった

とは言い難い．そもそも，上記の重要文献の間に解消

困難な‘意見の相違’を含んでいたこと，またその重

要性が広く認識され浸透する一方で，様々な（学問的）

立場からの多様な解釈が生じたこと，さらには同概念

がその質・量の問題に関わりなくあらゆるレベルの組

織変化と結び付けられる，いわば‘DC概念の乱用’

等によって，DCアプローチの現在は，かなりの‘混

乱状態’にあると言われている（Easterby-Smith, 

Lyles and Peteraf，2008；Di Stefano et al，2014；

Fukuzawa，2014）．その結果，現時点においても，

たとえばDCは１つの組織能力である限りにおいて，

「ルーティンといえるのか（また，それ以上の‘何か’

を含むのか）」，また，DCが適用されるべき（市場）
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環境は「ラディカルな変化の存在を必須とするのか（変

化の少ない安定期にも機能するのか）」，そして，DC

それ自体は単独かつ直接的に「（持続的）競争優位の

源泉となりうるのか（なりえないのか）」等，多くの‘争

点’が残されたままであり，アプローチ内部ですら相

互交流が困難な状況がある．

　本稿は，こうしたDCアプローチの‘混乱状態’を

前に，われわれ自身の今後の理論的・実証的展開の基

礎となる‘立ち位置’を確立することをも一つの目的

としている．次節では，「組織双面性としてのDC」の

構想を展開する基本的前提となる，われわれ自身の

DC理解（仮説）を提示する．

　（2）基本的前提としてのDC理解

　本節では，本稿の目的である「組織双面性としての

DC」の前提となる，（われわれの）基本的なDC理解

を示しておきたい．本来であれば，個々の争点に関し

て十分に吟味すべきだが，（紙片も限られているため）

ここでは，いくつかの「前提」とその要点のみを提示

しておく．

【前提①】（本稿で扱う）DCは，いわゆる「ダイナミ

ック・マネジリアル・ケイパビリティ（DMC）」

を指す．

　DCの内容あるいは所在については，例えば全社戦

略を担う経営者・経営陣の（担うべき）能力として以

外にも，研究開発やクロス・ファンクショナル・チー

ム，あるいは買収（M&A）など組織の部分的機能に

注 目 す る ケ ー ス（cf. Eisenhardt and J.A.Martin，

2000；Helfat et.al， 2007）がある．しかし，本稿では，

典型的な経営者の役割に該当する「組織の資源ベース

の創造・拡大・修正を実行する経営者の能力」を表す，

い わ ゆ る‘DMC’ を 前 提 と し て い る（Adner and 

Helfat，2003）．

　このDMCとしてのDC理解は，同アプローチの提唱

者であるTeece（2007，2009）のDCを‘経営者の（個

人的な）能力’とする見方に整合的なものである．た

だし近年Teece（2012）は，DCが経営者個人の能力

以上のもの，すなわち，「（高度に）パターン化された

組織的ルーティン」として現象する可能性を示唆して

いる（1400）1．われわれは，こうしたTeece（2012）

の示唆を受け入れ，（一部機能が）組織的に遂行され

る可能性を含んだDMCを前提とする．

【前提②】DCは，「（経験的）学習」を通じて獲得した

能力の一部として‘ルーティン的性格’を帯

びる．

　DCが一回限りのアドホックな試みでなく，繰り返

し利用可能な組織能力（の一つ）である限りにおいて，

ルーティン的な性格を帯びると考える論者は多い（cf. 

Zollo and Winter，2002；Winter，2003）．

　ただし一方で，DCのDCたる所以が‘リジディティ

化’した既存能力とそれを支えるルーティンをダイナ

ミックに変化させることにあるならば，「DC＝ルーテ

ィン」という理解は，論理的に矛盾しているという異

議も存在する（cf. Schreyögg and Kliesch，2007）．

しかしながら，われわれはそうした論理矛盾について

は，むしろ現実的な「DCの限界」として受け入れる

べきだと考える．そしてそれは，以下の【前提③】で

も指摘するように，われわれがDCの存在を環境適合

あるいは必要十分な組織変化を究極的な意味で保証す

ることができない，「それ自体が（状況に合わせた）

変化を必要とする能力」と理解していることを意味す

る．

【前提③】DCは「オペレーショナル・ケイパビリティ」

（Operational Capability：以下，OCと表記）

を変化させることにより，‘間接的’に競争

優位の創造・持続に作用する．

　たとえばZollo and Winter（2002）あるいはWinter

（2003）は，DCを「現時点での収益の実現を担う能力」

としてのOCが何らかの環境変動に対して有効に対処

しうるように，その変化を誘導・支援する役割を担う，

すなわち「オペレーショナル・ルーティンの生成・修

正を体系的に実現する」（2002：340）ものと捉えて

いる．そしてこのとき，DCと競争優位の関係は，あ

くまでOC（の変化）を介した間接的なものであり，

それはDCそれ自体が競争優位の源泉にはなりえない

ことを示唆している．われわれは，こうしたWinter他

（2002，2003）の見解に準じた立場を採る．

　また，われわれはTeece他（1997）の初期の定義と

は異なって，DCが（持続的な）競争優位を究極的な

意味で保証することはできないと考えている2．それ

は，われわれがDCをOCの変化対応面での有効性を高

める（あるいは高めようとする）一つの‘企て’に他

ならず，それ自体が（結果次第で）自身の有効性を問

われ，状況に応じた変化を余儀なくされる存在として

理解しているからである．

【前提④】DCの有効性は，「環境ダイナミズムの程度」

と「DCを創造・維持するためのコストの程度」

から影響を受ける．

　DCが主に（OCの）‘変化’に関わるものである限

りにおいて，一般に，変化の規模ないし頻度がより大
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きな環境下にある場合ほど，その存在価値（＝有効性）

は高まると考えられる．もちろんDCが変化対応を究

極的な意味で保証するものではないとしても，変化機

会が多ければ，その貢献（に対する期待値）は高まる

ことが想定されよう．

　しかし，その最終的な貢献（に対する期待値）は，

DCというメタ・レベルの能力を創造・維持するため

の‘コスト’との相対的な比較によって増減すると考

えられる3．すなわち，たとえばWinter（2003）が指

摘するように変化が少ないケースでは，DCのコスト

が相対的に高ければ（一回限りの）アドホックな対応

が魅力的な打ち手となるかもしれない．あるいは

Teece（2014）が言うように，企業はDCを自ら保有

することなく，必要に応じた‘変化対応専門のコンサ

ルタント’の利用を選択するかもしれない．

　いずれにしろ，企業がDCの有効性を認め，それを

自ら保有するという選択は，環境ダイナミズムの程度

とDCの創造・維持コストの相対的な高さへの考慮（比

較考量）によって決まると考えられる．

３．‘組織双面性’としてのDC

　（1）組織双面性（OA）アプローチとDC

　本章から「組織双面性としてのDC」という本題に

入るが，ここではOAの概念とそれに基づく戦略アプ

ローチの概要，およびDCアプローチとの関係性に言

及しておく．

　まずOAの概念が示唆するのは，組織が「探索」と「活

用」という（学習）活動を（同時的に）適切なバラン

スを持って両立するプロセス，ないしそれを遂行する

能力の存在である．このとき，「活用」は改善，選択，

生産，効率，選別，道具，実行といった特性において

捉えられる行為を指し，それは「既存の能力，技術，

そしてパラダイムの改善と追求」を示唆する．一方「探

索」は，調査，多様性，リスク・テイキング，実験，

遊び，柔軟性，発見，イノベーションといった特性に

おいて捉えられる行為を含み，それは「新規の能力，

技術，そしてパラダイムの更新」を示唆するものであ

る．そして，この２つの区別された要素は共に必要不

可欠な行為群を形成しており，その適切なバランス化

を達成することが，組織の長期的な生存と繁栄にとっ

て重要な戦略課題となる（March，1991：71）．

　しかしながら一方で，その両立は特有の困難を抱え

ており，組織は探索／活用のどちらか一方に‘過剰に’

注 力 す る 傾 向 が あ る（March，1991；Levinthal & 

March，1993）．そして，組織が陥りやすい問題とし

ては，‘活用過多’すなわち「活用が探索に対して過

剰に優先される」ケースがより典型的であるといいう

る．その理由は，両者が組織の稀少な資源を巡って競

合する関係にある中で，それぞれの行為の‘成果’に

関する特性が異なることにある．すなわち，「活用」

の本質は既存能力の追求と改善にあるが，通常それに

対する成果は，ポジティブで，近接的（proximate）で，

予測しやすい．一方，「探索」の本質は，新たな選択

肢の創造を伴う実験的行為にあるが，その成果は不確

実で，表出に時間がかかり，しばしばネガティブなも

のである．ゆえに一般的傾向として，組織には探索よ

り活用を優先させる‘自然な圧力’が生まれやすいと

言える．そして，こうした活用過多の傾向は，探索的

要素を排除すること（過少な探索）によって，環境変

化に対する組織の適応・変革を阻害する，いわゆる「能

力の罠」（あるいは‘成功の罠’）を引き起こす．

　OAアプローチは，こうした本来的なジレンマ状態

にある活用と探索の適切なバランス化を実現すること

によって能力の罠を克服し，競争優位の持続化を可能

にする方法を追求する試みとして捉えることが可能で

あり，DCと同様に変化と不確実性の度合いを増す競

争環境における一つの有力な組織・戦略的対応として

注目されてきた．そして，その発展過程においては

DCアプローチに劣らず多様なバージョンが生み出さ

れてきたものの，その議論の中心には（能力の罠の克

服を可能とする）「活用を犠牲とすることなく，いか

に探索を高めるか」という問いが存在し，強調されて

きたのである（Hill and Birkinshow，2014：1900）．

　では，こうしたOAアプローチは，DCとどのような

関係性を持つと言えるだろうか．まず，OAアプロー

チ の 代 表 的 論 者 で あ るO’Reilly Ⅲ& Tushman

（2007，2008）は，「DCとしての組織双面性」4とい

うアイデアを提示しているが，彼らはOAが「シニア・

リーダーシップの学習に埋め込まれた特定の能力であ

り，変化する環境に適合するために繰り返しの形で，

既存の組織資産と能力を再配置する能力を通じて表現

される」（2008：200），すなわちOAがDC（の機能）

をまさに体現するものに他ならないと主張し，またこ

のときシニア・リーダーシップは，双面的形態を正当

化し，探索的努力の保護者として振る舞う必要がある

ことを強調している（2007：35）．　　

　そしてこうしたOA側の見立ては，一方のDCアプロ

ーチにおけるTeece（cf. 2009，2014）のバージョン

との相性が良いようである（けしてすべての点で整合
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的ではないとしても）．まずTeece（2014）は，非常

に直接的な形で，DCが‘長期的な企業成果’を説明

するための学際的なフレームワークとして発展してき

たものであり，その枠組みにおいてOAがDCの‘tai-

lored version’（変種ないしは亜種）として認識可能

であることを示唆している（328）2．また，DCの効

果を最大限発揮するためには，その担い手である経営

者が市場ニーズを感知し，その機会を巧妙かつ迅速に

（かつ協働的に）ものにすること，すなわち‘企業家的’

に振る舞う必要があることを特に強調している

（Teece，2009 [邦訳]，2013：xiv）．そして，DCが環

境（変化）に対してどれだけ適合しているか（よって

企業収益をどれだけ創出できたか）を表す「進化的適

合度」の基準は，最終的に上記の企業家的行動によっ

て担保される‘企業家的適合度’と一致すると主張し

ている（Teece，2009[邦訳]，2013：8）6．

　われわれは，DCの代表的論者であるTeece（2009，

2014）に見られる，こうした‘企業家的要素’の強

調が，OAアプローチの中心的課題，すなわち‘長期

的な企業成果’を念頭においた「活用を犠牲にするこ

となく，いかに探索を高めるか」という問いが指し示

す方向性ときわめて整合的であると考えている．

　（2）探索の‘確率最大化’戦略

　「組織双面性としてのDC」は，（前節までの議論から）

OAの中心的な問いに対する適切な解となりうるもの

であり，また最終的に長期的な企業成果に貢献するも

のでなければならない．われわれは，（積極的にOAの

看板を掲げているわけではないが，おそらく確実にそ

の‘流れ’の中に位置する）原田（2014）の‘イノ

ベーション確率最大化’を目指す「イノベーション戦

略の論理」が，まさにわれわが想定するタイプのDC

の基本戦略として大いに参考になると考えている．

　まず，原田（2014）の「論理」の前提となるのは，

イノベーションが企業の（長期的な）成功にとってき

わめて重要である一方で，その成功確率がきわめて低

いという現実である．それは，事前に確率分布を正確

に予測できない‘真の不確実性’を意味する「ナイト

流の不確実性」の存在を意味しており，そのとき（通

常の経営学・経済学で取り上げられる）予測可能な結

果を前提とした利益最大化やコスト最小化といった合

理性の基準は意味を為さない．そして，そうした状況

下においは唯一，「結果によって判断するのではなく，

事前の成功確率の最大化によって‘現在の’戦略を評

価する」，‘イノベーション確率最大化’こそが，プロ

セス合理性の適切な基準となりうるのである（原田，

2014：v，15）．

　ただし，こうした「論理」の遂行が生み出す結果は，

あくまで大数の法則を前提とした確率に依存するもの

であり，どのような企業努力によってもイノベーショ

ンの成功確率が（合理性が業績に直結する）100％に

近づくことはあり得ないために「短期的に業績が優れ

たものになる」という保証はない．ゆえに，それはあ

くまで「長期的」な成功（確率の向上）に貢献するも

のであり，ひいていは企業組織の高い（変化）適応力

の構築を目指すものである（原田，2014：15）7．

　そして，こうした原田（2014）の「論理」は，そ

れが「探索（の成功確率）を高める」ことの必要性と

重要性を主張するものである限りにおいて，OAアプ

ローチの議論と整合的なことは明らかであろう．また，

実はその論理構造は，（第2章で示した）われわれの

DC理解の【前提③】，すなわち「DCはOCを変化させ

ることにより，‘間接的’に競争優位に作用する」と

いう仮説と整合的なものである．すなわち，探索の成

功確率を高めようとする試みは，たしかに（たとえば

新規事業の創出などを通じて）企業組織のOCを変化

させるが，それはけして短期的な意味での成果（競争

優位）の獲得と結びつくことはなく，あくまで（大数

の法則を介して）長期的成果に貢献するものとなる．

　しかしながら，この「論理」を現実に遂行するため

には，「探索の成功確率をいかにして高めるのか」，そ

の方法論が必要となる．原田（2014）はこの点でも

緻密な議論を展開しているが，（紙片の限られた本稿

では）さしあたり最も重要な基準となりうる探索の「頻

度」と「精度」（の向上）に注目しておきたい．

　まず，そもそも探索の（結果の）不確実性がきわめ

て高いものである以上，一定のレベルの‘数を打つ’，

すなわちその「頻度」を上げることは，必要かつ有効

な手段となりうる．実は，こうした形の探索の保護・

強化については，OAアプローチにおいても，たとえ

ば‘経営者のトップダウンによる探索の保護’や‘失

敗を許容する文化の醸成’など，すでにそれなり解が

提案・整備されてきている（cf. O’Reilly and Tush-

man，2013）．

　しかし，大数の法則に依存した単に「数を打つ」戦

略は，大変なコスト高になりうる（あるいは必要な「活

用」を圧迫する）可能性があると同時に，実は純粋な

市場機構によっても代替可能であり，企業組織がDC

を保有してそれを遂行する必然性は低いと考えられる．

ゆえに，DCがコストに見合う有効性を持つ（高める）
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ためには，探索機会の頻度を増加させるだけでなく，

個々の探索の成功確率，すなわち‘精度’を高めるよ

うな手段が同時に用意される必要がある．そして，実

はこうした探索の‘精度’という課題については，（活

用との対比が重要であるがゆえに注目されやすい）‘頻

度の問題’と比べて，OAアプローチが比較的手薄な

領域であり，逆にDCアプローチとの統合が重要な意

味を持つ領域であるとわれわれは認識している．よっ

て，この問題については章を改めて言及することとし

たい．

４，中核的機能としての‘環境モニタリング’

　（1）環境モニタリングという方法

　われわれが構想する「組織双面性としてのDC」は，

探索の確率最大化の論理に従って機能すべきものであ

り，またその成否は，探索（的行為）の（総体的）頻

度に加えて（個別ケースの）「精度」に依存するもの

となる．ここでは，精度を高める有効な手段としての

（組織内外に対する）「環境のモニタリング」という行

為とその機能向上の重要性について言及する．

　まず，われわれが想定する「環境モニタリング」の

原型は，Schreyögg & Kliesch（2007）の見解に求め

られる．彼らは，いわゆる資源・能力のリジディ問題

の回避策として，環境変化の予兆を捉えるようデザイ

ンされた注意深い「環境監視（environmental sur-

veillance）」と自社の実践あるいは能力の盲点や不適

合の早期発見を可能にする「能力モニタリグ（capabil-

ity monitoring）」の有効性を強調している．それは，

環境変動（による現行資源・能力の不適合）に対する

「リスク補償（risk compensation）」となるものであり，

その仕組みはいわゆる「ダブル・ループ学習」などと

似 た メ タ 的 な 機 制 を も つ も の で あ る と す る

（Schreyögg and Kliesch，2007：926－928．）8．

　こうした環境監視と能力モニタリング，いわば組織

内外に対する「環境のモニタリング」という行為は，

その機能向上による個別案件の客観的評価を実現する

ことによって，探索精度の向上に大きく貢献すること

が期待される．そして，こうした環境モニタリングの

いわば‘巧拙’のレベルは，DCとしての有効性にも

重要な影響を与えると考えられる．すなわち，一般に

（自社の内部環境ですら）環境の解釈は個人や組織ご

とに大きく異なる可能性があり，そうした認識の差が

組織成果に大きく影響することは当然予想されうる．

それは（環境変化対応を前提とした）DC使用の際に

も当てはまりうるものであり，DCによって遂行され

る資源ベースの創造・拡大・修正のあり方は‘経営者

がどのように資源・能力をとらえるか’に大いに左右

される（Helfat et.al, 2007 〔邦訳〕2010，108）．そし

て実際，少なからぬDC研究において，組織が環境変

化に対応できずに危機に陥ったケースの問題が，必要

な資源・能力の不足にではなく，むしろ経営者（ある

いは組織）がその環境認識を変えることができなかっ

た点にあることを指摘しているのである（cf．Gilbert，

2005）．

　また，こうした環境モニタリングという行為は，実

はわれわれの「DC理解」とも一致するものである．

すなわち，こうしたモニタリングは一定の制度化が可

能であり，またある程度ルーティン化された組織能力

の重要な一種とみなすことができるゆえに【前提②】

を満たす（次節「事例」を参照）．また，それは

Schreyögg and Kliesch（2007）の見解を踏まえるな

ら【前提③】の含意する，競争優位に間接的に作用す

るメタ能力としての条件を満たしている．そして，こ

うした仕組みを介した能力は，【前提④】が示唆する

環境のダイナミズムが高まるほどその存在価値が高ま

ることが予想される一方で，（内部環境／外部環境の

いずれにしても）モニタリングの範囲を拡張したり，

それ自体の‘精度’を高めれば，その分導入・維持コ

ストは高価なものとなることが予想される．それは，

たとえばTeece（2009）が強調しているように，経営

者個人に宿る，いわゆる‘目利き’と呼ばれる個人よ

って遂行される可能性もあり，ほぼ無コストで実行さ

れるケースもありうるだろう．しかし，これもまた

Teece（2014）自身が言うように，（多角化等によっ

て複雑化した）大企業のようなケースではそれが組織

的に行われる可能性は高まり，結果それにかかるコス

トは相応のレベルとなるだろう．

　そして，これらの‘符合’が意味するのは，こうし

たモニタリングの行為ないし‘組織的な仕組み’が，

いわゆる‘DMC’としての「組織双面性としての

DC」（【前提①】）を実現する「中核的機能」，あるい

はきわめて重要な‘ミクロ的基礎’（の一部）を担い

うるということである（cf. Teece，2007）．　

　（2）事例：富士フイルムHDのDC

　最後に，環境モニタリングという行為が中核的機能

を果たし，その上で「組織双面性としてのDC」が（や

や例外的と言えるほど）十二分に機能したと思われる

「象徴的な事例」を紹介しておきたい．それは，富士
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フイルムHD （株）において，現会長兼CEOの古森重

隆氏の社長就任（2000年）以降10数年余にわたって

実行された大胆な戦略転換のケースである．

　過去の成功を支えてきた‘本業’であり，今も社名

にその一部を残す写真フイルム事業が，デジタル・カ

メラの普及等によって完全消滅の危機に直面するに際

し，同社は大型M&Aをも駆使しながら，フイルム事

業で培った技術力をテコに大胆な事業の多角化展開を

実行した．その結果，今ではデジカメから液晶用フイ

ルムなどの高機能材料，複写機，さらには医療機器・

医薬品から化粧品までを扱うヘルスケア領域まで，実

に多様な事業領域を内包する，旧来とは‘全く異質な

企業’へと生まれ変わっている．そしてその雄姿が，

かつての目標でありライバルであり，最終的に破綻し

た米コダック社の状況とあまりに対照的なものだった

ために，同社の変革事例は非常に大きな注目を集めた．

（図表４－１）富士フイルムの「四象限マップ」

（出所）古森（2013），61頁より，引用．

　このように富士フイルムは，本業喪失という危機（的

環境変化）をダイナミックに乗り切った象徴的な事例

と言える．そして重要なことは，同社が‘危機’に直

面した際の最大の課題が，（写真フイルム事業＝）「活

用」の衰退をカバーする探索（＝新規事業）の育成・

強化にあったということである．そして，その変革を

主導した古森氏自身が‘変革の起点’として大いに強

調するのが，同社の強みを確認する徹底的な「技術（シ

ーズ）の‘棚卸し’」とそこで見出された技術と市場

ニーズとの慎重な適合性評価の試みであった．上の（図

表４－１）は，その結果として作成された既存／新規

の区別を軸に同社の持つ技術と市場の組み合わせが一

望できる同社の「四象限マップ」である．

　古森（2013）曰く，たとえば，このマトリクス上

のマップの検討を通じて，同社の技術が医薬品や化粧

品，液晶フイルムなどの高機能材料といった，今後の

市場拡大が見込める分野で十分応用できることが明ら

かになったと言う．また，実際の事業領域の選択に際

しては，「商品が作れる／作れない」あるいは競合に「勝

てる／勝てない」といった基準ではなく，富士フイル

ムの基盤と基礎技術を生かすことによって「勝ち続け

る」ことが可能かどうかというより厳しい基準によっ

て見当が重ねられたという．それは，「新規事業の読

み違えが，まさに改革全体の失敗に直結する」からで

あり，（結果論的ではあるが）われわれの観点からは，

‘探索の精度’を上げるための必要かつ重要なプロセ

スだったと言えるだろう（古森，2013：60－67．）．

　われわれは，こうした「内外環境のモニタリング」

を通じた新規事業選定のプロセスが‘それのみ’によ

って，富士フイルムの変革の成功を導いたなどと言う

つもりはない．しかし，こうした試み，しかも良質な

試みが富士フイルムの変革をよりよい方向へと導いた

‘起点’としてきわめて重要な役割を果たしたことは

間違いないように思われる．また，こうした技術－市

場のモニタリングは，変革初期のアドホックな試みに

も思われるが，近年の同社の展開をみると，領域横断

的な技術者交流によるシナジー創出を目指す「先進研

究所」のあり方や外部組織との多様な接点を生み出す

「オープン・イノベーション・ハブ（OIH）」のような

取り組み通じて，むしろ継続的かつ組織的に実行され

ているように見える．

　ゆえにわれわれは，（より詳細な検討が必要である

ことは認めるとしても）こうした同社の一連の試みを

「組織双面性としてのDC」（のミクロ的基礎）が有効

に機能した象徴的事例とすることがきわめて妥当であ

ると考えている．

５，おわりに－残された課題－

　以上，われわれは「活用を犠牲にすることなく探索

を高める」ことを主眼とした「組織双面性としての

DC」を構想し，またその始点であり中核的機能の一

部を担う「環境モニタリング」（とそれに基づく決定

プロセス）をDCの中核的機能あるいは重要なミクロ

的基礎として言及してきた．ただし，たとえばTeece

（2007）は，DCのより具体的な機制を明らかにする‘ミ

クロ的基礎’として，① 感知（Sensing：機会と驚異

の感知・具体化），②捕捉（Seizng：機会の捕捉），③

再配置ないし転換（Reconfiguring or Transfoming：
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企業の無形資源・有形資源の強化・結合・保護と再配

置）という一連の行為連鎖を提示しているが，本稿で

取り上げた「モニタリング」の問題は，その一部であ

る「感知」への言及にとどまる．実はOAアプローチ

には，「捕捉」や「再配置」に該当すると思われる議

論もある．たとえば，探索と活用の両部門間の協力関

係を促す「経営陣に対する運命共同体的なインセンテ

ィブ・システムの導入」や「活用（事業）から探索（事

業）への資源の適切なレバレッジ」などの施策は，「感

知」により見出された機会の捕捉，またそのための資

源の再配置に貢献する施策となり得よう．そして，こ

うした側面への言及を欠く以上，結果として，われわ

れは「組織双面性としてのDC」の全体像をいまだ示

していないことになる．この点は，本稿の明らかな限

界である．

　また，特にDCとコーポレート・ガバナンスの関係

についても検討する必要がある．たとえばTeece

（2009）は，いわゆる‘エージェンシー問題’をはじ

めとした「経営者の裁量」の悪用は，DCアプローチ

においては‘副次的問題’に過ぎないとし，事実上，

コーポレート・ガバナンスの問題を過小評価している

（（[邦訳]，2013：xxxiv）．しかしながら，特に「組織

双面性としてのDC」が短期的かつ容易には結果の出

ない探索の強化を核として，あくまで‘長期的’な意

味での企業の適応力に焦点を合わせたものである以上，

その適切な遂行は，企業あるい経営者をとりまく利害

関係者がそうした「長期的視点を持った経営行動」を

許容するか否かに大きく依存するはずである．そして，

実際，前出の富士フイルムHDと破綻に追い込まれた

米コダック社を比較した場合，その盛衰を分けた重要

な原因の一つが「対株主政策」の違いにあるという興

味深い指摘もある（伊藤，2014）．

　いずれにしろ本稿は，われわれ自身の現在のDC研

究における立ち位置を示す「組織双面性としてのDC」

の構想の‘あらすじ’を示したに過ぎない．上記の課

題を含め，為すべきことは多いが，今後，この「構想」

をさらに精緻なものとすべく，より一層の検討を重ね

ていきたい．

　　　　　　　　　　　　　　
1 Teece（2012）は，企業のDCがパターン化されたル

ーティンによって媒介されるか否かの決定因の一つが

「企業規模」にあることを示唆している．典型的には

大企業は高度にパターン化された試みを行いやすいが，

より小さな企業は，組織スラックの欠如によって継続

的に潜在的機会を評価することは難しいかもしれない

由，指摘している（1400）．
2 DCが（持続的）競争優位を究極的な意味で保証でき

ないとする見解を採用すべき理由の一つとして，競争

優位の究極的な源泉の所在に関わる，いわゆる「無限

後 退（infinite regress）」 問 題 が あ る（cf. Collis，

1994）．この問題の解決は一般に困難であるといえる

が，【前提③】のように扱うことで少なくとも問題を

回避することが可能となる．また，同様の立場を示す

ものとして，渡部 編／ティース （2010）を参照のこと．

その中で渡部は，DC保有の有効性が偶然性と組織メ

ンバーの限定合理性等により，あくまで‘蓋然的’な

ものにとどまらざるをえない由，指摘している（85）．
3 実は，「DCのコスト」に対する考慮も「無限後退」

問題への一つの解となりうる．すなわち，究極的な優

位の源泉が仮に存在したとしても，それを構築・維持

するコストを当該企業が負担できないのであれば，企

業はそれ（DC）を採用しない（できない）だろう．
4 O’Reilly Ⅲ& Tushman（2008）の「DCとしての

組織双面性」は，われわれのテーマである「組織双面

性としてのDC」とは両概念の位置が逆になっている．

われわれは，これが両者の本質的な違いを意味するも

のではなく，DCとOAのどちらに重心を置くか，その

違いを反映したものと考えている．
5 ただしTeece（2014）は同時に，OAを含めた他の関

連アプローチに対して，たとえばDCが「模倣可能性

と「専有性」（による経済的利得）を考慮に入れてい

る点等において異なっていることを指摘している

（348）．
6 このような文脈において，Teece（2014）は今後の

DCを含む能力アプローチの展開が，企業家の役割に

注目する「オーストリア学派」の経済理論とのリンケ

ージを模索すべきであると主張している（347）．
7 この点で，原田（2014）は自身の主張する「論理」が，

業績が短期的には芳しいものではないことがありうる

言う意味でエクセレントな企業ではないかもしれない

が，逆境に強く，高い適応力，生命力をもつ「リジリ

エント（resilient）」な企業を目指すものである由，指

摘している（原田，2014：ⅵ）．
8 ただし，Schreyögg and Kliesch（2007）は，DCを

ルーティンとして見ることに異議を唱えており，その

点でわれわれの立場とは異なる．われわれは，こうし

た環境監視と能力モニタリングの行為も（その限界を

認めた上での）一定程度の制度化（ルーティン化）が

可能であると考えている．
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Ⅰ．はじめに

　教育現場におけるスポーツ事故に関する判例におい

て，学校設置者に損害賠償責任を認める法律上の理論

構成は，国公立学校等における事故である場合は，国

家賠償法により，私立学校等における事故の場合は，

民法上の不法行為責任あるいは債務不履行責任に基づ

き損害賠償請求がなされることが通常である．

　国公立学校におけるスポーツ事故において，国家賠

償法1条により学校設置者に損害賠償責任を負わせる

ための理論構成は，裁判所により様々である．その法

的根拠として，指導教諭および学校管理職の注意義務

違反による過失を用いる場合と安全配慮義務違反を用

いる場合とがあり，裁判所の立場は一致していない．

　また，近年は，国公立学校の事故でありながら，民

法上の債務不履行に基づいて学校設置者に損害賠償責

任を課した事例も散見される1．かかる裁判例の中に

は，国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負わせるこ

とが可能であったにもかかわらず，債務不履行を適用

した事案も存在し，これら使い分けの根拠が見えてこ

ない．

　他方，私立学校におけるスポーツ事故については，

民法上の債務不履行または不法行為（使用者責任）に

基づいて学校設置者に損害賠償責任を課すことになる

が，いずれの法律構成を採ったとしても安全配慮義務

違反が問題とされる．

　不法行為（使用者責任）においては，安全配慮義務

を被用者である指導教諭の義務と捉える判例も少なく

なく，この見解によれば，国家賠償法に基づく裁判所

の立場と概ね一致すると解される．他方，債務不履行

における安全配慮義務は，使用者である学校設置者の

義務として理論構成されており，国家賠償法および不

法行為（使用者責任）と大きく異なるところである．

　国家賠償法，債務不履行，不法行為，いずれの法律

構成を採るにしても，「安全配慮義務」がキーワード

となるのであるが，かかる義務が誰に対して課される

義務であるのか，また，いかなる義務であるのかとい

うことについて，いまだコンセンサスを得ていない．

　学校におけるスポーツ事故において，いかなる法律

構成をもって学校設置者に損害賠償責任を負わせるか

ということについては，一義的には国公立学校か私立

学校かにより，二義的には，きわめて実務的な観点で

あるが，請求権の消滅時効や証明責任等の問題により

選択適用されていると思われる．

　現在，民法の改正作業が進められており，請求権の

消滅時効に関しても改正予定であるが，改正後も，実

務的な観点により法律構成が選択適用されることにつ

いて，解消される可能性は低いと思われる．また，過

去においては，民法改正に際し，安全配慮義務の条文

化を検討された経緯があるが2，今回の改正において

も見送られるようである．

　今後も，学校設置者に損害賠償責任を負わせる法的

根拠は，明確にされないまま，裁判所により様々な見

解が示されることとなるであろう．したがって，請求

権の消滅時効や証明責任等の問題とは別して，国家賠

償責任や債務不履責任，不法行為責任の本質論として

安全配慮義務の構造を明確にしておくことは有益であ

ると考える．よって，本稿においては，まず，国家賠

償法，債務不履行，不法行為，各々における安全配慮

義務概念についての考察を試みることとする．

Ⅱ．私立・国公立学校の在学関係における安全

　　配慮義務確立の背景

　安全配慮義務は，最近の判例では学校事故による損

害賠償請求の際，たびたび用いられるようになってい

る．そもそも「安全配慮義務」が判例上定着したと思

われるのは最判昭50年2月25日の自衛隊員の事故に関

する判例であるとされている．この事例は，自衛隊員

が自衛隊駐屯地で車両整備に従事していたところ，後

進してきた大型自動車の後輪に頭部を轢かれて死亡し

た件につき，両親が自衛隊員の死亡後4年3 ヶ月ほど

経過してから国に対し損害賠償請求の訴えを提起した

ものである．第１審では，不法行為による損害賠償請

求権はすでに時効により消滅しているとして請求を棄

却，その後両親は，国は使用者として隊員に対し安全

保障義務を負い，その債務不履行による損害賠償責任

があるとの主張を追加した．最高裁は原審を破棄差戻

しし，以下のように判示している．

　「国は，公務員に対し，国が公務遂行のために設置

すべき場所，施設もしくは器具等の設置管理または公

務員が国もしくは上司の指示の下に遂行する公務の管

理にあたって，公務員の生命および健康を危険から保

護するよう配慮すべき義務（以下『安全配慮義務』と

いう）を負っていると解すべきである．もとより，右

の安全配慮義務の具体的内容は，公務員の種類，地位

および安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等に

よって異なるべきもの」である．本件事例では，確か

に不法行為に基づく損害賠償の時効を経過しているた

め，安全配慮義務違反による債務不履行を認め，損害
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賠償の時効である10年を適用したものである．そし

て，この安全配慮義務は「ある法律関係に基づいて特

別な社会的接触の関係に入った当事者間において，当

事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う

義務として一般的に認められるものである」としてい

る3．

　この判例以降，「特別な社会的接触の関係に入った

当事者間」の付随義務として認められる使用者の安全

配慮義務は主として，労働契約関係における使用者の

安全配慮義務の問題として取り上げられるようになっ

た．職業性疾病型の労働災害の事例，セクシャル・ハ

ラスメントの事例などで積極的に肯定されるようにな

っている．

　このように，主として労使関係における信義則上の

義務として発達してきた安全配慮義務が，私立・国公

立学校の在学関係において問題とされるようになって

きている．リーディングケースとして県立高校のラグ

ビー部員が社会人チームと練習試合中に受傷した事案

がある（福岡地判S62…）．裁判所は，「県立学校にお

ける生徒の在学関係は，私立学校におけるように契約

によって生じるものではなく，行政主体である県の行

政処分（入学許可）により生ずる公法上の法律関係で

あるとしながらも，県立高校においても生徒は特別な

社会的接触の関係にある以上，学校教育の場において

当該生徒に対し，その生命・身体・健康についての安

全配慮義務を負う」4と判示し，債務不履行責任を肯

定したのである．あくまでも下級審ではあるが，国公

立学校における学校事故に関して，債務不履行による

損害賠償を請求し，それが肯定される例があるのであ

る．

　つまり，国公立学校の在学関係を「特別な社会的接

触」と捉え，一種の契約関係類似の状態であるとみる

ことによって，私立学校の在学関係である在学契約と

は違う公法上の法律関係であることを前提にしながら

も，高校設置者である公共団体に安全配慮義務を認め

るのである．つまり，学校と生徒とが，特別な社会的

接触にあることから導かれる信義則上の義務として安

全配慮義務を認め，学校側に義務違反があった場合に

は債務不履行として，損害賠償責任を認めるとするも

のである．

Ⅲ．国家賠償法１条における安全配慮義務

　国公立学校における学校事故・教育活動は，国家賠

償法上の「公権力の行使」に当たるかに関しては，判

例は，概ね公立学校における教師の教育活動は非権力

的作用であるが，国賠1条1項の「公権力の行使」に

含まれるとする広義説を採用している．確かに昭和

30年代までは教育の非権力性からこれを否定する事

例も多かったが，現在においてはこの点につきほとん

ど争いはない．即ち，学校事故は，国家賠償法1条に

よる損害賠償の対象となり，公務員の過失，注意義務

違反が要件となるとするのが通説的見解である． 

（1）安全配慮義務を問題にしている判例の動向

　近年，学校事故関連訴訟で学校・教師・学校設置者

の「安全配慮義務」が問題になっており，安全配慮義

務違反による債務不履行に基づく損害賠償請求事件が

多く見られるが，安全配慮義務に関しては，その使用

法が統一されておらず，いくつかのパターンがあると

思われる．

①　安全配慮義務を国家賠償法1条の過失の1要件と

捉え，学校設置者の安全配慮義務違反を認めた事例

　町立中学校1年の生徒が教室内において授業開始前

の時間帯に他の生徒が投げた箒が右目に当たり受傷し

た事故につき，加害生徒とその親権者および学校設置

者（町）の責任が認められた事例において，加害児童

に対する損害賠償と，その親権者に対する親権者とし

ての監督義務違反を認め，さらに学校設置者に対して

も，加害生徒が本件事故までにも授業妨害をしたり他

の生徒にちょっかいを出したりしていたにもかかわら

ずなんら適切な指導・注意をせずに本件事故を誘発し

た点に安全を保護すべき義務の懈怠すなわち安全配慮

義務違反があるとしている．さらに，加害生徒の精神

的未熟さおよびそのことに由来する自己抑制力の乏し

さは，校長，担任等にも認識されていたものであり，

加害生徒がその自己抑制力の乏しさによって他人の生

命・身体に危害を及ぼす危険性を具体的に認識しえる

状態にあったことを説示し，加害生徒に対する適切な

指導を行わなかった過失と本件事故により生じた損害

との間に相当因果関係があるものとして，責任を認め

た5．

　本件においては，加害生徒には709条の不法行為責

任，その親権者には709条または714条1項の監督義務

違反を認定し，学校を設置管理している町には国家賠

償法1条1項ないしは715条1項に基づいて損害賠償を

認めている．つまり，安全配慮義務は本件においては

過失の１要件とされており，国家賠償法1条1項の過

失が認定されているのである．

②　安全配慮義務を国家賠償法1条の過失の1要件と
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捉え，被用者である教諭個人の安全配慮義務違反が認

められた事例

　市立中学校の柔道部の練習において，未熟な女子生

徒を指導的立場の男子生徒が払い腰で感情的に数回に

わたり投げつけ重傷を負わせたことにつき指導教諭の

安全配慮義務違反を認め，市に国賠法1条に基づく損

害賠償責任を，県に費用負担者としての損害賠償責任

を認めた事例を見てみる．柔道部の指導教諭が，原告

女子生徒が以前，柔道の練習中に頭を打ちその際，頭

の中に出血がありそのことを医師から説明されており，

軽い練習から始めてほしいとの要望を受けていたにも

かかわらずに，特別の配慮をしなかったこと，事故当

日の練習にはほとんど立ち会わなかったこと等から，

教諭個人に安全配慮義務違反が認定され，これを放置

した同中学校の管理職にも監督責任を認め国家賠償法

1条を根拠として損害賠償責任を認めている6．

③　民法415条の債務不履行としての安全配慮義務違

反を認定している事例

　被告東京都設置の区立小学校の6年生の児童である

原告が体育の授業中に運動会の種目である組体操の練

習をしていたところ，原告のグループの他の児童がバ

ランスを崩し，二人の児童の上に乗っていた原告が転

落して前歯3本を損傷した事故につき，指導教諭・学

校設置者らに債務不履行（安全配慮義務違反）があっ

たとして被告に対し損害賠償を認めた事例（東京地判

平成18年8月1日）である．本件では，東京都は，小

学校の設置・運営者として学校教育の際に生じうる危

険から児童らの生命・身体の安全の確保のために必要

な措置を講ずる義務を負い，被用者である指導教諭が

そのような安全配慮義務に違反した場合には，東京都

は賠償責任を負うとしている．公立小学校の体育授業

中の事故に対し国家賠償法の適用を行わず，民法415

条の債務不履行（安全配慮義務違反）による損害賠償

を認めているのである7．

④　国家賠償法1条に基づく損害賠償請求と債務不履

行（安全配慮義務違反）に基づく損害賠償請求が選択

的併合関係にあるとされる事例

　原告は県立高校2年でテニス部に所属していた生徒

で，テニス部の練習中に突然倒れて心停止に至り，低

酸素脳症を発症して重度の障害が残ったのは同校のテ

ニス部顧問の教諭や校長の義務違反によるものとして，

国家賠償法1条1項または在学契約に付随する安全配

慮義務違反による損害賠償請求訴訟を提起した事件で

ある．いわゆる熱中症対応に関する部活動顧問の教諭

らの義務，学校長の義務が問題となった事例である．

本件テニス部においては，顧問教諭が練習メニュー，

練習時間等を各部員に支持しており，各部員が習慣的

にその指示に忠実に従い，練習を実施していた．この

ような場合には顧問教諭には健康状態に支障をきたす

具体的危険性が生じないよう指示・指導すべき義務が

あると解するのが相当であると判断され，この義務違

反に基づく過失を認定し国家賠償を認めている．その

上で，国家賠償請求と選択的併合関係にある在外契約

に付随する安全配慮義務（債務不履行）による損害賠

償請求については，仮に，債務不履行責任があるとし

ても，それによって生じる損害額は国家賠償1条で認

められた損害額を上回ることはないからこれについて

は判断しない，と判示されている．この事例では，損

害賠償を認めたのであるから，法的根拠はどちらでも

よいと考えられていると思われる8．

　以上①～④から，裁判所は，安全配慮義務を，さま

ざまなケースで用いており安全配慮義務とは何か，安

全配慮義務の根拠は何なのかが読み取りづらい．即ち，

安全配慮義務は，使用者の義務なのか，被用者・履行

補助者の義務なのかが明らかになっていないし，安全

配慮義務違反があったとき国家賠償法による損害賠償

請求を行うのか債務不履行による賠償請求を行うのか

どちらが適当なのかも明らかになっていない．

（2）国家賠償法1条の過失の解釈

　国家賠償法1条の損害賠償責任は，公権力を行使す

る公務員の故意・過失・違法性をその要件としている．

そして，過失に関しては，本来主観的な事情にかかわ

るものであるが，近年は客観的に捉えられるようにな

ってきている．即ち，客観的な注意義務違反と捉えら

れている．そして，過失の有無の判断基準は，損害が

発生することについて，予見可能性があるか，さらに

結果可能性があるかにかかってくる．予見可能性と回

避可能性がある場合に回避義務が生じるのである．言

い換えれば，通常の判断能力を持つ公務員が注意をす

れば予見可能な損害である限りこれを回避することが

可能であると考えられるのである．

　そして，公務員の注意義務に関しては学校事故の場

合，二段階の注意義務が考えられる点に注意が必要で

ある．具体的注意義務と抽象的注意義務である．クラ

ブ活動において事故の危険性が具体的に予見される場

合には顧問の教員は練習に立会い，またしかるべき措

置を講ずることが要求される．この義務を怠った場合

には具体的注意義務違反の過失が認定される．それに

対して，突発的な事故に関しては（瞬時の事故），予
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見可能性・回避可能性が認められないこともある．こ

のような事例で，過失が認定されないのであれば損害

賠償義務が発生しないと割り切ることが困難な場合も

多い．学校においては，事故の危険があるからといっ

て体育の授業をしない，クラブ活動を行わないという

訳にはいかないのであり，教育活動には大なり小なり

危険が内在しているのである．この抽象的危険を予測

し，回避のために措置を講ずることが求められること

になるのである．たとえば，熱中症の危険があるので

あれば事前に研修を受け熱中症防止の対策を知り，実

践することが要求されるのである．そして抽象的危険

回避のためのシステムを形成する責任を怠れば，抽象

的注意義務違反となり，過失（抽象的過失）があるこ

とになる．そしてこの抽象的注意義務は教員個人とい

うよりはむしろ，組織全体の義務であると考えられる

のである．このように，特に学校教育の分野では注意

義務の二重性が認められているのである9．

（3）抽象的注意義務と安全配慮義務

　上記の判例の動向，注意義務の二重性を総合して考

えてみると，教員個人の過失が問われる場合には具体

的注意義務違反の有無が問題となり，安全配慮義務が

問題となるときは抽象的注意義務違反が問題となると

考えられるのではないだろうか．上記事例の①は，抽

象的注意義務が学校側にあったこと，そして，必要な

対策がとられなかったことに抽象的注意義務違反があ

ったと考えられる．これは，使用者としての安全配慮

義務が尽くされなかったといいうる事例であると思わ

れる．次に事例②は，教諭個人に安全配慮義務違反を

認定し，これを放置した中学校の管理職にも監督責任

を認定するものであり，教員の具体的注意義務を認定

したものである．③の事例では，体育の授業中の事故

であるが，不意の事故であり，東京都の使用者として

の抽象的注意義務違反いわゆる安全配慮義務違反が問

題とされていると思われる．したがって，債務不履行

による損害賠償が認められているのである．④に関し

ては，テニス部顧問の教諭の安全配慮義務違反の過失

を認め過失を認定しているが，本件では教諭の具体的

注意義務違反が認められるものである．

　確かに，判例は安全配慮義務という用語をさまざま

な局面で用いておりそこに明確な違いが見られないの

であるが，事例ごとに検討してみると，教諭の具体的

注意義務違反があることが明確な場合と教諭，管理職

を含めた学校側及び使用者としての国，公共団体の責

任を認める（抽象的注意義務違反を認める）ものとに

わけることができる．この点に関しては，そもそも安

全配慮義務とは，使用者が労務の人的・物的環境の管

理行為をおこなうに当たって，そこから生ずる危険を

防止するためにおこなうべきことであり，使用者の管

理の下において，現場で被用者がなすべき注意はこれ

に含まれないともいいうる．使用者の安全配慮義務と

被用者の安全配慮義務とは明確な区別がなされないま

ま用いられることが多いが，被用者は履行補助者とし

ての義務を負うのであり，むしろ注意義務違反が問題

となると考える10．

Ⅳ．債務不履行における安全配慮義務

　私立学校におけるスポーツ事故の場合，下級審では

あるが，判例上，債務不履行に基づいて学校設置者に

損害賠償責任を認めることがある．また，近年，国公

立学校の事故でありながら，この法律構成により学校

設置者に損害賠償責任が課されることも珍しくない．

　債務不履行責任が成立し，債務者に損害賠償義務が

負わされるためには，当然のことながら債務不履行が

なければならない．いかなる場合に債務不履行とされ

るかについては，わが国の民法は，「債務の本旨に従

った履行をしないとき」と規定し，具体的には①履行

不能，②履行遅滞，③不完全履行という三分体系が解

釈により導入されている11．さらに，債務者の帰責事

由が必要である．

　私立学校におけるスポーツ事故の場合，通常，③の

不完全履行が問題になると考えられている．学校と生

徒の関係を在学契約関係にあるものとして捉え，その

債務には付随的に安全配慮義務が伴っているとする．

すなわち，当該義務が伴っているにもかかわらず事故

が発生したということは，学校設置者による義務の不

完全履行に該当するというものである12．この債務不

履行責任は，契約上の義務違反から生じた損害につい

ての賠償責任制度であり，契約責任の一種であるとさ

れる．

　はじめに，安全配慮義務とは何かということである

が，当該義務は，「ある法律関係に基づいて特別な社

会的接触の関係に入った当事者間において，当該法律

関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方

に対して信義則上負う義務である・・・・・・・」13

と解釈されている．これは，先に述べた14最高裁昭和

50年2月25日第3小法廷判決にて定立された概念であ
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るが，国が公務員に対して，その生命・健康などを危

険から保護するよう配慮する義務，すなわち，安全配

慮義務を負うことを初めて明らかにしたものである．

　その後，安全配慮義務は，上記最高裁判決文言から，

国と公務員間にとどまらず，雇用・労働関係15，在学

関係16などにおいても認められることが明らかにされ

てきた．これを受けて，平成20年3月施行労働契約法

は，第5条において，労働契約上の付随義務として当

然に使用者が当該安全配慮義務を負うことを明示した

が，民法上は，いまだ具体的明文規定が置かれていな

い．そこで，雇用・労働関係ではなく，在学関係にお

いても安全配慮義務は存在するのかということについ

て疑問が生じる．この点，学校教育法においては，安

全配慮義務を定めた明文規定が存在しないため，当該

義務の根拠は明らかではない．しかしながら，学校教

育法の精神ないし立法趣旨，学校教育の条理，また，

信義則に従えば，その根拠を求めることができると解

されている．

　つぎに，安全配慮義務の性質についてであるが，契

約上の責任であるのか不法行為責任であるのか，ある

いは，これら以外の信義則を根拠とした第三の責任な

のかという点をめぐって，これまでに様々な議論がな

されてきた17．この点につき，安全配慮義務は一種の

「契約責任」であり債務不履行に準ずるとの考えを，

最高裁は明確にしてきている18．そこで，以下では，

安全配慮義務を契約上の責任であると捉えて，債務不

履行に関する要件整理を試みたい．

　債務不履行責任を判断するには，その前提として，

契約に基づき当事者に課される債務の内容について確

定させる必要がある．しかしながら，安全配慮義務の

内容は，その性質上，個々の事案ごとに異なったもの

とならざるをえない．在学関係における安全配慮義務

は，使用者（学校設置者）の負う債務であると考えら

れるが，当該債務は，現実に履行されなければならい．

その内容は，物的環境を整備する義務・人的配備を適

切に行う義務，安全教育・適切な業務指示を行う義務

などであるといわれている．

　また，安全配慮義務の内容確定と密接な関わりを持

つのが，使用者（学校設置者）の安全配慮義務と被用

者（指導教諭など）の注意義務についてであるが，こ

れについては，判例上いまだ統一見解に至っていない．

指導教諭は，学校設置者の負う安全配慮義務の履行補

助者として捉えられている．したがって，使用者自身

の安全配慮義務と被用者の注意義務とは区別されるが，

区別された上で，使用者自身の過失，履行補助者とし

ての指導教諭の注意義務違反は，ともに使用者の安全

配慮義務違反の帰責事由として位置づけられるという

解釈が一般的であるように見受けられる19．しかしな

がら，判例の中には，使用者の安全配慮義務と被用者

の注意義務について区別してはいるものの，被用者の

注意義務も安全配慮義務と表現していることから，安

全配慮義務は使用者と被用者共通の義務であるように

見受けられるものも存在する20．

　この点につき，安全配慮義務を契約上の責任である

と捉えるならば，在学関係における安全配慮義務は，

使用者である学校設置者の義務であり，その履行補助

者である指導教諭の注意義務とは区別されるべきであ

ると考える．これについては，学校事故の事例ではな

いが，使用者の安全配慮義務と被用者の注意義務とを

区別して説示した最高裁昭和58年5月27日判決に根拠

を見出すことができる．本判決は，自衛隊の自動車の

運転者が運転上の注意義務を怠ったことにより生じた

同乗者の死亡事故と国の当該同乗者に対する安全配慮

義務違反の成否が争われた事例である21．本裁判所は，

国が公務員に対して負う安全配慮義務は，「国が公務

遂行に当たって支配管理する人的及び物的環境から生

じうべき危険の防止について信義則上負担するもので

あるから，国は，自衛隊員を自衛隊車両に公務の遂行

として乗車させる場合には，右自衛隊員に対する安全

配慮義務として，車両の整備を十全ならしめて車両自

体から生ずべき危険を防止し，車両の運転者としての

その任に適する技能を有する者を選任し，かつ，当該

車両を運転する上で特に必要な安全上の注意を与えて

車両の運行から生ずる危険を防止すべき義務を負うが，

運転者において道路交通法その他の法令に基づいて当

然に負うべきものとされる通常の注意義務は，右安全

配慮義務の内容に含まれるものではない」と判示した．

すなわち，使用者自身の安全配慮義務は，人的・物的

環境の管理行為をなすにあたりそこから生ずる危険防

止に努める義務であり，当該管理のもとに現場で被用

者が負うべき注意義務は，安全配慮義務の内容には含

まれないとの見解であると解される．これは，在学関

係においても同様に，使用者である学校設置者には，

管理する物的設備の安全を確保し，また，適切な人材

の確保及び配置を行い，安全上の注意を与えることに

よって危険を防止するという安全配慮義務が課されて

おり，被用者である指導教諭の具体的な注意義務とは
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区別されるべきであるということが導き出せよう．

Ⅴ．不法行為（使用者責任）における安全配慮

　　義務

　私立学校におけるスポーツ事故の場合，判例上，不

法行為（使用者責任）に基づいて被告に損害賠償責任

を求めることも認められている．

　民法715条は，事業執行中に被用者が起こした事故

について使用者が賠償責任を負う旨を定めている．被

用者の不法行為をなぜ使用者が責任を負うのかについ

ては，使用者は被用者を使ってその活動により利益を

得る反面，その被用者が損害を第三者に与えた場合，

その損失も負担すべきであるという，報償責任の法理

に根拠づけられる．また，他人を使わなければ本人だけ

の活動に伴う危険であるところを，他人を多数使うこ

とによりそれに伴う危険を社会に拡大することになり，

危険の原因を作った者がその危険のリスクを負担すべ

きであるという，危険責任の趣旨にも求められる22．

なお，715条1項ただし書で，使用者に選任監督の義

務違反がなかったならば責任を免れると規定されてい

るが，スポーツ事故において，免責の主張が認められ

ることは少ないといわれる23．また，学校設置者に使

用者責任が生じるためには，教諭あるいは指導者個人

に民法709条に基づく不法行為責任の要件が備わって

いなければならない．すなわち，「自己の行為である

こと」，「故意または過失」，「違法性」，「損害の発生」，「行

為と損害との因果関係」がその要件24とされている．

　ところで，不法行為（使用者責任）に基づいて被告

に損害賠償責任を認める判例においても，安全配慮義

務ということばがたびたび登場する．それでは，不法

行為責任（使用者責任）における安全配慮義務とは，

どのように定義づけられるのであろうか．また，債務

不履行責任上の安全配慮義務との違いはあるのであろ

うか．先に検討したとおり，債務不履行責任における

安全配慮義務について，裁判所は，使用者である学校

設置者の義務と捉えて理論構成しているが，他方，不

法行為責任における安全配慮義務については，被用者

である教諭の義務と捉えている判例も下級審において

は散見される25．安全配慮義務のリーディングケース

に鑑みると，当該義務は，使用者（学校設置者）の負

う義務であるということについて自明の理であるはず

である．然るに，何故に安全配慮義務を被用者の義務

として位置付ける必要があるのであろうか．以下では，

不法行為構成における使用者の安全配慮義務と被用者

の注意義務についての考察を試みる．

　不法行為（使用者責任）に基づいて被告に損害賠償

責任を認めた最高裁判決として，最高裁平成4年10月

6日第3小法廷判決が挙げられるが，本判決は，使用

者の安全配慮義務と被用者の注意義務との区別に触れ

た最高裁判決である．これは，私立大学の応援団員が

上級生から暴行を受けて死亡した事故につき学校法人

の使用者責任が認められた事例である．当該応援団で

は，気合入れの名の下に，下級生に対する度を越した

違法な暴力行為が恒常的に公然と行われていた．しか

も，他の新入団員からの苦情があったことから，学生

部長が大学の各部長を構成員とする執行部会議の決定

を受けて応援団幹部に注意をしたが，その後も応援団

では従前と同様の暴力行為が続けられた．しかしなが

ら，学校法人の被用者である執行部会議等の構成員は，

これを直接是正させる措置をとらなかったところ，本

件死亡事故が発生した．

　原審26は，「応援団活動は，大学の教育活動そのも

のであるとはいえないが，大学の管理する学園におけ

るクラブ・サークル活動として少なくとも大学から容

認されていたといいうるから，前記のとおりの大学の

管理の権限及び義務に伴い，これに参加している学生

の活動に関しても大学の安全配慮義務が及ぶというこ

とができる」大学生のクラブ・サークル活動について

は，原則として大学当局が容喙すべきものではないが，

本件のように「違法な暴力行為が恒常的に行われ，大

学当局がそれを承知している場合に，当局がこれに関

与し，是正のために前記のような措置をとることは，

学生の主体性，自主性を無視したことにはならず，教

育者が行使すべき当然の権限であり，義務である」と

述べて，損害賠償請求を認容した．

　これに対し，最高裁は，「右事実関係の下においては，

上告人の被用者である前記執行部会議，教授会等の構

成員たる職員は，原判示の具体的な作為義務を負うに

至ったものであり，かつ，このような措置をとること

は上告人の事業の範囲に属するものと解されるから，

上告人には民法715条1項に基づく責任があるという

べきである．上告人の責任を肯定した原判決の判示中

には，学校法人自身の在学契約上の義務と当該学校法

人の被用者の不法行為上の注意義務とを混同している

かのような部分があって，その説示において必ずしも

適切でない憾みがあるが，以上の趣旨をいうものとし

てこれを是認することができる」として，学校法人の
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上告を棄却した．

　本判決は，「学校法人自身の在学契約上の義務」と

いう表現と，「当該学校法人の被用者の不法行為上の

注意義務」という表現から，債務不履行構成との請求

権競合に関する問題は残るものの，安全配慮義務は使

用者の義務であり被用者の注意義務とは区別して考え

ていることが分かる．

　不法行為における安全配慮義務とは何か．本来，法

律構成によって安全配慮義務の内容が異なるというこ

とは，決して望ましいことではないはずである．そう

であるならば，法律構成とは別して当該義務がどのよ

うな義務であるのかについて検討することが有益であ

る．そうすると，安全配慮義務は，人的・物的環境の

管理行為をなすにあたりそこから生ずる危険防止に努

めるべきであるという使用者である学校設置者の義務

ということになり，被用者である指導教諭等の具体的

注意義務とは区別されるべきである．

　それでは，学校設置者の使用者責任を問うためには，

どのような要件事実が必要であるのか．上平成4年10

月6日最高裁が説示するように，被用者の不法行為上

の注意義務違反が必要ということになり，やはり，こ

れを安全配慮義務と表現する下級審には疑問が残ると

いわざるをえない．

Ⅵ．おわりに

　在学関係おけるスポーツ事故において学校設置者に

損害賠償責任を認める法律上の理論構成として，国家

賠償法1条，不法行為（使用者責任），債務不履行，い

ずれの法律構成を採ったとしても問題となる安全配慮

義務概念に関して，本稿では若干の考察を行った．

　安全配慮義務の性質論としては，当該義務は「契約

上の責任」であり，債務不履行責任に準ずるとの考え

が判例上明確にされてきているにもかかわらず，国家

賠償法1条および不法行為（使用者責任）においても

問題とされる．

　国家賠償法1条において安全配慮義務を使用する場

合，学校設置者の抽象的注意義務という意味において

用いられる場合と，指導教諭等の具体的注意義務を安

全配慮義務と称している場合に大別される．また，不

法行為においても同様のケースが見受けられる．

　本来，安全配慮義務とは誰に対するどのような義務

であるのかということであるが，学校設置者に対する

抽象的注意義務という見解が，判例・学説ともに多数

説であると思われる．したがって，これとは内容を異

にする指導教諭等の具体的注意義務についても安全配

慮義務と称されること，あるいは構成されることにこ

の問題の本質があると思われる．

　なお，学校設置者の安全配慮義務と指導教諭等の具

体的注意義務が区別されたとしても，安全配慮義務の

性質論から請求権競合の問題は残される．したがって，

この観点から，安全配慮義務の構造論について検討を

行うことを今後の課題としたい．

　　　　　　　　　　　　　　
1 例えば，静岡地方裁判所平成元年12月20日判決判時

1346号134頁，大分地方裁判所平成23年3月30日判決，

東京地方裁判所平成18年8月1日判決判時1969号75頁．

なお，国公立学校におけるスポーツ事故について，債

務不履行により学校側に損害賠償責任を課した最高裁

判例は見当たらない．
2 山本豊・松岡久一・潮見佳男・平野裕之・高橋眞

（2010）：民法（債権法）改正問題の検討．私法，

p.104.
3 高畠淳子　安全配慮義務―陸上自衛隊八戸車両整備

工場事件：ジュリスト労働法判例百選[第8版]　p．

110参照
4 福岡地裁昭和62年10月23日
5 仙台地裁平成20年7月31日判例タイムズ第1302号

253頁
6 福島地裁判決平成21年3月27日判例時報第2048号79

頁
7 東京地裁平成18年8月1日判例タイムズ第1243号248

頁
8 大阪高裁平成27年1月22日
9 室井力・芝池義一・浜川清[編著]：コンメンタール

行政法Ⅱ行政事件訴訟法・国家賠償法pp.525-526.
10 奥田昌道（1990）：安全配慮義務．「損害賠償法の

課題と展望」，日本評論社，pp.9-10.
11 平野裕之（2007）：民法Ⅱ債権法．第2版，新世社，

p.79．
12 濱野吉生（1988）：体育・スポーツ事故に関する判

例の動向分析．早稲田大学人間科学研究，1（1），p.4．
13 最高裁昭和50年2月25日第3小法廷判決民集29巻2号

143頁
14 本稿，Ⅱ．私立・国公立学校の在学関係における安



21
教育現場におけるスポーツ事故に関する損害賠償責任の法的根拠②

—安全配慮義務についての考察—

全配慮義務確立の背景参照．
15 例えば，最高裁昭和59年4月10日判決民集38巻6号

557頁．
16 例えば，私立学校におけるスポーツ事故（横浜地方

裁判所平成13年3月13日判決），国公立学校における

スポーツ事故（東京地方裁判所平成18年8月1日判決，

大分地方裁判所平成23年3月30日判決）など．
17 高橋眞（2013）：続・安全配慮義務の研究，成文堂，

p.156.
18 例えば，本判決および最高裁昭和56年2月16日判決

民集35巻1号56頁，最高裁昭和55年12月18日判決民

集34巻7号888頁など．
19 例えば，大分地裁平成23年3月30日判決．県立高校

の生徒が，水泳実習の自由練習中にスタート台からプ

ールに飛び込んで，プールの底に頭部を衝突させて頚

髄損傷し，後遺障害が生じたのは，担当教諭に指導上

の注意義務違反があったとして，被告に対し，安全配

慮義務違反（債務不履行）による損害賠償を認めた事

例（過失相殺あり）である．なお，本判例は，国公立

学校でありながら国家賠償法1条の適用を採用してい

ない事例である．
20 東京地裁平成18年8月1日判決．本判例も国公立学

校でありながら，国家賠償法1条の適用を採用してい

ない事例である．小学校における体育授業中の組体操

の練習中に発生した事故につき,指導担当教諭らの安

全配慮義務違反を認めた事例（過失相殺なし）．
21 自衛隊の会計隊長が，同隊の自動車を運転し，隊員

輸送の任務を終了した帰途，路面が雨で濡れ，かつ，

アスファルトが付着して極めて滑走し易い状況にある

ことを看過し，急に加速した等運転者として道路交通

法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことによ

り，自動車を反対車線に進入させて対向車に衝突させ，

その衝撃によって当該自動車に同乗を命ぜられた者を

死亡させたとしても，それだけでは国に同乗者に対す

る安全配慮義務違反があるとはいえないとした判決で

ある．
22 平野：前掲書pp.457-458．
23 濱野：前掲論文p.86.
24 平野：前掲書p.396．
25 例えば，大分地裁平成20年3月31日判決．私立高校

二年の女子生徒が学校のバスケットボール部の練習中

に熱中症を発症し記憶障害が残ったことにつき，指導

教諭の過失によるものであるとして教諭および学校側

に対して求めた損害賠償請求が認容された事例．高松

高裁平成20年9月17日判決．私立高校の生徒が課外の

クラブ活動としてのサッカーの試合中に落雷により負

傷した事故について，学校側の不法行為責任が認めら

れた事例．
26 大阪高裁昭和63年6月29日判決
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１．はじめに

　現在，都市部を中心に貴重な野生生物が急激に姿を

消しつつあり，その生育環境の保全と復元の重要性が

増している．本学では平成16年度（2004）より，学

内で遊休地となっていた場所において，生物多様性空

間の創出を目的として，自然の遷移プロセスに任せた

自然群集期待型のビオトープ創造を行ってきた．ビオ

トープとは，一言でいうと「生き物が生息する空間」

のことである．

　本学の「ビオトープ自由ヶ丘」はボタ山一帯を造成

したもので，「ボタ山ビオトープ」として平成16年度

に雑木林18,000m2の整備に着手し，ススキやメダケ

群落，広葉樹などは保全し，約4,000m2のビオトープ

を造成した．現在もこのビオトープ内で絶滅危惧野生

生物の保護を行っており，様々な団体や各種学校から

の見学があり，環境教育の場としても活用されている．

　本論では，本学のビオトープ自由ヶ丘とそこに生息

する絶滅危惧生物の生態とその保護について述べる．

２．本学及びその周辺の土地利用の変遷

　本学がある折尾の地は元来丘陵地帯で溜池が点在し

ていた．図１は，昭和45年（1970）の福原学園全体

の空中写真である．この図の左上端にこんもりとした

山があるが，これがビオトープ自由ヶ丘の「ボタ山」

である．このボタ山は「闘魂山」と呼ばれ，福原学園

の創設者である福原軍造先生が名付け親だと伝えられ

ている．図を見ると本学内には，その後建設される施

設の用地が広がっており，大学前の道路がまだ2車線

で，周囲には利用されていない土地が広がっているこ

とが分かる．

図１　福原学園とその周辺の空中写真（昭和45年）

　ところで，ボタ山の“ボタ”とは，石炭を採掘する

際，一緒に採掘されるが石炭としての利用できないも

ので，それを捨てて高く山のようになったのが“ボタ

山”である．ボタ山は，まさに廃棄物の山である．こ

の地域の足元には，明治時代の産業革命の主役である

石炭層が横たわっていたわけで，日本の発展に大きな

貢献を果たした．今ではそれら炭鉱の遺構を目にする

ことはできないが，以前は浅川にも炭鉱の立坑が残さ

れていた．

　図２は，平成4年（1992）の本学園とその周辺の空

中写真であるが，学園内の整備が進むとともに周辺の

大規模な開発が行われ，道路や住宅地が整備された．

その結果，折尾地域の環境は大きく変化し，平成13

年（2001）には，北九州学術研究都市が開設される

とともに大規模な商業施設が進出するなど，この折尾

は今なお学園都市として発展している地域である．

図２　福原学園とその周辺の空中写真（平成4年）

　図３は，平成24年（2012）の学園とその周辺の写

真であるが，図１及び図２と比較すると，大学正門前

の緑地には戸建て住宅やマンション群，商業施設等が

建設されている．また，図中左上のボタ山は，崩壊に

よる災害防止のための造成が行われ，時間とともに草

原の状態から少しずつ木々が茂り，緑の山となりつつ

ある．このように草原から樹林帯へと植生は遷移し，

やがてはスダジイやタブノキが群落をなす北九州の植

生である常緑広葉樹林となるのであろう．過去の写真

を比較することによりこの地域が時代とともに大きく

様変わりしていることが分かる．地形を変えることに

なる造成工事により，溜池などの止水域が埋め立てら

れ姿を消してしまい，地域の自然環境は大きく変化し

てしまった．そしてその後を追うように，次第に水辺

の生物を見かけなくなった．自然環境の変化に伴い姿



25九州共立大学「ビオトープ自由ヶ丘」の環境特性と絶滅危惧野生生物の保護

を消していった生物を本来の生息空間に呼び戻すこと

は，生物多様性の観点からも重要なことである．

図３　福原学園とその周辺の空中写真（平成24年）

３．ビオトープ自由ヶ丘の概要

　図４に本学の「ビオトープ自由ヶ丘」を示す．本学

の周辺には昔は里山や雑木林が多く分布していたが周

辺の宅地化や商業化により都市化が進んだ．その意味

では，本学内の緑地帯は貴重なビオトープゾーンであ

る．この図の中心部の緑地がボタ山で，その周辺の草

地を含めたゾーンをビオトープとして保全活動を行っ

ている．倒木処理や草地の管理，遊歩道の整備などビ

オトープの維持管理は当然であるが，絶滅危惧野生生

物の保護活動を長年行ってきた．

図４　ボタ山を中心とした「ビオトープ自由ヶ丘」

　図５に，ビオトープ造成を始めるにあたって作成し

た完成概要図を示す．造成時は概ね図のように整備し

たが，年月が経つにつれてその形態は変化していった．

例えば，メダケの群落は消滅してしまい，池について

も，その水深は池周辺の土砂流入によりずいぶん浅く

なってしまった．水田については，土が痩せてしまっ

たため休止している状況である．

図５　ビオトープ完成概要図

　この場所をビオトープとして整備する前は，様々な

不用品が廃棄されており，ゴミ捨て場のような状況で

あった．また土中にはコンクリートのブロックなども

埋まっており，人力での作業は負荷が大きいため，図

６に示すように，小型建設機械を使って造成を行った．

過去の地図などを見るとこの一帯は，湿地帯で葦原が

広がっていたことが分かる．

図６　小型建設機械による造成作業

　図７に示すように，ビオトープ造成の際，雑木林の

樹木の伐採を行ったが，伐採した木々を組み合わせて，

生物の棲み処となるエコスタックの材料として活用し

た．また，大小の岩石についても同様に積み上げてエ

コスタックとして活用した．

　ビオトープに池が完成した後は，ニホンアマガエル
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が確認された．このカエルは，国内の最も広い地域で

確認されるカエルで，体長20 ～ 45㎜，体の色は背中

が緑色であるが，この種は，身を潜ませるために周囲

の色彩に合わせて体の色を変化させることができる．

また，低気圧が近づくときにグエッグエッグエッと連

続して鳴く．これが，「雨鳴き（あまなき）」で，アマ

ガエルの名前の由来となっている．

図７　エコスタックとして活用される伐採した木々

　このビオトープに生息する生物も年々増加し，特に

水田には，豊年エビやカブトエビなどが確認され，そ

れらを餌とするトンボ類のヤゴも生息するようになっ

た．トンボ類は，赤とんぼと呼ばれるアキアカネやウ

スバキトンボ，オニヤンマやギンヤンマ，シオカラト

ンボなどが繁殖池として飛来するようになった．

　図８に現在のビオトープを示す．このビオトープに

おいて絶滅が心配される絶滅危惧野生生物が生息して

いることが確認された．

図８　ビオトープ自由ヶ丘

４．絶滅危惧野生生物とその保護

　このビオトープにおいて生息する絶滅危惧野生生物

の代表格の一つが，「ニホンアカガエル」である．

４．１　ニホンアカガエルについて

　ニホンアカガエルは，「ニホン」と名前がつくよう

に日本産アカガエルを代表するものである．その生息

域は平野部から丘陵地までで，生息数については地域

差があるものの年々減少傾向にあり，福岡県では絶滅

危惧Ⅱ類に指定されている．体の大きさは，オスが

35㎜～ 65㎜，メスが45 ～ 70㎜で，メスがひと回り

大きく，色は成長の度合いや生息環境により異なるが，

黄土色から赤褐色で，キョッ，キョッ，キョッ……と

鳴く．繁殖期は地域性があるが，一般的に1月から3

月の早春の寒い時期に田んぼなどの止水域で産卵する．

　図９にビオトープで確認された個体を示す．２月初

旬の寒い時期に産卵にやってきたオスのカエルである．

図10に示すようにオスの親指には大きな「タコ」が

あり，この太い指でメスをしっかり抱え込むことがで

きる．また，図11に産卵を控え腹部が大きく膨らん

だメスの個体を示す．このメスは，石を積み上げたエ

コスタックの中で確認された．

図９　ニホンアカガエル（オス）

図10　オスの太い前足と親指のタコ
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図11　ニホンアカガエル（メス）

４．２　ビオトープにおける繁殖

　本ビオトープにおいては，毎年１月初旬から３月中

旬ごろまでの寒い時期に繁殖行動である「抱接」を行

う（図12）．ただし，この写真の抱かれているメスは

溺死したものである．図13は，葦が茂る浅い水たま

りの産卵場所の写真である．この寒い時期に繁殖を行

うのは，天敵が少ないなど繁殖に有利な条件が揃って

いるからであろう．ただし，冬の寒い時期には水辺は

氷点下になり氷が張ることもあり，卵塊は凍ってその

中の卵は死んでしまう．水辺に氷が張った日は，陽が

昇るにつれて水温が上がり，凍った卵塊が融けて白く

濁っているものを確認することがある．

図12　抱接中に溺死したメス（下のカエル）

　図14は生みたての卵塊で，生んですぐの卵塊はゼ

リー状で弾力性があり透明である．昨年はこのような

卵塊が300個以上，ビオトープの４つの水辺で確認さ

れた．特に今年は，卵塊の数が700個を超え，水深の

浅い水たまりまでにも産卵していたため，繁殖期間中

は，これらの卵塊を繁殖条件のよい水辺へ移動させな

ければならず，卵塊の数が例年の２倍以上となった．

この卵塊の数はほぼメスの個体数を表し，メスの個体

数が増えた要因については，まだよく分かっていない

が，気候の影響が大きいと考えられる．なお，一つの

卵塊の卵数は500 ～ 3,000個であるが，多くは1,500

個程度である．

図13　ニホンアカガエルの産卵場所

図14　ニホンアカガエルの卵塊

４．３　卵から幼生への変態

　卵塊の中の卵は細胞分裂を繰り返し，オタマジャク

シから幼生へと成長していく．図15は，まだ卵の中

で時折体を動かしている胚の状態である．図16はビ

オトープの水辺におけるオタマジャクシの写真で，こ

の頃になると食欲は旺盛でなんにでも食らいつく貪欲

さがあり，動きは非常に俊敏である．早春の寒い時期

は餌が少ないので，先に生まれたオタマジャクシは孵

化していない卵や後から生まれたオタマジャクシを食

べて大きくなる．同じニホンアカガエルでも子孫を残

すためには仲間も餌となる．このように生態系は絶妙

のバランスの上に成り立っている．また，図17はオ
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タマジャクシから幼生になったばかりのカエルで，オ

タマジャクシの名残である尾がわずかに残っている状

態である．

図15　ニホンアカガエルの卵の中の胚

図16　ニホンアカガエルのオタマジャクシ

図17　ニホンアカガエルの幼生

５．まとめ

　ニホンアカガエルは本州から九州までの広い範囲に

生息している．しかしながら，その産卵地は水田や水

深の浅い湿地帯や溜池であるため，環境が変わると大

きな影響を受ける．特に産卵時期である冬場の乾燥や

水を張らない水田の増加，あるいは圃場整備などによ

り，その産卵地は急激に減少しており，絶滅危惧種に

指定されている．そのため本学においては，４つの水

辺空間において冬場に水が枯れないように維持管理を

行っている．

　本学のビオトープでは，このニホンアカガエル以外

にも絶滅危惧野生生物が生息しているが，これらとの

バランスも大事で，ニホンアカガエルだけが急激に増

えることにより，他の種が急激に減少することないよ

う十分配慮する必要がある．今後，卵塊数の変化に着

目するとともに，ビオトープ全体の生態系の遷移を見

守っていきたい．

　最後に，本ビオトープの維持管理に当たり，物心両

面のサポートをいただいた故・福原弘之学園長，本学・

大渕和幸事務局長はじめ，お世話になった事務局の皆

様に感謝の意を表したい．
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Abstract
The state of teaching practicum for students aspiring to become teachers was investigated and 

problems and results of teacher-training course were discussed. The teaching practicum for teachers is 
a compulsory subject that has been held in the latter term of the fourth grade since fiscal 2013. It is the 
final training for trainee teachers, which is designed to allow trainees review their four year course, as 
well as to provide practical teaching skills. One of the tasks of teacher-training courses for university 
juniors is to develop teaching skills required for teaching practicums. We developed a teaching method 
that combined pre-guidance for the teaching practicum with practical training for teachers. Juniors 
and seniors were required to conduct joint trial lessons designed to improve their practical skills 
by interacting with each other. In-service teachers were invited to give lectures, and teach students 
practical skills. Furthermore, juniors and seniors were expected to learn from each other by discussing 
from different perspectives. It is suggested that there is a need to examine teacher training curriculums 
and discuss concrete guidance methods, in order to improve the quality and abilities of students aspiring 
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Ⅰ　課題設定

　本研究は，昨年度に引き続き平成25年度に開講し

た必修科目「教職実践演習」における取り組みと学生

の学びの状況を検討し,同科目及び本学教職課程全体

の成果やカリキュラムの改善点等を確認することを目

的としている．

　教職実践演習は,平成18年の中央教育審議会答申「今

後の教員養成・免許制度の在り方について」において

提言された教職を取るうえで必須の科目である．教育

職員免許法施行規則においては第６欄に位置づけられ

ている．同科目設置に当たり，それまで教職に関する

科目の必修科目であった「総合演習」を廃止し，新設

された経緯がある．

　これまで，本学においては３年後期「総合演習」―

４年前期「事前指導」及び「教育実習」という流れが

あった．総合演習では，科目の趣旨に沿った内容を講

義しつつも教育実習前の仕上げの意味での事前指導の

内容を含めて展開していた．本学においては，教職実

践演習を立ち上げるにあたり，この仕上げの科目に到

達するまでの過程に穴があくことがないよう，教職課

程委員会等で議論を重ねた結果，これまで４年前期に

行ってきた事前指導を一部前倒しして３年後期から行

うこととした．

　また，担当者間の会議において事前指導において４

年生の模擬授業を見て，自分の状況と対比しながら考

察させたい，などの意見が出され試行的に昨年度の教

職実践演習において一部合同の集中講義として授業研

究会を実施した．授業研究会では，卒業生教員を招聘

して各教室を担当してもらい，①４年生による模擬授

業（３年生が生徒役），②卒業生教員による指導，③

座談会等を行った．在学生は卒業生という気安さから

か様々な率直な質問を行い,卒業生教員も自身の内面

の葛藤や動揺も含めた様々なエピソードや事柄を報告

してもらい，学生にも非常に好評であった．他方で運

営している中で３年生から，自分たちも授業をしたか

ったという声もあった．多くのことを学び取れる機会

ではあるが，体験しながら，実際に様々な機会で指導

を受けながら学びたいという希望をどのような形でか

なえることができるかという課題が生まれた．

　このような状況から，今年度の課題として，教育実

習までの総仕上げである「事前指導」と，教育実習を

経て教職課程の総仕上げを行う「教職実践演習」に関

連を持たせ，学びある時間にすることが挙げられるこ

ととなった．

　そこで，本稿においては，昨年度と同様に４年生の

教育実習での成果とそれに応じた実践演習のカリキュ

ラム内容の精査に加えて，事前指導と関連させた指導

方法の開発及び有効性について考察していきたい．

Ⅱ　平成26年度　教育実習における学びの把握

１．アンケート調査の目的および調査対象

　「教職実践演習」実施前に教育実習における学びに

ついてのアンケートを実施した．これは,教育実習に

おいて学生が捉えた自己課題について把握し，学生の

現状とニーズに合致した教育内容を提供することを意

図したものである．調査対象者は平成26年度前期に

教育実習を行った本学の学生121名であり,記入ミスな

どを除いた104名（男性73名,女性31名）を分析対象

とした．また，比較対象として，平成25年度前期に

実習を行った本学の95名（男性64名,女性31名）のデ

ータを用いた．

２．調査方法

　教職課程オリエンテーションの際に調査の目的と個

人情報の保護を明記したアンケート用紙を配布した．

後期に実習に行った学生は,実習から戻り次第教務課

でアンケートを配布し記入させた．

３．調査時期

　平成26年9月～平成26年11月

４．調査内容

（１）教育実習における活動内容および充実度

　教育実習中の活動として「進路指導」「担当クラス

の学級運営」「保護者の対応」「生徒からの相談対応」「生

徒指導」「学校行事」「部活動の指導」の７項目に加え，

「教育実習は充実していたか」という問いに対して「ま

ったくあてはまらない（関わらなかった）」から「と

てもあてはまる（関わった）」までの５件法で評定を

求めた．

（２）教育実習の成果に関する項目

　実習で成長した能力として「教材研究をする能力」

「教科を教える能力」「指導案を作成する能力」「教科

に関する専門知識」「コミュニケーション能力」「自己

表現する能力」「困難な事態を処理する能力」「教師と

しての規範意識」「学級全体の生徒を指導する能力」「生

徒一人一人を指導する能力」「適切な板書をする能力」

「生徒の興味・関心をひく能力」「授業の流れに応じて
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発問する能力」「適切な言葉遣いをする能力」「設定し

た時間通りに授業を進める能力」の15の力量を挙げ，

各項目がどの程度高まったのか,「とても高まった」

から「全く高まらなかった」までの５件法で評定を求

めた．質問項目は櫻田（2013）1の調査を参考に作成

した．

５．アンケート結果

（１）教育実習における活動内容および充実度

　教育実習における活動内容について各項目の評価点

の平均値を算出し整理した．平均値の高いものから「担

当クラスの学級運営」「部活動指導」「学校行事指導」

であった．これらの活動は多くの学生が実習中に経験

する活動であることが示された．一方で，教育実習中

には「保護者対応」および「進路指導」に関わる機会

は少ないことも示された．以上の傾向は平成25年度

も同様であった．

　「教育実習は充実していか」という問いに対して，

101名（97.1%）の学生が「充実していた」もしくは「と

ても充実していた」と回答しており，ほとんどの学生

が教育実習に対して充実感を感じていることが明らか

になった．各項目の平均値および標準偏差をTable1

に示す．項目は平均値の高い順番で並べ直している．

　平成25年度と平成26年における活動内容を比較す

るため，各年度を独立変数とし，実習中の活動内容お

よび充実感を従属変数とした一要因分散分析を行った．

そのところ，「担当クラスの学級運営に関わった（F

（1.197）=6.73,p<.01）」「生徒からの相談に関わった（F

（1.197）=6.30,p<.05）」の得点は平成25年度の方が26

年度より有意に高かった．

（２）教育実習の成果

　各項目の評価点の平均値を算出した．実習経験を通

して成長を感じる技量として,平均値の高いものから

「コミュニケーション能力」「教科を教える能力」「教

師としての規範意識」「教材を研究する能力」であった．

これらの技量は実習という現場体験を経て成長を感じ

やすい項目である事が示された．一方で平均値の低い

ものは「適切な板書をする能力」「困難な事態を処理

する能力」「適切な言葉遣いをする能力」「授業の流れ

に応じて発問する能力」であった．これらの技量は実

習という短期間では成長を感じにくい項目であり,現

場に出るまでに補完が望まれる項目である．以上の結

果は，概ね平成25年度の傾向と合致している．それ

ぞれの平均点と標準偏差をTable2に示す．

　平成25年度と平成26年における活動内容を比較す

るため，各年度を独立変数とし，実習経験を通して成

長する技量15項目を従属変数とし１要因分散分析を

行った．その結果，「授業の流れに応じて発問する能

力（F（1.197）=3.61,p<.05）」「困難な事態を処理す

る能力（F（1.197）=4.32,p<.10）」の得点において，

平成25年度に教育実習を行った学生の方が平成26年

度に実習を行った学生より有意に高いことが示された．

６．アンケート結果から教職実践演習へ

　学生は，教育実習中に「担当クラスの学級運営」「部

活動指導」「学校行事指導」に多く関わっており，「コ

ミュニケーション能力」や「教科を教える能力」の成

長を感じているということ明らかになった．一方で「保

護者対応」および「進路指導」には関わる機会が少な

いことおよび「適切な板書をする能力」「困難な事態

を処理する能力」「適切な言葉遣いをする能力」「授業

の流れに応じて発問する能力」等は成長を感じにくい

ことが示された．これらの傾向は昨年度と同様の傾向

である．教職実践演習においては，板書や言葉遣いな

ど教員としての基礎的能力の補完に加え，「授業に応

じて発問する能力」など授業を行うにあたっての実践

Table1 実習の活動および充実度に関する項目平均値および標準偏差

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 F 値
担当クラスの学級運営に関わった 4.28 0.94 4.59 0.75 6.30 *

部活動の指導に関わった 4.20 1.10 4.41 0.87 2.17
学校行事の指導に関わった 4.15 1.03 4.29 0.84 0.99
生徒からの相談に関わった 3.87 1.07 4.23 0.91 6.73 **

生徒指導に関わった 3.48 1.17 3.57 1.16 0.28
進路指導に関わった 2.91 1.38 2.97 1.18 0.09
保護者の対応に関わった 2.01 1.23 1.98 1.27 0.03
充実していた 4.80 0.55 4.76 0.61 0.24
＊＊p <.01,

*p <.05

26年度　(n =104) 25年度　(n =96)
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力を身につけられるような取り組みが必要である．

　また，昨年度との比較においては，「担当クラスの

学級運営」および「生徒からの相談への対応」に関わ

りが少なく，さらに「授業の流れに応じて発問する能

力」および「困難な自体を処理する能力」に関する成

長を感じている度合いも低かった．当然ながら年度に

より対象学生の状況や実習校の状況も異なるので，本

アンケート結果から教育実習の成果を単純に比較する

ことはできない．しかし，教育実習における活動内容

をより充実させるために，学生の学びの状況を常に意

識しつつ事前指導内容を柔軟に検討していく姿勢は必

要である．以上より，教育実習における学びをより充

実させ実践演習につなげられるよう，教育実習事前指

導と教職実践演習と関連させ，２学年合同での指導を

行う．双方の学年における学びの状況とその成果につ

いて検討する．

Ⅲ　教育実習事前指導と関連させた授業の展開

１．３年生教育実習事前指導および４年生教職実践演

　　習の授業概要

　前述のように，本学では，教育実習に向かう心構え

を持たせ一貫した指導を行うため，４年生科目である

「教育実習事前指導」の内容を一部３年生の後期の必

修と位置づけ授業を行っている．

　４年生後期の「教職実践演習」については，教育実

習アンケートの結果を踏まえ，板書や言葉遣いなど教

員としての基礎的能力の醸成に加え，「授業に応じて

発問する能力」など授業を行うにあたっての実践力を

身につけられるような取り組みに重点をおいた．授業

概要をTable3にまとめた．「教育実習事前指導」と「教

職実践演習」を関連させた授業は第４～８回の集中講

義「合同授業研究会」である．

２．合同授業検討会の取り組み

（１）参加者

　本学教職課程を履修する３年生81名（男性51名，

女性29名），4年生93名（男性65名，女性28名），「教

職実践演習」の履修登録を行っている科目等履修生6

名（男性5名，女性1名）の計180名（男性121名，女

性58名）であった．

（２）講師

　合同授業研究会の講師として本学を卒業した現職教

員９名（男性5名，女性4名）を招聘した．教科の内

訳は保健体育科教員が５名，商業科が３名，社会科が

１名で，教員歴は1年から６年までであった．

（３）授業概要

　「合同授業研究会～学び合いの日～」と題し,土曜日

に集中講義として一日かけて行った．参加者は学年や

性別が均等になるように配慮し，教科ごとに30名程

度のクラスに分けられた．そしてそれぞれのクラスに

現職教員１名が講師として担当した．

　３年生，４年生をそれぞれ１～２名ずつが授業者と

なり，他の学生が生徒役となり模擬授業を行った．模

Table2 実習の成果に関する各項目の平均値および標準偏差

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 F 値
コミュニケーション能力 4.50 0.67 4.59 0.56 0.81
教科を教える能力 4.37 0.58 4.23 0.75 2.01
教師としての規範意識 4.35 0.72 4.35 0.86 0.00
教材を研究する能力 4.34 0.62 4.33 0.71 0.01
教科に関する専門知識 4.23 0.67 4.13 0.85 0.65
自己表現する能力 4.20 0.67 4.15 0.79 0.27
生徒一人一人を指導する能力 4.11 0.70 4.06 0.78 0.25
指導案を作成する能力 4.10 0.82 4.07 0.82 0.04
学級全体の生徒を指導する能力 4.10 0.69 4.10 0.89 0.17
生徒の興味関心をひく力 4.07 0.74 4.15 0.81 0.27
設定した時間通りに授業を進める力 4.03 0.85 4.11 0.75 0.29 *

授業の流れに応じて発問する能力 3.89 0.81 4.05 0.82 3.61
適切な言葉遣いをする能力 3.89 0.90 3.94 0.91 0.11
困難な事態を処理する能力 3.83 0.82 4.05 0.80 4.32 *

適切な板書をする能力 3.72 1.01 3.79 1.09 0.21
*p <.05

26年度　(n =104) 25年度　(n =96)
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擬授業の後には，現職教員である講師を中心に，模擬

授業に対するアドバイスや現場での実際の対応等につ

いて詳細な指導が行われた．３年生，４年生が一コマ

ずつ模擬授業を行った後は，全体会として全講師と全

参加者が一同に会して意見交換会を行った．現職教員

から現場での経験や在学生に伝えたいことなどが発表

され,在校生と質疑応答をする時間を設けた．

（４）合同授業研究会の成果

　合同授業研究会の振り返りとして，参加者全員に「合

同授業研究会は勉強になった」「教職への意欲が高ま

った」の２項目に対し，「とても当てはまる」から「ま

ったく当てはまらない」までの５件法で回答を求めた．

また，自由記述で感想を求めた．振り返りシートの記

入はすべて無記名で行われた．

　その結果，「合同授業研究会は勉強になった」とい

う項目に対しては，全員が「とても当てはまる」もし

くは「当てはまる」と回答した．「教職への意欲が高

まった」という項目に対しては，152名（84%）の参

加者が「とても当てはまる」もしくは「当てはまる」

と回答した．合同授業研究会の取り組みに高い満足感

を感じ，教職への意欲を向上させたことが示された．

　また，学年における差異を比較するため，各学年（３

年生, ４年生，科目履修生）を独立変数，充実感を従

属変数として１要因分散分析を行った．その結果学年

差は有意であった（F（2,157）=8.50,p<.001）．Tur-

keyの多重比較を行ったところ３年生と４年生の間に

有意差があり，３年生が４年生に比べ満足感が高い（F

（2,157）=8.50,p<.001）ことが示された．

　自由記述の感想をまとめると,「現場での実体験の

話しを聞いて，より教職への意欲が高まった」「３年

生と４年生の模擬授業の差を感じた」「自分の足りな

さが分かった」「現職の先生が素晴らしく，あのよう

になりたいと思った」など，現役教員の指導技術に直

接触れ教職への意欲を高めたという感想の他に，３年

生と４年生双方に模擬授業を行ってもらったことによ

り，それぞれが刺激を受けたという内容が記述されて

いた．

Ⅳ　成果と課題

　本研究では，「教職実践演習」における取り組みと

学生の学びの状況を検討し，実践演習のカリキュラム

内容の精査に加えて，事前指導と関連させた指導方法

の開発を試みた．３年生の事前事後指導と４年生の教

回 「教職実践演習」（４年生） 「教育実習事前指導」（３年生）

【オリエンテーション】
教員免許を取得する心構え
教職実践演習の履修の仕方

【オリエンテーション】
教育実習の心構え

教育実習事前指導の履修の仕方

【板書指導①】
美しい板書の書き方①

【模擬授業準備　指導案の書き方】
学習指導案の書き方の確認

【板書指導②】
美しい板書の書き方②

【模擬授業準備　教材研究】
教材研究、ICTを活用した授業

【学校現場調査・研究】
研究発表会等への参加

（各自2回参加）

【模擬授業の振り返り】
模擬授業の反省および改善点の確認

【教育実習に向けて②】
学級経営について

Table3「 教職実践演習」「教育実習事前指導」授業概要

第１回

第２回

第３回

第９〜１３回

第４～８回
（集中講義）

【学びのまとめ①】
教職課程での学びの振り返り

（グループワーク）

【学びのまとめ②】
教職課程の振り返りと今後に向けて

第１４回

第１５回

【合同授業研究会】
３年生による模擬授業
４年生による模擬授業

卒業生教員による授業指導
卒業生教員との座談会・質疑応答

【教育実習に向けて①】
教育実習に臨む心構え
教育実習におけるマナー
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職実践演習を関連させ，３年生と４年生そして本学を

卒業した現職教員を対象にした合同授業研究会を開催

した．その結果，合同授業研究会に対する学生の満足

感は大変高く，学生の教職への意欲の向上が確認され

た．よって，３年生の事前指導と４年生の教職実践演

習を組み合わせた合同授業研究会の取り組みは学生の

意欲向上において一定の成果を上げたと言える．その

成果を以下３点にまとめる．

　１点目は，教育実習前の３年生に対する指導効果で

ある．合同授業研究会における満足感は，４年生に比

べ３年生の方が高かった．これは現職教員との出会い

や模擬授業経験が３年生の方が４年生に比べ少なかっ

たため，合同授業研究会における体験が新鮮であった

ためと推測される．教育実習前の３年生にとって，４

年生の模擬授業を多く参観でき，さらにそれに対し現

職教員から現場での体験を踏まえたアドバイスをもら

えるという体験は，教職への意欲を高めるだけでなく

１年後，そして卒業後のロールモデルの形成という意

味でも有意義な体験になったと考えられる．この他，

学年の特質による部分もあると考えられる．これにつ

いては，今後も継続的にデータを取ながら学年の特質

に合わせた指導方法について検証してみたい．

　２点目として，４年生が後輩に対するメンターとし

ての役割そして「教師役」を再度経験したことにより，

自分自身，そして学年全体の成長を実感していること

が挙げられる．教育実習を終えた４年生は３年生の模

擬授業に対し様々な助言を行っていた．４年生は３年

生の模擬授業を見ることにより，自分自身の成長を感

じたことが推測される．教育実習前の３年生の様子に

自身の１年前の様子を重ね合わせ，教育実習を経験し

た自身の歩みを実感したと考えられる．また，４年生

自身も模擬授業を通して更なる課題を見出していた．

さらに，自身の一歩先をすすむ４年生のメンターとも

いえる現職教員との出会いにより，教職への意欲をい

っそう高め，現場に出るという臨場感と緊張感を持つ

ことに繋がったと考える．

　３点目として，学び続ける教員の育成における効果

があげられる．合同授業研究会において３年生，４年

生，現職教員が双方に意見を出し合うことで，学び合

う雰囲気が醸成された．教職は生涯学び続けることが

必要な職業である．教職を目指すものにとって，学年

や教科の垣根を越え，互いに尊重し合いながら学び合

い続けることの重要性を体験的に学ぶ機会になったと

考えらえる．３年生に対する指導，教育実習における

学びの把握，４年生に対する指導に流れを持たせるこ

とにより，４年間の教員養成課程をトータルでマネジ

メントする視点がより明確になったことがあげられる．

学年ごとの歩みを丁寧に捉えた上で，４年間の学びを

マネジメントしていく視点は本学の教員養成課程を考

える上で極めて重要なことである．

　この他，全体を通して関わって頂いた現職教員（先

輩教員）が非常に重要な役割を果たしている．会の開

催前から「先輩教員に会える」ということをとても楽

しみにしていた学生も多く，当日も全てのプログラム

に関わり，指導・助言して頂いていた．開催後も「来

年は，自分が招聘される立場になりたい」と決意を語

る学生もいた．今後も，積極的に卒業生の支援を頂き

ながらよりよいプログラムを構成していきたい．

　本研究では，昨年に引き続き，教育実習における学

びの状況を学生に対するアンケートにより把握し教育

実践演習の内容に活かしていく取り組みを行った．各

年度で比較を行うと，その学年の学びの特徴が把握で

きるだけでなく，教育実習事前指導のあり方，そして

次年度の教職実践演習の内容を検討・構成する上でも

有効である．しかし，当然ながら学生の学びは数値だ

けでは捉えきらない．日々の丁寧な学生指導が必要で

ある．継続的に学生の学びの状況を確認した上での，

実践研究の積み重ねが必要である．具体的な課題とし

ては，今年度の実践演習全体の成果を把握し，来年度

の事前指導及び教職実践演習の内容を検討していくこ

とが挙げられる．教職に関連する全教員と情報を共有

しながら今後も教職課程運営を行っていきたい．
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第１章　はじめに

　九州共立大学経済学部ゲーム理論研究会では，時間

割引率の程度と相関のある要因を探究する実験を行な

ってきた．水戸・進本・八島・権（2013）では，せ

っかちさの程度を時間割引率の程度と相関のある要因

とみなして，単位取得確率と対応させた自習時期の選

択に関する実験を行なった．水戸・進本・八島・権

（2014）では，喫煙習慣とインターネット等への長時

間接触を時間割引率の程度と相関のある要因とみなし

て，喫煙習慣者であるか否か，および長時間接触者で

ある否かと，取得単位数との間における相関に関する

実験を行なった．

　喫煙習慣者は非喫煙習慣者よりも取得単位数が少な

いことから，喫煙習慣と取得単位数には相関のあるこ

とを明らかにできたが，せっかちさの程度と長時間接

触者であるか否かの要因はほとんど相関はなかった．

実験協力者である大学生における喫煙習慣者が少ない

現状では，喫煙習慣以外の要因によって，時間割引率

の程度を簡易に弁別することは重要である．時間割引

率の程度を簡易に弁別することのできる要因を特定化

できれば，時間割引率の程度と関係があると考えられ

ている依存症や多重債務等，社会にとって重要な問題

を考察することが容易となり，考察するための足がか

りとなり得る．このため九州共立大学経済学部ゲーム

理論研究会では，時間割引率の程度と相関のある要因

の探究を続けてきており，本年度においても，時間割

引率の程度と相関のある要因の探究を続けている．

　本論における実験は，出席や遅刻の程度および教科

書購買の程度が，時間割引率を反映する要因であると

見なし，それら要因と取得単位数とに相関があるのか

否かに関する実験を行なった．あらかじめ実験結果を

述べておくと，取得単位数が平均以上である実験協力

者と平均未満の実験協力者における，出席や遅刻の程

度および教科書購買の程度は，相違していなかった．

この実験結果は予想外であった．取得単位数が平均以

上である実験協力者であれば，平均未満の実験協力者

よりも，出席は良好であり，遅刻している可能性は低

く，教科書購買しているという結果となることを予想

していた．しかし，そうならないのであれば，教科の

採点基準が妥当でないか，あるいは出席が良好でない，

遅刻可能性が高い，および教科書を十分には購買して

いないという学生の認識が妥当でない可能性がある．

あるいは，平均的な取得単位数に関する学生の認識が

妥当でない可能性もある．分別の基準が妥当ではない

ことも考えられる．例えば，15回のうち0回～ 2回欠

席者と3 ～ 5回欠席者との分別や，遅刻する可能性の

あるのは月3回以上と月3回未満である実験協力者と

の分別では，取得単位数には相違が出ない等の理由が

考えられ，この理由の探究は重要である．

　第2章では実験を紹介し，第3章では，教科書購買

する理由，購買しない理由に注目しての分析を行ない，

第4章ではまとめを行なう．

第２章　実験

　実験1は，平成27年1月27日の九州共立大学経済学

部における「原価計算論」受講生に対して行なった１）．

授業終了後，回答してくれた学生には，ボーナス点を

与えることを伝え，配付する用紙（資料1）に答えて

くれるよう，協力を要請した．「原価計算論」を受講

していた学生は，九州共立大学経済学部経済・経営学

科の2年生～ 4年生である．

　資料1では4つのことを聞いている．問１は実験協

力者が遅刻せずに授業に参加しているかどうかを知る

ために，朝起きたい時間に起きることができるか否か

を聞いた．この質問は，講義に遅れないことを重視す

るか，もう少し長く眠り続けることを重視するかを明

らかにしようとする質問である．「あなたは朝，7時

なら7時，8時なら8時に起きようと思ったら，起きる

ことができますか」という質問を行なった．起きられ

ないことは月に0回，月に1 ～ 2回起きることができ

ない，起きられないことが月に3回以上に分けて，月

に3回以上の学生を「睡眠重視者」と呼び，講義を遅

刻せずに出席することによって，単位の取得確率を高

めることよりも，現時点において，もう少し長く眠り

続けることを重視していると見ることで，時間割引率

の高低を推測できると考えた．

　問2は取得単位の状況について自己評価してもらう

ために，「あなたの取得単位は，あなたの考える平均

的な取得単位の学生と比べて，多いと考えますか，少

ないと考えますか」という質問を行ない，平均以上と

認識する実験協力者と平均未満と認識する実験協力者

を分別しようとした．

　問3は実験協力者の欠席状況を聞いた．質問は「15

回の授業のうち欠席したのは，病気の時を含めて0 ～

2回まででしょうか．それとも3回以上欠席した科目

が半数以上ありますか」というものである．5回まで

は欠席可能であるので，体調が少しでも悪い場合には

欠席を選択する実験協力者を「出席軽視者」と呼び，
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可能な限り出席することで単位の取得確率を高めるこ

とよりも，現時点での体調を重視していると見ること

で，「出席軽視者」の時間割引率の高低を推測できる

と考えた．

　問4は，教科書の購買程度に関する質問である．質

問は「教科書を買った科目が半数以上でしょうか．そ

れとも買った科目は半数未満でしょうか」というもの

である．教科書を購買する科目が半数未満の実験協力

者を「非購買者」と呼び，「非購買者」は，教科書を

購買しないことを選択した時点で得られる効用（教科

書のために支出する代金の節約で得られる効用）と，

単位の取得確率が低下する可能性よりもたらされる試

験終了後の不効用とを比較して，購買しないことを選

択していると考えることができる．上述のように考え

ることで，「非購買者」の時間割引率の高低を推測で

きると考えた．

　実験1において，資料1を74枚配った．回答用紙の

中に，実験設定を誤理解したことによって，選択に影

響のあった回答は存在しなかった．理由に関する記述

が回答用紙の半分以下であったり，回答されていない

質問項目があるために無効とした回答が合計25枚あ

る．無効とした回答は25枚なので，有効回答は49枚

である．

　実験2は，平成25年2月3日のA大学における科目「B」

受講生に対して行なった．実験1では男女学生が混在

しているが，実験2では女子学生のみが実験協力者で

ある．授業終了後，回答してくれた学生には，ボーナ

ス点を与えることを伝え，配付する用紙（資料1）に

答えてくれるよう，協力を要請した．科目「B」の受

講学生は，2年である．

　実験2において，資料1を37枚配った．回答用紙の

中に，実験設定を誤理解したことによって，選択に影

響のあった回答は存在しなかった．理由に関する記述

が回答用紙の半分以下であったために無効とした回答

は15枚であった．無効とした回答は15枚なので，有

効回答は22枚である．

実験1と実験2における予想

　「睡眠重視者」や，「出席軽視者」や，「非購買者」

の取得単位数は，平均的な取得単位数よりも低いこと

を予想する．つまり，平均的な取得単位数よりも高い

と認識する実験協力者における「睡眠重視者」比率や

「出席軽視者」比率や「非購買者」の比率は，平均的

な取得単位数よりも低いと認識する実験協力者におけ

る「睡眠重視者」の比率や「出席軽視者」比率や「非

購買者」の比率とは相違すると予想する．

　欠席していたり，遅刻した時に講義された内容がテ

ストに出題される可能性が存在し，たとえ，遅刻した

り欠席していた時の授業内容が後から確認できるとし

ても２），内容の理解は出席していた学生よりも低いこ

とが予想される．このため，出席が良好でなく，遅刻

することの多い実験協力者の取得単位数は，遅刻する

ことがなく，出席の良好な実験協力者よりは，少ない

と考えることができる．

　「非購買者」は，教科書を購買して講義に臨んでい

る実験協力者よりも，講義の内容理解は劣ると考える

ことができる３）．講義の内容を十分に理解するために

必要であるから，教科書の指定がされているはずだか

らである．上述の理由によって，「非購買者」は，教

科書を購買する科目が半数以上の実験協力者よりも取

得単位数は少ないと考えることができる．

実験1の結果

　表1によれば，平均以上の取得単位数の実験協力者

であると回答した回答用紙は36枚であり，平均未満

の取得単位数の実験協力者であると回答した回答用紙

は13枚なので，平均以上の取得単位数の実験協力者

である比率は73.5％（＝36/49）である．

　平均以上の取得単位数の実験協力者であると回答し

た回答用紙のうち，「睡眠重視者」は7枚（19.4％＝

7/36），「出席軽視者」は14枚（38.9％＝14/36），「非

購買者」は17枚（47.2％＝17/36）あった．「睡眠重

視者」のシェアが最も低く，「出席軽視者」のシェア

は中位であり，「非購買者」のシェアが最も高い．

　平均未満の取得単位数の実験協力者であると回答し

た回答用紙は13枚であり，そのうち，「睡眠重視者」

は3枚（23.1％＝3/13），「出席軽視者」は12枚（92.3

％＝12/13），「非購買者」は9枚（69.2％＝9/13）あっ

た．「睡眠重視者」のシェアが最も低いのということは，

平均以上の取得単位数の実験協力者の場合と同様であ

る．「非購買者」は中位のシェアではあるが，平均以

上の取得単位数の実験協力者の場合よりも高いシェア

である．「出席軽視者」のシェアは最も高く，この高

さは予想外であった．

　実験前の予想は，平均以上の取得単位数と認識する

実験協力者における「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非

購買者」のシェアは，平均未満の取得単位数と認識す

る実験協力者における「睡眠重視者」，「出席軽視者」，

「非購買者」のシェアよりも低いというものであり，

表1によれば実験前の予想通りの結果が得られたとい
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える．実験前の予想通りの結果が得られたとはいえ，

データ数が少ないため，統計学に基づく検討が必要で

あるため，以下では独立性の検定を行なう．

　平均以上の取得単位数と認識する実験協力者におけ

る「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」の比率

と，平均未満の取得単位数と認識する実験協力者にお

ける「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」の比

率が同じであるという帰無仮説について検討する４）．

　Pearsonのχ2乗値（統計検定量）は1.111であり（自

由度2），有意水準0.05の統計検定量の棄却値は3.841

なので，帰無仮説は棄却できない．帰無仮説を棄却で

きないので，平均以上の取得単位数と認識する実験協

力者であるのか平均未満の取得単位数と認識する実験

協力者であるのかは，「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非

購買者」の比率に影響を及ぼしたとは言えない．

注）1）実験協力者には，男子学生と女子学生が混在している．

2）取得単位数の平均は，各実験協力者の認識する平均である．

実験2の結果

　表2によれば，平均以上の取得単位数であると回答

した回答用紙は16枚であり，平均未満の取得単位数

の実験協力者であると回答した回答用紙は6枚なので，

平均以上の取得単位数の実験協力者である比率は72.7

％（＝16/22）である．

　平均以上の取得単位数の実験協力者であると回答し

た回答用紙は16枚であり，そのうち，「睡眠重視者」

は4枚（25.0％＝4/16），「出席軽視者」は3枚（18.8％

＝3/16），「非購買者」は6枚（37.5％＝6/16）あった．「出

席軽視者」のシェアが最も低く，「睡眠重視者」のシ

ェアは中位であり，「非購買者」のシェアが最も高い．

「非購買者」のシェアが最も高いという結果は，実験

1における結果と同じである．「非購買者」以外の「出

席軽視者」と「睡眠重視者」については，実験1にお

ける順位と実験2における順位は相違している．この

ような相違は，対象とした数が少ないために生じた結

果であるのか，女子学生数の相違が影響した結果であ

るのか，目的意識をどの程度持っているのかが影響し

た結果であるのか，実験1と実験2だけでは何も述べ

ることはできない．

　平均未満の取得単位数であると回答した回答用紙は

6枚であり，そのうち，「睡眠重視者」は1枚（16.7％

＝1/6），「出席軽視者」は3枚（50.0％＝3/6），「非購

買者」は3枚（50.0％＝3/6）あった．「睡眠重視者」

のシェアが最も低く，「出席軽視者」と「非購買者」

のシェアは同じである．「睡眠重視者」のシェアが最

も低いという結果は，表1における平均未満の取得単

位数と同じである．実験2における「出席軽視者」の

シェアは50.0％であるが，実験1での「出席軽視者」

のシェアは92.3％であり，相違している．この結果の

相違も，対象とした数が少ないために生じた結果であ

るのか，女子学生数の相違が影響した結果であるのか，

目的意識をどの程度持っているのかが影響した結果で

あるのか，実験1と実験2だけでは何も述べることは

できない．

　実験前の予想は，平均以上の取得単位数と認識する

実験協力者における「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非

購買者」のシェアは，平均未満の取得単位数と認識す

る実験協力者における「睡眠重視者」，「出席軽視者」，

「非購買者」のシェアよりも低いというものであり，

表2によれば実験前の予想通りの結果が得られたとは

いえない．

　実験前の予想通りの結果が得られなかったとはいえ，

データ数が少ないため，統計学に基づく検討が必要で

あるため，以下では独立性の検定を行なう．

　平均以上の取得単位数と認識する実験協力者におけ

る「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」の比率

と，平均未満の取得単位数と認識する実験協力者にお

ける「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」の比

率が同じであるという帰無仮説について検討する５）．

　Pearsonのχ2乗値（統計検定量）は1.099であり（自

由度2），有意水準0.05の統計検定量の棄却値は3.841

なので，帰無仮説は棄却できない．帰無仮説を棄却で

きないので，平均以上の取得単位数と認識する実験協

力者であるのか平均未満の取得単位数と認識する実験

協力者であるのかは，「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非

購買者」の比率に影響を及ぼしたとは言えない．

注）1）実験協力者は女子学生のみである．

2）取得単位数の平均は，各実験協力者の認識する平均である．

表1　睡眠重視者と出席軽視者と非購買者である実験協力者の取得単位数の認識

睡眠重視者 出席軽視者 非購買者

平均以上の取得単位数：36枚 　7枚（19.4％）　　　14枚（38.9％）　 17枚（47.2％）

平均未満の取得単位数：13枚 　3枚（23.1％）　　　12枚（92.3％）　  9枚（69.2％）

出所)筆者作成．

表2　睡眠重視者と出席軽視者と非購買者である実験協力者の取得単位数の認識

平均以上の取得単位数：16枚   4枚（25.0％）　　 3枚（18.8％）　 　6枚（37.5％）

平均未満の取得単位数:6枚   1枚（16.7％）　　 3枚（50.0％）　　 3枚（50.0％）

出所)筆者作成．

睡眠重視者 出席軽視者 非購買者
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第３章　考察

　第2章実験結果によれば，平均以上の取得単位数と

認識する実験協力者であるのか平均未満の取得単位数

と認識する実験協力者であるのかは，「睡眠重視者」，

「出席軽視者」，「非購買者」の比率に影響を及ぼすと

は言えない．これは，事前の予想とは相違する結果で

ある．つまり，「睡眠重視者」「出席軽視者」や「非購

買者」の取得単位数が，平均的な取得単位数よりも低

いという結果とはならなかった．この理由を探究する

ために，回答用紙裏面に書かれた選択理由を見たが，

この理由を明らかにするようなことは書かれていなか

った．

　更なる実験を行なうことによって，平均以上の取得

単位数と認識する実験協力者であるのか平均未満の取

得単位数と認識する実験協力者であるのかは，「睡眠

重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」の比率に影響を

及ぼさない理由を明らかにすることは重要であり，今

後の課題としたい．

　本章では，実験1の実験協力者の選択と実験2の実

験協力者の選択において，平均以上の取得単位数と認

識する実験協力者である比率（平均以上の取得単位数

と認識する実験協力者/全実験協力者）がほとんど同

等であることについての考察を行ないたい．具体的に

は，実験2の実験協力者は実験1の実験協力者よりも，

真摯に講義に取り組んでいるように見えるにも関わら

ず，実験1における実験協力者において平均以上の取

得単位数と認識する実験協力者である比率（＝36/49）

は73.5％であるのに対して，実験2における実験協力

者において平均以上の取得単位数と認識する実験協力

者である比率は72.7％（＝16/22）であり，ほとんど

同じ比率である．この理由として，本論では教科の採

点基準が妥当でない可能性についての検討を行なうこ

ととする．

注）1）1枚の回答用紙から理由を複数抽出するケースと，

理由を抽出できないケースが存在している．

2）同様の理由はまとめている．

3）理由を抽出する時に，複数によって確認していないこと

から，暫定的という言葉を使っている．

　表3によれば，実験1においても，実験2においても，

教科書非購買の理由として最も多いのは，「必要性を

感じない」という理由である．例えば，教科書は使用

しているが，プリントを併用していれば，講義におい

て教科書を買わなくても何ら問題ないことが予想され

るにも関わらず，教科書が指定されていることがある．

プリントを併用しておらず，講義において教科書を買

わないと，講義における理解が困難となる科目も存在

しているのであろうが，プリントを併用している科目

の存在が，実験協力者に教科書非購買を選択させてい

ると考えられる．したがって，教科を担当されている

先生は，プリントを併用している場合には，教科書と

してではなく参考書として指定すべきであろう．

　実験1と実験2における，教科非購買の理由として

相違している点としては，「教科書の価格は高い」と

いう理由である．実験1では5枚あったが，実験2では

1枚もなかった．実験2においても，「友人で貸し借り

する」や「教科書を使わない科目選択している」とい

う理由が見られるので，実験2の実験協力者において

も「教科書の価格は高い」と感じていると考えられる．

それにも関わらず，「教科書の価格は高い」という理

由は1枚もなかった．このことは，大学生である限り，

教科書が高いことは教科非購買の理由とはならないと，

実験2の実験協力者は考えていると見なせる．それに

対して，実験1の実験協力者は，教科書が高いことは

教科書非購買の理由になると考えていると見なせる．

　実験1と実験2における，教科書購買者の購買理由

において相違している点としては，実験1では「持ち

表3　実験1と実験2において，教科書を購買する理由と購買しない暫定的な理由

実験1

実験1

実験2

必要性を感じない．【合計17枚】

講義で教科書を使用しない．【6枚】

プリントもらえるので，必要ない．【5枚】

必要なら購買する．

教科書無くても講義に参加できる．

購入しないといけない科目は少ない．

あってもなくてもどちらでもいい感じである．

教科書無くても,ノートある．

読まない可能性高いので，もったいない．

教科書の価格は高い．【5枚】

教科書を使わない科目選択している．【2枚】

テストで持ち込み可の時のみ購買する．【2枚】

先輩･友人からもらう．【2枚】

講義中に，友人に見せてもらう．

購買する方が良いが，なくてもいいといわれた．

必要性を感じない．【合計9枚】

講義で教科書を使用しない．【2枚】

プリントもらえるので，必要ない．【7枚】

教科書を使わない科目選択している．【2枚】

友人で貸し借りするので．

過去に購買した教科書を別の科目で使ったので．

教科書はいつか役に立つ．

持ち込み可の場合が多い．【4枚】

分からないところは教科書を読んで勉強する．

教科書に沿った講義多い．

教科書は必要不可欠である．【2枚】

教科書購買は自己投資である．

教科書無いと単位くれない科目がある．

英語は教科書を使うので．【2枚】

教科書は必需品だと考えている．【2枚】

教科書がないと講義についていけない．【2枚】

教科書に沿った講義多い．【5枚】

教科書購買し勉強することが学生の本分である．

教科書に，調べたことを書き込んだりできる．

教科書共有すると，テストの時に困る．

出所)筆者作成．

「非購買者」 教科書購買者

表3　実験1と実験2において，教科書を購買する理由と購買しない暫定的な理由

実験1

実験1

実験2

必要性を感じない．【合計17枚】

講義で教科書を使用しない．【6枚】

プリントもらえるので，必要ない．【5枚】

必要なら購買する．

教科書無くても講義に参加できる．

購入しないといけない科目は少ない．

あってもなくてもどちらでもいい感じである．

教科書無くても,ノートある．

読まない可能性高いので，もったいない．

教科書の価格は高い．【5枚】

教科書を使わない科目選択している．【2枚】

テストで持ち込み可の時のみ購買する．【2枚】

先輩･友人からもらう．【2枚】

講義中に，友人に見せてもらう．

購買する方が良いが，なくてもいいといわれた．

必要性を感じない．【合計9枚】

講義で教科書を使用しない．【2枚】

プリントもらえるので，必要ない．【7枚】

教科書を使わない科目選択している．【2枚】

友人で貸し借りするので．

過去に購買した教科書を別の科目で使ったので．

教科書はいつか役に立つ．

持ち込み可の場合が多い．【4枚】

分からないところは教科書を読んで勉強する．

教科書に沿った講義多い．

教科書は必要不可欠である．【2枚】

教科書購買は自己投資である．

教科書無いと単位くれない科目がある．

英語は教科書を使うので．【2枚】

教科書は必需品だと考えている．【2枚】

教科書がないと講義についていけない．【2枚】

教科書に沿った講義多い．【5枚】

教科書購買し勉強することが学生の本分である．

教科書に，調べたことを書き込んだりできる．

教科書共有すると，テストの時に困る．

出所)筆者作成．

「非購買者」 教科書購買者
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込み可の場合が多い」という理由が最も多い理由であ

るが，実験2では「持ち込み可の場合が多い」という

理由は1枚もないことである．実験2における実験協

力者の場合，テストの時に持ち込み可の教科があるの

かないのか，多いのか少ないのかは明らかではないが，

実験2における実験協力者はテスト時に，持ち込み可

であるか否かに関わりなく，教科書購買を選択してい

るように見える．

　表1によれば，「非購買者」は53.1％（＝（17+9）/

（36+13）），表2によれば，「非購買者」は40.9％（＝（6+3）

/（16+6））なので，実験1における半数以上の教科で

の教科書購買する実験協力者のシェアは46.9％である

のに対して，実験2では59.1％である．つまり，テス

トの時に教科書持ち込み可という理由がなかった実験

2における実験協力者の方が，教科書を購買する比率

は高いので，実験2における実験協力者の方が，勉学

への意欲，ひいては単位取得への意欲が高いと見るこ

とは可能である．

　表3における，実験1と実験2における相違はいくつ

かあったが，最も大きな相違は，勉学に対する姿勢や，

単位取得への意欲の高さである．実験1における実験

協力者の中にも，勉学に対して真摯な姿勢である者や，

高い意識を持って勉学している者も存在しているが，

表3を見る限り，実験2における実験協力者の方が勉

学に対して真摯な姿勢を持つ者，高い意識を持ってい

る者が多いと感じられる．実験2における教科書購買

理由である「教科書を購買し勉強することが学生の本

分である」という理由が象徴的であり，教科書価格の

高いことが教科非購買の理由となるのかならないのか，

教科書持ち込み可でないことが教科非購買の理由とな

るのかならないのかを見ると，実験1と実験2におけ

る実験協力者の勉学に対する姿勢，意識の高さの相違

は大きいように見える．

　実験1と実験2における実験協力者の勉学に対する

姿勢，意識の高さは，表1における平均以上の取得単

位数と認識する実験協力者と平均未満の取得単位数と

認識する実験協力者の両者を合計した時の「出席軽視

者」のシェアは53.1％（＝（14+12）/（36+13））と，

表2のシェア27.3％（＝（3+3）/（16+6））を比較すれ

ば，より明瞭となる．

　遅刻の多さに関係する「睡眠重視者」のシェアは，

表1における両者を合計した時のシェア20.4％（＝

（7+3）/（36+13））と，表2のシェア22.7％（＝（4+1）

/（16+6））は同じ程度であった．この結果から，実験

2における実験協力者は，実験1における実験協力者

よりも欠席数は少ないが，遅刻は同程度であると考え

られる．いいかえれば，勉学に対する姿勢が真摯であ

る実験協力者が多く存在するか否かは，遅刻者の数に

影響を与えることはないのかもしれない．

　勉学に対する姿勢が真摯である実験協力者が多いの

か少ないのかは，平均以上の取得単位数と認識する実

験協力者と平均未満の取得単位数と認識する実験協力

者の比率に影響を与えなかった．実験1において平均

以上の取得単位数の実験協力者である比率が73.5％，

実験2においては72.7％と近似していた．

　出席が十分でないという意味で，勉学に対する姿勢

が真摯でない学生の多く在籍する大学･学部における

平均取得単位数は，ほとんど欠席しないという意味で

勉学に対する姿勢が真摯である学生の多く在籍する大

学･学部における平均取得単位数よりも低いことが予

想される．

　表1における両者を合計した時の「出席軽視者」の

シェアは，実験を行なった九州共立大学経済学部にお

いては53.1％であり，実験を行なったA大学において

は27.3％である．この結果は，実験を行なった教科に

おける結果であり，九州共立大学経済学部全体やA大

学全体についての出席状況について，断定的に述べる

ことはできない．また，実験協力者の認識に基づく回

答結果であり，客観的な事実ではない．上述のことに

留意しつつ，考察を行なう．

　「出席軽視者」の一定割合が単位取得に失敗するこ

とを予想することができ，この一定割合がどのような

大学･学部であっても共通であるとすれば６），「出席軽

視者」のシェアの高い九州共立大学経済学部では，取

得単位数の少ない実験協力者の数は多いかもしれない．

実験協力者以外の学生も，実験協力者と同様な行動を

とると仮定すれば，九州共立大学経済学部の学生には，

取得単位数の少ない学生がA大学の学生よりも多いこ

とになる．その結果として，卒業できずに留年する学

生の数は，A大学よりも多いことが予想できる．

　もし，九州共立大学経済学部において卒業できずに

留年する学生の比率が，A大学と同等であるならば，

九州共立大学経済学部の学生がテストにおいて点数を

獲得する能力がA大学学生よりも高いか，追再試など

によって取得単位数が少なくなることを防止している

のか，採点基準を他の大学よりも緩やかにすることを

通じて，十分に出席しない学生であっても，A大学と

同等の単位数を取得しているのかもしれない．データ

がないために，これ以上の分析は行なえないが，もし，

採点基準を他の大学よりも緩やかにしているとすれば
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問題である７）．

第４章　まとめ

　平均以上の取得単位数と認識する実験協力者である

のか平均未満の取得単位数と認識する実験協力者であ

るのかは，「睡眠重視者」，「出席軽視者」，「非購買者」

の比率に影響を及ぼしたとは言えず，事前の予想とは

相違する結果となった．つまり，遅刻しがちな実験協

力者や，出席が良好でない実験協力者や，教科書を購

買しないことの多い実験協力者の単位取得数が，平均

的な単位取得数よりも低いという結果とはならなかっ

た．この理由については，実験1と実験2では探究で

きなかった．

　理由については分析できなかったが，実験1と実験

2の結果から，九州共立大学経済学部の実験協力者と

A大学の実験協力者における勉学に対する姿勢の相違

が大きいように見えることを明らかにした．勉学に対

する姿勢の相違が大きいにも関わらず，卒業できずに

留年する比率がそれほど相違していないとすれば，九

州共立大学経済学部における採点基準 がA大学より

も緩いのかもしれない．データがないために，これ以

上のことを述べることはできないが，九州共立大学経

済学部における採点基準８）がA大学よりも緩いとすれ

ば問題である．

　いくつかのことを明らかにできたが，時間割引率の

程度と相関のある要因を探究することには成功しなか

った．今後，時間割引率の程度と相関のある要因を探

究していきたい．

資料1   

　　　　　　　レポート

平成27年　　月　　日

　このレポートは集計データとして，論文に使用する

予定であり，個人データとしては利用しません．また，

プライバシーは保護します．このレポートの論文利用

を承諾する場合は，問1 ～問4の問題を回答し，選択

理由を裏面に半分以上書いて提出してください．論文

データとして利用することを受諾しない場合は，提出

する必要はありません（学籍番号と名前を書いて提出

することはできます）．提出しないことによって，不

利益な扱いはしません．

　問1 ～問4に回答して裏面に半分以上書いた場合，

テストの点数にボーナス点（5点予定）を加える予定

です．ただし，用紙の半分以下しか記述されていない

場合には，ボーナス点は1点とします．また，学籍番

号と名前のみ書いて提出する場合も，テストの点数に

ボーナス点（1点予定）を加える予定です．

学部学科　学年　学籍番号　名前         　　　　

【問1】　あなたは朝，7時なら7時，8時なら8時に起き

ようと思ったら，起きることができますか（起きられ

ないことは月に0回：「0回」），ほぼ起きることができ

ますか（起きられないことは月に1 ～ 2回：「1 ～ 2回」），

起きられないこともありますか（月に3回以上起きら

れない：「3回以上」）．

　あなたの現時点での回答
　　　　　　　　　［0回，1 ～ 2回，3回以上］

【問2】　あなたの取得単位は，あなたの考える平均的

な取得単位の学生と比べて，多いと考えますか（「平

均以上」），少ないと考えますか（「平均未満」）．

　あなたの現時点での回答
　　　　　　　　　　　［平均以上，平均未満］
  平均程度と考える学生は「平均以上」の方に○をし

てください．

【問3】　これまでに受講した科目のうち，半数以上の

科目で，15回の授業のうち欠席したのは，病気の時

を含めて0 ～ 2回まででしょうか（「2回以下」）．それ

とも3回以上欠席した科目が半数以上ありますか（「3

回以上」）．

　あなたの現時点での回答
　　　　　　　　　　　　［2回以下，3回以上］

【問4】　これまでに受講した科目のうち，指定された

教科書のある科目において，教科書を買った科目が半

数以上でしょうか（「半数以上」）．それとも買った科

目は半数未満でしょうか（「半数未満」）．

　　　　　　　　　　　［半数以上，半数未満］

　半数程度と考える学生は「半数以上」の方に○をし

てください．

注）

1  平成27年1月27日の九州共立大学経済学部経済・経

営学科における「管理会計論」受講生に対しても，実

験を行なった．しかし，「原価計算論」と「管理会計論」

を重複して受講している学生が少なからず存在してい

たことと，「管理会計論」受講生の方が少ないことと
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から，本論では「原価計算論」受講生に行なった実験

結果のみを紹介する．「管理会計論」受講生に行なっ

た実験結果の詳細は紹介しないが，「原価計算論」受

講生に行なった実験結果とほぼ同じものであった．

2  九州共立大学にはシラバスオンラインがあり，シ

ラバスオンラインを見ることによって，欠席した時の

授業内容を理解することが可能となっている．九州共

立大学やA大学の先生の中には，ホームページにパワ

ーポイントの形で授業内容を保存していたり，講義で

配布したプリントを，後でも入手できるようにしてい

る先生の存在していることが予想される．

3  試験時に教科書のみ持ち込み可とする科目が存在

している時に，教科書を購買していないとすれば，単

位取得への意欲の低さが，教科書を購買しないという

行動に反映しているのかもしれない．したがって，教

科書持ち込み科目が混在している状況で，教科書を購

買しないということは内容理解の低さだけではなく，

意欲の低さからも，取得単位数は低いことが予想され

る．

4  統計ソフトとしてはドクター SPSS2を使用してい

る．Nは20以上ある方が望ましく，期待度数が5未満

のセルの場合，SPSSはイェーツの補正を行なっている．

5  統計ソフトとしてはドクター SPSS2を使用してい

る．Nは20以上ある方が望ましく，期待度数が5未満

のセルの場合，SPSSはイェーツの補正を行なってい

る．表2では期待度数が5未満のセルが多く存在して

おり，結果の分析には，十分な注意が必要である．

6  現実には，大学，学部によって，また，時期によ

って相違すると思われる．しかし，データを集めるこ

とは困難であるため，第1次接近として，「出席軽視者」

の一定割合が単位取得に失敗するとして，「出席軽視

者」の一定割合は各大学･学部で共通と仮定する．

7  ある大学では，非常勤の先生を会場に集めた上で，

非常勤の先生に対して学長が，できるだけ単位を与え

るようにという要望を行なっているという話を聞いた

ことがある．

8  テストにおける点数に出席状況を加味した点数が，

100点満点で60点を超えていなくても，履修申告した

人の上位70％や80％といった比率に達した学生に単

位を与えている可能性がある．その場合，出席状況が

良いとは言えないために，試験の点数が悪い学生であ

っても，単位を取得することが予想される．
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who visited the RCR for their athletic rehabilitation was examined from 2012 to 2015 academic years. 
As the result, the ratio to see a medical doctor was significantly lower in chronic injuries compare to the 
acute injuries. The most common way to refer the injured athletes to see a doctor was oral instruction 
by the athletic trainer. Oral communication was also the most common case when injured athletes came 
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１．緒言

　九州共立大学リコンディショニングルーム（以下，

RCRとする）では，アスレティックトレーナー（以下，

ATとする）を目指す本学スポーツトレーナーコース

の学生に対する実習活動（以下，AT現場実習とする）

の一貫として，学生アスリートを対象にスポーツ傷害

相談を行っている．

　このAT現場実習は日本体育協会公認ATの資格取得

を目指す学生に対する養成カリキュラムである．実習

の具体的な内容として外傷・障害の予防，スポーツ現

場における救急処置，アスレティックリハビリテーシ

ョン（以下，アスリハとする），コンディショニング，

測定と評価，健康管理と組織運営，教育的指導などを

実施している1）　．学生トレーナーは実習活動として

教員の指導のもとスポーツ傷害相談の補助を行ってい

る．

　スポーツ傷害相談は，①擦り傷，切り傷，捻挫，打

撲などの急性の怪我，②腰痛，膝の痛み，肩の痛みな

どの慢性の怪我，③その他，スポーツで発生した怪我

を対象としている．このスポーツ傷害相談では，怪我

の評価を行ない，必要に応じて①近隣医療機関の紹介，

②怪我の救急処置，③競技復帰に向けたアスリハ，④

スポーツ外傷・障害の予防のためのコンディショニン

グという対応を行っている．競技復帰に向けたアスリ

ハは，医療機関において医師の診断を受けたものが対

象となり，医師の指示のもと決定されたプログラムを

実施している．

　医療機関内のみでなくスポーツ現場でのアスリハも，

医師の医学的な判断を基に進行しなくてはならない2）．

そのため，アスリハの実施には整形外科受診が必要で

あるが，学内で整形外科診療を受けられる非医学系大

学は少なく3-5），多くの大学は本学のように学内で整

形外科診療を受けることができない．そこで重要とな

るのが近隣医療機関との連携である．白木6）は医療機

関との継続的な連絡によって選手により適切なメニュ

ーを提供できると述べており，医療機関との連携が円

滑に進めば，学生アスリートサポートの充実化が図ら

れる．さらに，学生アスリートサポートの充実化は，

学生アスリートサポートを通じて行われる学生トレー

ナー教育の質も向上させると考えられる．

　そこで，本研究ではRCRにアスリハ目的で来室した

学生アスリートの医療機関受診状況と医療機関との連

携方法を調査し，検討することを目的とした．

２．調査方法（図1）

１）調査期間

　調査期間は2012年4月から2015年3月までの3年間

とした．

２）対象

　期間中にRCRを来室した総数は1471名で，傷害件

数は256件，その中で来室目的がアスリハであった

186件を対象とした．来室目的は傷害相談，医療機関

の紹介，救急処置，アスリハ，コンディショニングに

分類して調査した．

３）調査内容

　調査内容は傷害分類，医療機関受診の有無とした．

医療機関受診例における調査内容は治療方針，医療機

関との連携方法とした．各調査内容は以下のように分

類した．

　①傷害分類：外傷，障害

　②医療機関受診の有無：受診済，未受診

　③治療方針：保存療法，手術療法

　④医療機関との連携方法： 学生アスリートの口頭

　（以下，学生口頭とする），教員による書面・電子メ

ールおよび電話・面談（以下，教員連絡とする）

４）統計学的分析

　医療機関受診の有無においてRCRと過去の報告を，

χ2検定を用いて比較した．傷害分類と医療機関受診

の有無はχ2検定を用いて検討した．医療機関との連

携方法はχ2検定を用いて検討し，治療方針と医療機

関との連携方法はFisherの正確確率検定を用いて検討

した．

３．結果

　医療機関受診の有無は過去の報告と比較して有意な

差は認められなかった（χ2=1.683，p=0.195）（図2）．

傷害分類と医療機関受診の有無は有意な関係性が認め

2012 4 2015 3 3
RCR

(n=256)

(n=186)

RCR
2 2 n = 154

2 Fisher

(n=70)

図1　研究方法のアウトライン
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られた（χ2=4.498，p=0.034）（図3）．医療機関との

連携方法において学生口頭が有意に多かった（χ2= 

79.013，p<0.001）（表1）．治療方針と医療機関との

連携方法は有意な関係性が認められなかった（p= 

0.091）（図4）．

４．考察

　本研究の医療機関受診の有無は，佃ら3）のびわこ成

蹊スポーツ大学アスリハ相談における3年5 ヵ月間の

調査報告と比較して有意な差は認められなかった（χ

2=1.683，p=0.195）（図2）．一方，傷害分類と医療機

関受診は有意な関係性が認められ（χ2 = 4.498，p = 

0.034）（図3），障害は外傷と比較して未受診が有意に

多かった．他大学と比較して未受診来室は多くないが，

障害を持ったアスリートはアスリハを目的としている

にも関わらず未受診で来室している割合が多く，まだ

RCRの利用方法が周知されていない可能性がある．

　医療機関との連携方法は学生口頭が有意に多く（χ

2=79.013，p<0.001）（表1），治療方針と医療機関と

の連携方法は有意な関係性が認められなかった（p= 

0.091）（図4）．手術後のアスリハは各医療機関で異な

ったプロトコールと禁忌事項に留意しながら進められ

るため，情報の正確性は重要な要件となるが，医療機

関との連携方法に保存療法と差を認めなかった．学生

アスリートからの口頭情報のみでは，情報の正確性に

欠けるため，適切なアスリハを行う上での改善点であ

ると考えられる．学内で整形外科診療を受けられる非

医学系大学3-5）の場合，アスリハ指示書3）や診療情報

の提供5）などにより正確な情報収集が行える．しかし

ながら，本学において教育や研究を行いつつ，全ての

学生アスリートの連携書類や電子メールを作成するこ

と，適切な時間帯に医師と電話や面談を行うことは，

現実的に不可能である．したがって，手術後のアスリ

ハを中心に，簡便な内容の書面を用いて教員が連絡を

とる方法が，アスリートサポートを充実化させるので

はないかと考えられる． 

　また，RCRは学生アスリートサポートだけでなく学

RCR 
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生トレーナー教育を実施する場でもある．鶴見ら7）は

理学療法臨床実習指導教員が学生に学んで欲しいと思

うものについての調査で，臨床における理学療法過程

のより正確な体験，臨床推論の重要性，理学療法マイ

ンドや理学療法観という回答が多かったと報告してい

る．AT現場実習の中で，より正確なアスリハ過程や

臨床推論を体験するためには，より正確な情報が不可

欠であり，医療機関との円滑な連携による正確な情報

は，学生アスリートサポートだけでなく学生トレーナ

ー教育においても重要であると考えられる．葛原ら8）

は他大学との差別化のため現場実習による実践教育の

必要性について報告しており，本学AT養成における

実践教育の場として，RCRでのAT現場実習は他大学

との差別化において重要な役割を担っている．医療機

関でリハビリテーションを担当する理学療法士の4年

生養成過程では，最終学年に臨床実習を行うため，知

識と技術が備わっていない段階で，患者の検査を行う

機会はほとんど設けられていない．一方，本学では整

形外科疾患患者である学生アスリートに検査を行う機

会が豊富に与えられている．本学RCRでのAT現場実

習は理学療法士などの医療従事者の臨床実習において

推奨されているクリニカルクラークシップ9-10）と類似

した形態で行われており，学生トレーナーは非常に高

質な学びの機会を与えられている．しかしながら，本

学では理学療法士養成過程と比較すると検査・測定，

評価に関係する講義や実習時間が少なく11），未熟な技

術段階で患者に対して検査を行う危険性が高い．この

ような不十分な知識と技術段階で行われる実習は学生

トレーナー，学生アスリート双方にとって好ましい状

況ではない．そこで，学生トレーナー部に所属してい

る学生に対して，講義や実習以外に「チェックアウト」

という学習機会を設けて補完を試みており，その学習

効果や必要性についての検討も重要な事項であると考

えられる．

　本研究により，未受診来室者が多く，医療機関との

連携も学生口頭が多いという問題が明らかとなった．

今後は，未受診来室者を減少させるため，RCR利用方

法の周知に務めるとともに，未受診者の受診率やRCR

の対応方法を調査し，継続的なサポート方法を検討す

ることが重要であると考えられる．また，教員連絡の

割合を向上させるため，書面の内容を思慮し，医療機

関との連携方法の簡便性を向上させることも重要であ

る．さらに，医療機関との円滑な連携を図る取り組み

と学生トレーナー教育をどのように発展させるかにつ

いても今後の課題である．

５．結論

　医療機関ではない本学RCRでのアスリハにおいて

も，医師の医学的な指示に従い，必要に応じて理学療

法士と協力体制を持つことが重要である1）．そこで，

医療機関受診の有無，医療機関との連携方法について

調査を行った．

　その結果，外傷と比較して障害は未受診者が有意に

多かった．また，医療機関との連携方法は学生口頭が

有意に多く，正確な情報が必要な手術療法において保

存療法と差を認めなかった．したがって，今後書面内

容を検討し，簡易化された書式による教員連絡が，未

受診者の受診率や教員連絡の割合の改善につながって

いるかを調査することが必要である． 
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１．はじめに

　九州共立大学（以下，本学）は，経済学部とスポー

ツ学部の2学部を有しており，平成27年度において約

2,200名の学生が在籍している．本学はスポーツ活動

が非常に盛んであり，在校生の約6割にあたる約1,400

名が体育会系クラブもしくはサークルに所属している．

（表１）また，スポーツ学部では，スポーツ実技科目

にて10単位の取得が必修であり，人工芝グラウンド，

陸上競技場，体育館，プール等の様々な学内スポーツ

施設を利用し，多くの学生が授業としてもスポーツ活

動を実施している．このような現状から，本学では平

成24年度より，安全なスポーツ環境の保持と適切な

救護体制作りを推進するため，スポーツ活動中に起こ

りうる事故の防止と事故の発生を想定した緊急対応計

画の作成と導入を進めてきた．本稿では，平成24年

度から平成27年度までの取り組みと今後の展望につ

いて述べる．

表１　平成27年度6月における体育系クラブまたはサ

ークル登録者数

登録者数

クラブ 1,260

サークル 110

合計 1,370

２．スポーツ活動中の事故について

　スポーツ活動中に起こりうる生命に関わる事故とし

て，致死性不整脈からの突然死，脳震盪や頭蓋内出血

などの頭部外傷，頸椎・頸髄損傷などの頸部外傷，プ

ールでの窒息，熱中症などが挙げられる1,2）．文部科

学省による「学校における体育活動中の事故防止につ

いて（報告書）」によると，平成10年度から平成21年

度の12年間で，小学校，中学校，高等学校の体育・

部活動中に発生した死亡事故・重度の障害事故は590

例であり，そのうち死亡が470例，障害が120例であ

った2）．学校種・学年別の事故件数は，小学校約10％，

中学校約30％，高等学校約60％であり，学校種が上

がるほど事故数の増加が見られた2）．また，事故数は，

中学校，高等学校では1年に多く発生しており，特に

高等学校ではその傾向が顕著であった2）．これは，中

学3年にて所属していた部活動を引退し，受験勉強等

で運動不足に陥りやすいことや体格や筋力などの違い

による運動能力の差が大きいとなどが考えられる．中

学，高等学校の体育活動中に発生する事故を傷病別に

みると，突然死が8割であり，次いで脊椎損傷が1割

を占めている2）．また，部活動中に発生する事故を傷

病別に見ると突然死が5割であり，次いで頭部外傷が

2割，脊椎損傷が1.5割を占める2）．大学における体育・

部活動中に発生した死亡事故・重度の障害事故の全国

的な調査は，筆者の知る限りにおいて実施されていな

いのが現状であるが，これらの報告から大学において

も体育・スポーツ活動中の事故が発生する可能性は高

いことが予想される．また，高校1年生においての事

故発生率が高いことと同様の理由から，大学1年生に

おいても特に注意が必要であると考えられる．

３．スポーツにおける「リスクマネジメント

　　（危機管理）」の重要性

　近年，スポーツの価値が社会的に認められ，年齢や

性別を問わず多くの方々がスポーツを楽しむようにな

った．高齢化，生活習慣病の増加，子供の体力低下な

ど様々な問題を抱える現代の日本においてスポーツの

果たす役割は大きく，2020年の東京オリンピックに

向けてもスポーツにおける社会的重要性は益々高まっ

てくると予想される．それと同時に，スポーツを安全

に楽しむための「リスクマネジメント」の重要性も今

後益々注目されることが予想される．特に学校現場に

おいては，火災･自然災害，不審者，食中毒などに対

する「リスクマネジメント」の他に，体育や部活動な

どのスポーツ活動中の事故に対する「リスクマネジメ

ント」はすでに重要な課題となっている．スポーツ活

動中に発生しうる事故は，事前に危険性を最小限にし

て予防に努めることが重要であり，発生した事故に対

しては，現場での適切かつ迅速な対応が求められる．

現場での適切かつ迅速な対応は，事故に遭遇した傷病

者の命を守り後遺症を最小限に抑えることに繋がる一

方，一旦事故が発生した場合，学校体育・スポーツ活

動の管理者は法的責任を問われる立場となり，特に事

故直後に不適切な対応が認められた場合は，法的責任

を負う可能性も高い３）．「Hope for the best and pre-

pare for the worst（最善を望み，最悪に備えよ）」と

の英語のことわざがあるように，スポーツ事故は起こ

らないことを望むが，その予防策を取り，事故に備え

ていつでも準備しておくという心構えを学内に浸透さ

せることが重要である．

　スポーツ事故の現場においての不適切な対応は，「通

常であれば，行なうであろうこと」をしなかった，ま
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たはできなかった場合に起こることが多い．例えば，

心肺蘇生法を行うべき状況であったのにしなかった，

AEDが近くにあったのに使わなかったなどである．

スポーツ事故が発生した際は，誰しもが落ち着いて対

応することは難しい．しかしながら，指導者は周りに

人が集まりざわめく中での冷静な対応が求められる．

冷静に対応していくには，事故発生時の指導者の役割

を明確にし，AEDの場所，119番通報の手順などを事

前に確認し，心肺蘇生法などを含めた事前訓練をしっ

かりとしておく必要がある．平成26年度の消防庁の

発表によると，119番通報から救急車の現場到着まで

の所要時間は全国平均で8.5分である４） ．事故の発生

からすぐに119番通報をしたとすると，傷病者の発見

から救急救命士に引き継ぐまでの時間は10分程度で

あることが想定される．その時間のなかで「通常であ

れば，行なうであろうこと」をしっかりと行うことが

できるかが，事故に遭遇した学生の命を守り，後遺症

を最小限に抑えることに繋がるのである．したがって，

本学においてもスポーツ活動中の事故防止に務めると

共に，事故が発生した際に適切かつ迅速な対応を取る

ために緊急対応計画を作成し，学内関係者に周知徹底

することが必要である．

４．スポーツ事故の防止と緊急対応計画作成

　　及び導入の取り組み

　本学では平成24年度より，スポーツ事故の防止と

緊急対応計画作成の取り組みとして，学生支援課とス

ポーツ・レーニングセンターが主体となり「スポーツ

活動中の事故防止と緊急対応の手引き」（以下，手引き）

を作成している．この手引きは，主に本学体育会系ク

ラブ・サークルの指導者向けに作成され，AED（自

動体外式除細動器）マップ，事故発生時の対応（学内

における緊急対応の連鎖），事故発生時の119番通報

の手順，近隣病院の電話番号（総合病院，夜間・休日）

など緊急時に必要な情報を記載している．　特に事故

発生時の対応（学内における緊急対応の連鎖）では，

事故発生時の指導者の役割を示すと共に，大学の対応

として学生支援課との連携のもと，学長までの報告経

路，事故発生報告書の作成，保険の手続きなど事故発

生からの一連の流れがまとめられている．（図1）手引

きの作成にあたっては，九州共立大学での事故を想定

し，できるたけ簡潔かつ分かりやすくまとめると共に，

毎年改定を加え内容を充実させてきた．平成27年度

においては，北九州市八幡西消防署にもご協力頂き，

119番通報の手順，校内における救急車の搬入ルート

等についてご指導をいただいた．（図2）平成27年度

の手引きの記載内容を表2に示す．

図１．事故発生時の対応（学内における緊急対応の連鎖）

図２．事故発生時の救急車の搬入ルートの例（野球場）

表２．平成27年度の「スポーツ活動中の事故防止と

緊急対応の手引き」の記載内容

1 AED マップ

2
事故発生時の対応（学内における緊急対応

の連鎖）

3 救急車の要請について

4 近隣病院の電話番号（総合病院，夜間・休日）

5 緊急時情報及び健康保険証のコピー
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6 事故発生時のフィールド上での緊急対応

7 AED を用いた心肺蘇生法の手順

8 脊椎・脊髄損傷が疑われる学生への対応

9 熱中症が疑われる学生への対応

10 脳しんとうが疑われる学生への対応

11 事故発生報告書

　平成25年度からは，本手引きの内容を具体的に説

明するために，「スポーツ活動中の事故防止と緊急対

応セミナー」を開催している．（図3a，図3b）このセ

ミナーでは，クラブ・サークルの指導者と学生マネー

ジャー等が参加し本学で発生する可能性のあるスポー

ツ事後への対応として，AED設置場所の確認，学内

における119番通報の手順，救急車の誘導係の人数と

位置の確認，AEDを用いた心肺蘇生法の実技などを

行った．セミナーの講師は，しおりの作成を担当した

本学スポーツトレーナーコースの教員が担当し，実技

指導においては，学生トレーナー部（CARE）の学生

も加わった．セミナーに参加した指導者の平均は19.0

名，学生平均は39.7名，全体としては58.7名であった．

（表3）また，指導者が1名以上参加したクラブまたは

サークルの割合は，クラブの平均が61.7％，サークル

の平均が10.4％であった．（表4）また，毎年行われて

いるセミナーへの継続的な参加を促すためセミナーに

参加した指導者には修了証を発行した．

図３a　「スポーツ活動中の事故防止と緊急対応セミ

ナー」講義の様子

図３b　「スポーツ活動中の事故防止と緊急対応セミ

ナー」実技の様子

表３「スポーツ活動中の事故防止と緊急対応セミナー」

参加者数（人）

指導者 学生 合計

H25 年度 21 34 55

H26 年度 20 36 56

H27 年度 16 49 65

平均 19.0 39.7 58.7

表４「スポーツ活動中の事故防止と緊急対応セミナー」

に指導者が1名以上参加した体育系クラブまたはサー

クルの割合（％）

クラブ サークル

H25 年度 66.7 0.0 

H26 年度 58.3 20.0 

H27 年度 60.0 11.1 

平均 61.7 10.4 

５．「スポーツ活動中の事故防止と緊急対応

　　セミナー」参加者からのアンケート結果

　平成25年から平成27年度に実施した計3回のセミナ

ーのアンケート結果を表5に示す．表内の数値は，年

度ごとにそれぞれの項目の回答数が全体の回答数に占

める割合を計算し平均値を算出した．開催日時につい

ては，指導者の71.7％が「適当」，23.9％が「普通」，

4.3％が「不適当」と回答した．また，学生の43.6％

が「適当」，54.5%が「普通」，2.0％が「不適当」と

回答した．所属するクラブ・サークル活動中の救急車

要請の有無については，指導者の52.2％，学生の25.7

％が「ある」と回答した．心肺蘇生法やAEDの使用

法についての受講経験の有無については，指導者の

84.8％，学生の89.1％が「ある」と回答した．手引き

は役に立つと思うかの質問については，指導者の97.8
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％が「思う」，2.2％が「思わない」と回答し，学生の

98.0％が「思う」，0％が「思わない」，1.0％が「分か

らない」と回答した．セミナーの満足度については，

指導者の45.7％が「大変満足」，43.5％が「満足」，

8.7％が「普通」，学生の33.7％が「大変満足」，56.4

％が「満足」，9.5％が「普通」と回答した．今後もこ

のような講習会を受けようと思うかの質問に対しては，

指導者の97.8％が「思う」と回答し，2.2％が「思わ

ない」と回答した．学生は93.1％が「思う」と回答し，

5.9％が「思わない」と回答した．

表５　平成25年から平成27年度「スポーツ活動中の事

故防止と緊急対応セミナー」参加者のアンケート結果（％）

１）開催日時は適当ですか．

適当 普通 不適当

指導者 71.7 23.9 4.3 

学　生 43.6 54.5 2.0 

全　体 52.4 44.9 2.7 

２）所属するクラブ・サークル活動中に救急車を呼ん

　　だことがありますか．

　 ある ない 分からない

指導者 52.2 45.7 2.2 

学　生 25.7 56.4 15.8 

全　体 34.0 53.1 11.6 

３）今まで心肺蘇生法やAEDの使用法についての講

　　習会を受けたことがありますか．

　 ある ない 分からない

指導者 84.8 15.2 0.0 

学　生 89.1 9.9 0.0 

全　体 87.8 11.6 0.0 

４） 「スポーツ事故の防止と緊急対応の手引き」は役

　　に立つと思いますか．

　 思う 思わない 分からない 未回答

指導者 97.8 2.2 0.0 0.0 

学　生 98.0 0.0 1.0 1.0 

全　体 98.0 0.7 0.7 0.7 

５）セミナーの内容に満足できましたか．

　
大変
満足

満足 普通
やや
満足

不満
未回
答

指
導
者

45.7 43.5 8.7 0.0 0.0 2.2 

学
生 33.7 56.4 9.9 0.0 0.0 0.0 

全
体 37.4 52.4 9.5 0.0 0.0 0.7 

６）今後もこのような講習会を受けようと思いますか．

　 思う 思わない 分からない

指導者 97.8 2.2 0.0 

学　生 93.1 5.9 0.0 

全　体 94.6 4.8 0.0 

６．アンケート結果からの考察

　以下，それぞれのアンケート項目の結果について考

察したい．

１）開催日時について

　開催日時については，平成25年から27年度の3回と

もに4月末の平日16時30分から18時30分までの開催

であった．この時間帯はクラブ・サークル活動を行っ

ている時間帯でもあるが97.3％が時期は「適当」また

は「普通」と解答した．しかしながら，自由記載の欄

には，「時間帯を部活動に重ならないように配慮して

ほしい」とのご要望が数件挙げられていた．練習や試

合の兼ね合いもあり，すべての指導者が参加できる時

間帯を見つけるのは容易ではないが，開催日時が理由

で参加できないクラブ・サークルの指導者もいること

も十分に考えられる．今後は，DVDやインターネッ

トなどでもセミナー受講を可能にするなど，出来るだ

け多くの方々にセミナーの内容が伝わるような環境を

整えたいと思う．

２）所属するクラブ・サークル活動中の救急車要請の

　　有無について

　約50％の指導者と約25％の学生が救急車の要請を

したことがあると解答した．これは全体でも34％に

のぼり，高率であると考えられる．本学のスポーツ活

動中において年間どの程度救急車の要請をしているの

か，どのような時期に，どのような症状で要請してい

るのか，競技別や性別ではどのような傾向が見られる

のかなど，検証していける体制ができれば事故の予防
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や対応の改善に役立てることができると考える．また，

指導者がいない時に救急車を要請する事態も考えられ

ることから，各クラブ・サークル内でも学生が119番

通報の手順を把握しておくこと，指導者や搬送された

学生の保護者への連絡方法など統一理解が求められる．

３）心肺蘇生法やAEDの使用法についての講習会受

　　講の有無について

　指導者，学生共に80%以上の参加者が過去に心肺蘇

生法やAEDの使用法の講習を受けたと回答した．こ

の結果から，セミナー参加者の多くはある程度の知識

をもって本セミナーの受講をしていることが明らかに

なった．近年は中学や高校の保健体育の授業でも心肺

蘇生法を学ぶ機会がある他，自動車教習所での免許取

得の際にも講習が義務づけされるなど学びの機会は増

加している．また，本学においても救急法実習などの

授業，教職員向け研修会，地域公開講座など心肺蘇生

法を学ぶ機会が多いことから，経験者の割合が高いの

ではないかと考える．しかしながら，セミナー参加者

の指導者のうち15%が過去に講習を受けていないこと

から，本学の指導者全体においてどの程度の割合で指

導者が心肺蘇生法やAEDの使用法を知っているか調

査が必要であると考える．すべての指導者は，正しい

心肺蘇生法の知識と技術を習得すると共に，普段使用

している体育・スポーツ施設から最も近いAEDの場

所やそこまでのアクセス，119番通報の手順なども含

めて理解しておくは必要不可欠である．ドリンカーの

救命曲線によると，呼吸停止から1分以内に適切な心

肺蘇生法を行なった場合，蘇生率は90％以上である

と言われている5） ．しかしながら，蘇生率は4分後に

は約50％に低下し，7分後には10％以下にまで低下す

る5）．体育・スポーツ活動中に死亡する多くが致死性

不整脈からの突然死であることから，指導者は，迅速

かつ適切な対応を行ない1分，1秒でも早く救急隊に

引き継ぐ必要がある．したがって，スポーツ活動中の

事故防止と緊急対応しおりの内容を理解しておく，肺

蘇生法の講習を毎年受講するなど，いざという時のた

めに普段からの備えは必須である．本学では，ほぼ毎

日1,400名ほどが体育会系クラブもしくはサークル活

動に参加している他，スポーツ学部においてはスポー

ツ実技科目が多数開講されていることから，今後とも

安全なスポーツ環境の保持と適切な救護体制作りを強

化していくことが必要である．

４）「スポーツ事故の防止と緊急対応の手引き」は役

立つと思うかについて．

　指導者，学生ともにほぼすべての参加者が役に立つ

と思うと回答した．今後は，手引きの中で特に重要だ

と思うものは何かなどの質問項目もアンケートに取り

入れ，利用者が知りたい情報を精査し，本学の状況に

即した分かりやすい内容となるよう工夫を重ねたい．

また，スマートフォンなどでも閲覧を可能にするなど

グラウンドやコート上で必要な時にすぐに情報を得ら

れるシステムも検討していきたい．

５）セミナーの満足度について．

　全体で約90％の参加者が「大変満足」，または「満足」

と回答した．セミナー流れは1時間の講義と30分の

CPRの実技から構成された．講義では想定されるスポ

ーツ事故がより具体的にイメージできるよう写真，図

表，動画などを多く用いた．毎年のセミナーの内容が

同じにならないよう今後も工夫を凝らしたい．

６）継続的な受講について

　本セミナーの継続的な受講は非常に重要であると考

える．特に心肺蘇生法の実技と救急車の最短侵入経路

を含めた119番通報の手順は毎年確認するべきである．

また，手引きは毎年更新されており更新箇所の確認と

これまでの内容を復習する意味でも継続的なセミナー

の受講は必要であると考える．

７）4年間の活動の総括と今後の展望

　本学では平成24年度よりスポーツ事故の防止と緊

急対応計画導入を進めてきた．結果，約60％のクラ

ブから指導者がセミナーに参加し，その他，学生マネ

ージャーなど多くの学生もスポーツ事故の予防と対策

についての知識を得ることができたと考える．手引き

の作成は，スポーツの現場だけではなく，大学全体と

しての事故対応の指針を示す上で非常に有効であった

と感じる．しかしながら，約40％のクラブから指導

者がセミナーに参加していなこと，さらにサークルに

おいては約90%の指導者が参加していないことは非常

に危惧される．サークルにおいては，指導者自体がい

ないことが多いと思われるが，事故の予防や事故が起

きた際の対応については殆ど伝わっていないと思われ

る．平成26年度よりクラブ・サークルから要請があ

った場合は，スポーツ安全講習会を開催している．（図

4a，4b）この講習会は，各クラブ・サークルが普段

使用している施設にてスポーツ事故が発生した際の対

応について学ぶためのものである．今後は，指導する
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側の人員の確保の問題もあるが，このような形でクラ

ブ・サークルに出向いた講習会を増やしていくことも

必要であると考える．また，クラブ・サークルともに

セミナーへの参加者が100%になることを目標とし，

大学全体としてスポーツ事故の防止と緊急対応の意識

を高め，スポーツ活動をより安全行なうことができる

環境づくりを推進させたい．

図4a.　クラブでのスポーツ安全講習会（剣道部）

図4b.　クラブでのスポーツ安全講習会（野球部）
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野球投手の身体における深層筋と浅層筋の形態的特性
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the differences in the muscle thickness and the deep 

layer muscle ratio between the pitching side and non-pitching side in baseball pitchers. Subjects were 15 
college baseball pitcher（baseball pitchers group）and 15 college male students who don’t participate 
in the overhead type sports（contral group）．Muscle thickness of the 4 sites （the anterior upper arm, 
the lateral abdomen, the anterior thigh, and the posterior lower leg） was measured by using the B-mode 
ultrasonic equipment with a 7.5MHz transducer.

In baseball pitchers group, the muscle thicknesses of lateral abdomen and anterior thigh in non-
pitching side showed a significantly higher values than those of pitching side（p＜0.01）．In addition, 
the muscle thickness of the internal oblique muscle and vastus intermedius in non-pitching side showed 
a significantly higher value than those of pitching side（p＜0.01）．In control group, the difference in 
muscle thickness between the dominant side and the non-dominant side was not observed. The ratio of 
the deep layer muscle thickness to total muscle thickness was calculated as the deep layer muscle ratio. 
In baseball pitchers group, the non-pitching side （step leg side） showed a significantly higher values of 
the deep layer muscle ratio in anterior thigh than those of the pitching side. This study suggested that 
the morphological changes in the deep layer muscles caused by long-term continuous pitching.
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１．緒言

　ヒトの身体において四肢や体幹の筋は層構造をなし，

それぞれ異なる機能を持つ．表層に存在する浅層筋と

比べてその機能的な役割が認識されるのが遅かった深

層筋（深部筋，インナーマッスル）についても腹横筋，

多裂筋，小殿筋，股関節外旋六筋などに関する報告が

なされるようになり，その重要性に関心が集まってい

る1,2）．しかし，医学事典や解剖書に「深層筋」や「浅

層筋」，「インナーマッスル」や「アウターマッスル」

といった用語は掲載されておらず，その定義は明らか

ではない．解剖書には胸部や背部の筋について浅胸筋

や深胸筋，浅背筋や深背筋という用語が見られ，浅層

の筋が上肢の運動に関わるのに対して，深層の筋は呼

吸運動や脊柱，胸郭の運動に関わるという特徴がある

ことが示されている．これに対して四肢の筋では，浅

部と深部の解剖図は示されるが，浅層筋と深層筋の明

確な区分は行われていない3）．

　荒川（2012）はインナーマッスル（深層筋）は身

体の深層に位置する筋肉のことであり，一般に身体を

安定させる役割（スタビリティ）があるとしている4）．

また，中辻（2014）は深層筋が関節まわりにあり，

関節の固定と安定のために働くと同時に，主要な動作

を司る表層筋を補強する役割があること，また個人的

な定義としながらも，主に深部に存在し，伸ばされな

がら機能している筋であると述べている5）．これらの

説明に共通する点として深層筋が身体の深層に位置し，

一部の例外を除くと表層から見たり，触れたりするこ

とのできない筋であること，関節の支点近くに付着す

るレバーアームの短い筋であり，関節の支点を固定し

て安定させる役割を担う筋であることが挙げられる．

　これまでにスポーツ選手の筋の形態的特徴をMRI法

や超音波法を用いて調べた研究は数多く見られるが，

四肢や体幹の筋については伸筋と屈筋に分けて筋横断

面積や筋厚を報告したものが中心であり，測定部位に

おける深層筋と浅層筋の区別が行われている例は少な

い6-10）．角田（1986）は大腿四頭筋を構成する各筋の

比率を求め，サッカー選手では大腿直筋の比率が高く，

スケート選手では外側広筋の比率が高いことを報告し

ており11），長期間に渡り同一競技を継続していると特

定の浅層筋に顕著な筋肥大が生じることを示唆してい

る．このことから深層筋に対する浅層筋の比率は変化

する可能性が考えられる．

　そこで本研究では野球投手を対象に上肢，下肢，体

幹部における筋厚と深層筋の比率を調べ，投球側と非

投球側の比較を行うことにより，投球動作を反復する

ことが四肢や体幹の浅層筋と深層筋の筋形態に及ぼす

影響を明らかにすることを目的とした．

２．方法

１）被験者

　被験者は大学生野球投手15名（野球投手群）と一

般大学生15名（対照群）の男子大学生30名であった．

野球投手群はいずれも小学校時代に野球競技を開始し，

大学まで継続的に行ってきた大学生野球部員である．

また，対照群は陸上競技部に所属し，短距離種目を行

っている者であり，過去に野球，テニス，水泳などの

オーバーヘッドスポーツを継続的に行った経験のない

者とした．いずれのグループの被験者も全て右利きで

あり，野球投手群は全員が右投げ右打ちであった．野

球投手群と対照群の身体特性は表１の通りである．

　被験者には，あらかじめ研究の目的，方法，実験に

伴う危険性などを説明したうえで，書面による実験参

加の同意を得た．なお，本研究は九州共立大学倫理委

員会の承認を得て実施した．

２）筋厚測定

　筋厚の測定にはBモード超音波診断装置（SSD-900，

アロカ社製）を使用し，7.5MHzのリニア型プローブ

を用いて実施した．測定部位は左右両側の上腕前部，

側腹部，大腿前部，下腿後部の8部位とした．上腕前部，

大腿前部，下腿後部についてはAbe et al.（1994）の

方法に従い，上腕部は肩峰点から上腕長の遠位60%，

大腿前部は大転子点から大腿長の遠位50%，下腿後部

は膝窩から下腿長の遠位30%の位置とした8）．また側

腹部は久保田らの方法12）に従い，肋骨下端と上前腸

骨棘の間の位置とした（図1）．また，被験者の測定

姿勢は上腕前部，大腿前部，下腿後部では立位，側腹

部では仰臥位とした．
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　撮影した超音波画像は医療用レコーダー（MediCap 

USB2.0,メディコスヒラタ）に保存し，画像解析ソフ

ト（Image J,NIH）を使用して0.1mm単位で筋厚の測

定を行った．筋厚の測定は大腿前部では大腿直筋と中

間広筋，側腹部では外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋，大

腿前部では大腿直筋と中間広筋，下腿後部では腓腹筋

とヒラメ筋に分けて実施した（図2）．深層筋比率の

算出においては，上腕前部では上腕筋，体幹部では腹

横筋，大腿前部では中間広筋，下腿後部ではヒラメ筋

を深層筋とし，その他の筋を浅層筋として扱った．

３）統計処理

　全てのデータは平均値±標準偏差で示した．各部位

における筋厚や深層筋比率［＝深層筋／（浅層筋＋深

層筋）×100（%）］に関する野球投手群の投球側と非

投球側の比較，対照群の利き側と非利き側の比較には

対応のあるｔ検定を用いた．いずれも統計的な有意水

準はｐ＜0.05とした．

３．結果

１）野球投手群の投球側と非投球側の筋厚

　野球投手群における上腕前部，側腹部，大腿前部，

下腿後部の筋厚を表2に示した．部位別の筋厚では側

腹部と大腿前部において非投球側が投球側に対して有

意に高い値を示したが（ｐ＜0.01），上腕前部，下腿

後部には筋厚の差は示されなかった．また，浅層筋と

深層筋の筋別に分類した筋厚では側腹部の内腹斜筋，

大腿前部の中間広筋において非投球側が投球側に対し

て有意に高い値を示した（ｐ＜0.01）．

２）対照群の利き腕側と非利き腕側の筋厚

　対照群における上腕前部，側腹部，大腿前部，下腿

後部の筋厚を表3に示した．部位別の筋厚ではいずれ

の部位においても利き腕側と非利き腕側の筋厚には差

は見られなかった．また，浅層筋と深層筋の筋別に分

類した筋厚の比較においても，利き腕側と非利き腕側

の筋厚には差が見られなかった．
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３）野球投手群の深層筋比率

　野球投手群の筋厚の測定部位における深層筋比率を

表4に示した．大腿前部の深層筋比率［＝中間広筋/（大

腿直筋＋中間広筋）］は非投球側が投球側に対して有

意に高い値を示したが（ｐ＜0.05），その他の部位に

おいて両側間の差は見られなかった．

４）対照群の深層筋比率

　対照群の筋厚の測定部位における深層筋比率を表5

に示した．対照群ではいずれの部位においても同比率

に利き腕側と非利き腕側の間に差は示されなかった．

４．考察

１）投球側と非投球側の筋厚

　野球投手の上肢や下肢，体幹部の筋について投球側

と非投球側の筋厚や筋横断面積の比較を行った複数の

報告が見られる6,9,10,13）．

　上肢についてはHirano and Ikegawa.（1987）が超

音波法により前腕部，上腕部の筋横断面積の比較を行

い，野球選手の前腕部では屈筋，伸筋ともに利き腕側

が大きいことを報告している6）．また，角田（2003）

はMRI法を用いて前腕部，上腕部に加えて体幹部，大

腿部，下腿部の筋横断面積について比較し，前腕部の

屈筋の筋横断面積や上腕部の伸筋の筋横断面積は利き

腕側が大きいことを報告している10）．このように前腕

部や上腕部では投球側に優位性が示されるか，同等で

あるというのが先行研究が示す知見である．本研究で

は上腕部の屈筋を対象に上腕二頭筋，上腕筋に分けて

筋厚の比較を行ったが，いずれの筋にも両側間の差は

見られなかった．筋厚が同等であるという点について

は，先行研究を支持するものである．投球動作におい

てリリース時の投球速度への貢献度が高い関節運動は

肩関節内旋（34.1%），手関節掌屈（17.7％），肘関節

伸展（15.2%）であることが報告されており14），肘関

節の屈曲を担う上腕二頭筋や上腕筋は投球時における

貢献度が低く，高い水準の筋活動や筋力発揮が見られ

ないことが両側間に差が示されなかった原因と考えら

れる．

　下肢については角田ら（2003）が大腿四頭筋を大

腿直筋，内側広筋，外側広筋，中間広筋の４頭に分け

て分析した結果を報告しており10），両側間の比較にお

いて踏出し脚（非投球側）の外側広筋と中間広筋は軸

脚（投球側）よりも大きいことが示されている．この

点は，本研究において大腿直筋には差が見られず，中

間広筋の筋厚は非投球側が高いという結果と一致する

ものである．角田らはこの結果に関する考察を行って

いないが，投球動作中に示される床反力は軸脚（投球

側）では体重の1.0倍であるのに対して，踏込み脚（非

投球側）では体重の1.75倍であり，踏込み脚がより大

きな筋力発揮を必要とすることや，膝関節の伸展トル

ク発揮に際して大腿直筋は発揮筋力の1/5を担うにす

ぎず，３つの広筋の貢献度が高いこと，特に股関節屈

曲位では３つの広筋が効率的に働くことなどが影響し

ているものと考えられる4,15）．

　側腹部についても角田ら（2003）が体幹部の腹斜

筋の筋横断面積について，本研究と同様に非投球側に
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おいて高い値を示すことを報告している10）．角田らは

MRIを用いた筋横断面積の撮影を行っているため，腹

斜筋を構成する外腹斜筋，内腹斜筋，腹横筋の区別を

行っていないが，超音波法を用いた先行研究ではテニ

ス選手，野球投手の側腹筋の筋厚は非利き腕側が大き

く，筋別に見た場合にも内腹斜筋は非投球側が大きい

ことが報告されている12,13）．その理由としては，右利

きの選手がピッチングやフォアハンドでのラケットの

スイングを行うとき体幹部の回旋に関わる筋活動が影

響していると考えられる．体幹回旋時には回旋方向と

反対側の外腹斜筋と回旋方向と同側の内腹斜筋が白線

上で合わさり１つの筋として機能するとされている16）．

その中でも内腹斜筋は側腹筋を構成する3筋の筋厚の

約50%を占める最大の筋であることから17），体幹の回

旋運動を反復することが，非投球側の内腹斜筋の肥大，

それに伴う側腹筋全体の筋肥大に関わっていることが

考えられる．

２）投球側と非投球側の深層筋比率

　本研究において対照群の上肢，下肢，体幹部の深層

筋比率には両側間で差がみられなかった．このことは，

一般的にヒトの身体における深層筋比率は利き腕側と

非利き腕側において相違がないことを示唆するもので

ある．また，野球投手群の場合にも測定を行った4部

位中3部位では深層筋比率の差は示されなかったこと

から，スポーツ選手の場合でも特に高い筋活動を示す

身体部位以外ではその形態的な対称性は維持されてい

るものと考えられる．一方，本研究の野球投手群では

大腿前部の深層筋比率において非投球側が投球側に対

して有意に高い値を示した．深層筋比率が高いことは

相対的に深層筋の割合が高いことを意味しており，大

腿前部において中間広筋の筋厚の割合が踏出し脚側で

高いことを示している．協働筋間で筋サイズの比率が

変化することは，野球投手の肩関節外旋筋やサッカー

選手の膝関節伸筋でも報告がなされている11,18）．しか

し，これらはいずれも表層筋である三角筋や大腿直筋

が相対的に高い比率を示しているものであり，深層筋

が相対的に高い比率を示した点において本研究とは異

なる．深層筋が相対的に高い割合を示すものとして，

池袋ら（2011）が重量挙げ選手の大腿四頭筋におい

て大腿直筋以外の広筋の筋横断面積が高い値を示した

ことを報告しているが，同報告では筋厚の比率は示さ

れていない19）．池袋らはスクワット動作中の筋活動に

おいて中間広筋の筋活動が相対的に高いことから，広

筋群が高い筋活動を示すスクワット動作を反復するこ

とが影響していると考察している．投球動作で繰り返

されるランジ動作について中間広筋の筋活動を示した

報告は見られないが，野球投手において踏み出し脚の

中間広筋が高い比率を示した理由として，投球動作に

伴うランジ動作を反復することが影響している可能性

は考えられる．

５．結論

　本研究はピッチングが野球投手の四肢や体幹の浅層

筋と深層筋の筋形態に及ぼす影響を明らかにすること

を目的としたものである．超音波法により上腕前部，

側腹部，大腿前部，下腿後部における筋厚と深層筋比

率を求め，投球側と非投球側で比較することにより，

以下のような結論を得た．

１）野球投手の身体部位別の筋厚では側腹部，大腿前

部において非投球側が投球側に対して有意に高い値

を示した．

２）野球投手の筋別の筋厚では内腹斜筋，中間広筋に

おいて非投球側が投球側に対して有意に高い値を示

した．

３）対照群では身体部位別，筋別の筋厚の比較におい

て利き腕側と非利き腕側の間に差は見られなかった．

４）野球投手の大腿前部の深層筋比率は非投球側が高

い値を示した．

５）対照群の深層筋比率はいずれの身体部位において

も，利き腕側と非利き腕側の間に差は見られなかっ

た．

　これらの知見より，投球動作を反復することにより

野球投手の身体では非投球側の内腹斜筋（表層筋），

中間広筋（深層筋）の特異的な発達が見られ，特に非

投球側である踏込み脚側ではその筋厚比率が変化する

ほどの顕著な筋形態の変化が見られることが示された．

謝辞

　本研究は科学研究費補助金（15K01581）の助成を

受けたものである．

引用文献

１）平尾利行，佐久間孝志，妹尾賢和，阿戸章悟，老

沼和弘，白土英明 （2009）：股関節深層筋トレーニ

ングに関する検討:超音波画像診断装置を用いて．

Hip joint．35, 62-65．

２）白木仁（2013）：傷害予防のための股関節インナ

ーマッスルトレーニング．バイオメカニクス研究．



62 長谷川　伸　他

17（2），84-90．

３）森於菟，他（1950）：分担解剖学1． 金原出版，

249-347．

４）荒川裕志（2012）：筋肉の基礎知識，石井直方（監）， 

プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト

辞典．初版，ナツメ社，11-30．

５）中辻正（2014）：改訂新版 深層筋大図鑑．セブ

ン&アイ出版，5-15．

６）Hirano Y， Ikegawa S． （1987）：Laterality in 

upper limb composition and maximal isometric 

strength of elbow joint of baseball players． 東京

大学教養学部体育学紀要． 21，20-24．

７）石田良恵， 金久博昭，福永哲夫（1992）:日本人

一流競技選手の筋厚における性差． 体力科学． 41

（2）， 233-240．

８）Abe， T．， Kondo， M．， Kawakami，Y．， and 

Fukunaga，T． （1994）:Prediction equation for 

body composition of Japanese adults by B-mode 

ultrasound． Am．J．Human Biol．6， 161-170．

９）三浦朗， 友末亮三， 池川繁樹， 平野裕一， 金久博

昭 ，福永哲夫（1994）:ボート・テニス・野球選手

の上腕における筋力および組成の左右差． トレー

ニング科学． 6（2）， 95-100．

10）角田直也， 田中重陽， 石塚信之， 青山利春， 岡田

雅次， 西山一行．（2003）：投動作パフォーマンス

に及ぼす筋形態及び機能的特性． 国士舘大学体育

研究所報． 21，135-140．

11）角田直也， 金久博昭， 福永哲夫， 近藤正勝， 池川

繁樹． （1986）：大腿四頭筋断面積における各競技

選手の特性． 体力科学． 35，192-199．

12）久保田潤， 奥村幸治， 鳥居俊， 福林徹（2009）：

大学テニス選手における腹筋群の形態的特徴． 日

本臨床スポーツ医学会誌． 17（1），30-34．

13）長谷川伸． （2011）：大学生野球投手における腹

筋群の形態的特性． 九州共立大学スポーツ学部研

究紀要． 5，1-7．

14）宮西智久， 藤井範久， 阿江通良， 功力靖雄， 岡田

守彦（1996）：野球の投球動作におけるボール速度

に対する体幹および投球腕の貢献度に関する3次元

的研究 体育学研究． 41（1），23-37．

15）MacWilliams， B．A， Choi T， Chao，E．Y．S．， 

McFarland， E．G． （1998）：Characteristics 

ground-reaction forces in baseball pitching． Am

　J　Sports Med． 26（1），66-71． 

16）大久保雄， 金岡恒治（2009）：体幹の捻転動作の

医学的基礎． バイオメカニクス研究． 13（3），

125-129．

17）河上敬介， 磯貝香（1998）：頸部と体幹の前面の筋，

河上敬介，小林邦彦（編），骨格筋の形と触察法． 

大峰閣，111-148．

18）長谷川伸， 館俊樹， 斎藤恵一， 王力群， 加藤清忠． 

（2004） 野 球 投 手 の 回 旋 腱 板 筋（rotator cuff 

muscles）と三角筋のMRI法による筋量分析とその

筋力特性． 体力科学． 53（5）483-492．

19）池袋敏博， 久保啓太郎， 岡田純一， 矢田秀昭， 角

田直也． （2011）重量挙げおよび陸上短距離選手

における下肢筋群の筋厚と競技成績との関係． 体

力科学． 60（4）， 401-411．



[研究報告]

健康運動指導士認定試験対策としてのeラーニング講座の教育効果

樋口　行人*，大下　和茂*

Educational Effects of E-learning Instruction for Passing the 
Qualification Examination of Certified

"Health Fitness Programmer"

Yukito HIGUCHI*，Kazushige OSHITA*

Abstract
The passing rate of the qualification examination for certified "Health Fitness Programmer" in our 

faculty was lower than that of the national average from 2010 to 2014. This result suggests that our 
students have to preserve enough time to prepare for the examination. Such a learning support system, 
providing e-learning instruction, can help students to preserve the preparation time; they can study 
anytime and anywhere using by their mobile electronic devices. The e-learning instruction influenced 
on assimilating knowledge of health fitness. Furthermore, the teachers can utilize the e-learning test 
results as a supplementary data in their face-to-face class. We constructed such a support system, and 
investigated the effects of providing the instruction on passing rate of the qualification examination. 
According to these blended follow-up system, current year's passing rate has risen on leaps and bounds. 
This result suggests that the e-learning instruction is an effective method of teaching for the qualification 
examination.

九 共 大 紀 要
第6巻　第1号
２０１５年９月

KEY WORDS : e-learning, health fitness programmer, face-to-face class

＊九州共立大学スポーツ学部 ＊Kyushu Kyoritsu University, Faculty of Sports Science



64 樋口　行人　他

１．緒言

　公益財団法人健康・体力づくり事業財団では，国民

の生活習慣病予防や介護予防に貢献すべく，個々人の

心身の状態に応じた，安全で効果的な運動を習慣化す

るための運動プログラムの作成および指導を担う者と

いうコンセプトの下，健康運動指導士を養成している．

本学部でも所定の単位を修得すれば，この認定試験の

受験資格を取得できるが，試験合格率は平成21年度

本学部33.3％，養成校全体35.8％，平成22年度本学部

33.3％，養成校全体47.9％，平成23年度本学部41.7％，

養成校全体52.7％，平成24年度本学部35.3％，養成校

全体46.2％（ここまですべて各年度本学部在学生受験

該当試験単回で比較），平成25年度本学部35.7％，養

成校全体48.4％（平成25年度からカリキュラム改編に

より本学部在学生も同一年度に複数回の受験が可能に

なったため，受験該当試験複数回平均で比較）と開設

以来本学部は低率であった．

　この理由として試験対策講座の時期的遅さが懸念さ

れたため，平成23年度より試験合格のための自学自

習システム（eラーニング講座）を構築した．この講

座は，本学教員が独自に作成した基礎テストと応用テ

ストからなり，受講学生はインターネットに接続でき

る環境であれば，専用WEBページからIDとパスワー

ドでログインし，①いつでもどこでも，②自分のペー

スで繰り返し，③最新の情報を学習することができる．

しかしながら，上述のように本学部の健康運動指導士

認定試験合格率は，養成校全体を下回り続けていた．

　そこで平成26年度は，ただ単にeラーニングテスト

を行わせるだけでなく，eラーニングテストの受講履

歴から学生個々の現状や弱点を把握して，適した個別

指導を行っていくこととした．個別指導は本学の支援

制度「やる気支援プログラム」および「直前対策講座」

にて行った．本報告では，本システムを運用した成果

について述べる．

２．方法

　平成26年度の本学eラーニング講座は，6月末から

翌3月末までの9 ヵ月間，edenシステム（UNEARTH

株式会社，東京）を用いて，例年通り基本テストと応

用テストを自学自習する方式で行った．ただし，11

月試験で合格した場合は，合格通知の届いた時点で打

ち切りとした．システムの詳細については，既報を参

照いただきたい1）．

　講座内容は，健康運動指導士養成講習会テキスト上・

下巻の15章の内容を12分野に再統合し，分野ごとに

○×問題10問1セットの基本テスト2 ～ 3セット（20

～ 30問）の計300問と，認定試験同様の四肢択一の応

用テスト75問を設定した．受講生が回答を送信する

と，得点及びすべての設問の正答と解説が表示される．

問題作成に際しては各分野全般を網羅し，偏りがない

ように配慮した．26年度のこの講座は，特に単位化

する等の処置をせず，授業時間外の自学自習の充実を

目的に行った．

　eラーニング講座実施中，Learning Management 

System（LMS）を用いて学生個々の学習進捗状況な

らびに基本テスト・応用テストの結果からそれぞれ弱

点をあげ，「やる気支援プログラム」および「直前対

策講座」にて指導した．さらに健康運動指導士認定試

験合否結果を追跡調査し，教育効果を検討した．健康

運動指導士資格取得希望者全員にIDを発効し，平成

26年度は最終的に7名が受験したため，この7名につ

いて受講履歴を解析した．また，平成25年度卒業生2

名が，再受験のため在学中に行ったこのシステムをま

た使用したいと申し出たため，当初受験予定で途中に

受験をとりやめた在学生2名のIDを利用させた．

３．結果

１）試験結果

　表1に平成26年度の健康運動指導士認定試験合格率

を示した．受験7名中5名合格で合格率71.4％と，本学

の中期計画当年度目標の60％を上回るとともに，開

設以降初めて養成校全体の合格率（56.5％）を上回っ

た．

２）個別データ

　表2に受験者の個別データを示した．やる気支援プ

ログラム受講回数，eラーニング受講率の上位者は，

軒並み合格している．eラーニングテスト全完了者2

名の全テストセットの正答率は80％以上と，繰り返

しの効果が見てとれる．

３）卒業生試験結果

　平成26年度3月試験より，財団から各大学の卒業生

表1　平成26年度健康運動指導士認定試験合格率

合格率 合格者数／受験者数
本学部 71.4% 5／7

養成校全体 56.5% 239／429

128回（11月）試験・129回（3月）試験合算



65健康運動指導士認定試験対策としての e ラーニング講座の教育効果

受験情報も提示されるようになった．本学部卒業生で

は3名が再受験，1名が新規に受験し，4名とも不合格

となっていた．学部として再受験を把握していた前述

の2名の卒業生は，平成26年度11月試験を受験し合格

しているため，この中には入っていない．3月試験単

回での再受験合格率は15.9％であり，かなりの苦戦を

強いられている．

４．考察

　図1は健康運動指導士資格対策学習状況表の例であ

る．「やる気支援プログラム」および「直前対策講座」

時に随時学生に手渡し，やる気支援については不得意

分野を集中的に行うなど結果を反映させた内容とした．

平成25年度まではeラーニングテストを行わせるだけ

で，学生個々の現状把握やそれに応じた個別指導は行

えていなかった．平成26年度は資格取得希望者が少

なかったこともあり，eラーニングテストの結果を対

面授業形式のやる気支援に落とし込むことができた．

また，ネットを利用したテストの結果（弱点）を紙ベ

ースで受け取ることで，学習意欲がより高まったので

はないかと思われる．ネット学習と対面学習のハイブ

リット化が上手く行えた結果として，本学部在学生の

試験合格率が前年度の35.7％から71.4％に上昇したの

ではないかと考えられる．やる気支援プログラム受講

回数，eラーニング受講率両方ともに上位の者は合格

しており，どちらか一方が上位でも合格している．問

題はこのような学習環境が揃っていても学習しようと

しない学生であり，不合格者2名はやる気支援プログ

ラム受講回数，eラーニング受講率ともに下位であっ

た．1名ほどやる気支援プログラム受講回数，eラー

ニング受講率ともに下位で合格しているが，例年この

ような独自路線の学生が1名程度は見受けられるため，

本学習環境を否定する材料とは言えないであろう．

　最後に，26年度3月試験より情報開示となった再受

験者についてであるが，多くの者は仕事を持ちながら

の受験であると思われる．再受験者合格率15.9％が示

すように，仕事をしながらの試験勉強は困難を極める．

第一の理由は学習時間の確保ができないことであろう．

eラーニングシステムを使用したいと申し出た2名が

11月試験で合格していることから，限られた時間の

中で学習するにはeラーニングはよいシステムである

と言える．これは在学生にも言えることであろうが，

特に自制が必要であるとされる社会人となった卒業生

に手厚く学習環境を提供していく必要があるのではな

いかと考える2）．

５．まとめと今後の課題

　eラーニングテストの結果（弱点）を，随時紙ベー

スで配布することや，やる気支援プログラムの内容に

反映させることで健康運動指導士認定試験の合格率は

上昇した．しかしながら，少人数であるから行えたこ

とであり，平成26年度資格取得希望者が少なかった

からこその結果であることは否めない．今後は合格率

を維持しつつ，受験者数・合格者数を上昇させていか

なければならない．また現時点では，管理者以外の教

員はリアルタイムでテスト結果を見ることができず，

情報共有は管理者が結果をまとめたものを定期配信す

表2　健康運動指導士受験者個別データ

合否 やる気支援受講回数 eラーニング受講率（％） eラーニング正答率（％）

A ○ 27 81 -
B ○ 25 48 -
C ○ 22 100 83.4
D ○ 10 100 86.8
E × 12 0 -
F × 5 9 -
G ○ 0 3 -

eラーニング正答率は、全完了者のみ

11A○○

eラーニング
あなたの終了率は， 87% ○○現在

○×基本テストから見るあなたの不得意分野は， 11 行動変容・心の健康

○×基本テストから見るあなたの得意分野は， 12 栄養学

あなたの応用テスト得点は， 38/75

応用テストから見るあなたの不得意分野は， 3 運動生理学

応用テストから見るあなたの得意分野は， 12 栄養学

図1　健康運動指導士資格対策学習状況（例）
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ることで行っている．やる気支援プログラムで健康運

動指導士資格対策を行っている教員は筆者らのみでは

ないため，今後他教員との連携もさらに密として，e

ラーニングテストの結果を有効活用できる体制を構築

していきたいと考える．
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１．緒論

　今，なぜ大学に「COC」（地域コミュニティの中核）

が求められるのか．まず，大学に期待される機能・役

割の変遷を見てみよう．昭和46年以降に着目したい．

　昭和46（1971）年には，社会教育審議会（以下「社

教審」という）から，「急激な社会構造の変化に対処

する社会教育のあり方について」が答申されている．

ここでは，「第一部-2-（2）」の中で，「生涯教育の必

要は，現代のごとく変動の激しい社会では，いかに高

度な学校教育を受けた人であっても，次々に新しく出

現する知識や技術を生涯学習しなくてはならない・・」

としながら「生涯教育という考え方はこのように生涯

にわたる学習の継続を要求するだけでなく，家庭教育，

学校教育，社会教育の三者を有機的に総合することを

要求している」１）としている．さらに，「・・今日，

あらゆる教育は生涯教育の観点から再検討を迫られて

いるといってよい．」としているのである．

　このような中で大学の変化に着目すると，昭和48

年度には，東北大学に「大学教育開放センター」が設

置されている．国立大学に，大学教育開放の専門機関

が設置されたのである．以後，昭和51年度には金沢

大学に，昭和53年には香川大学に設置されている．

大学に求められる役割として，「大学開放」が叫ばれ

るようになったのである．

　また，昭和61（1986）年度には，徳島大学に大学

開放実践センターが，高岡短期大学に短期大学開放セ

ンターが設置されている．

　さらに，平成3（1991）年には，宇都宮大学に生涯

学習教育研究センターが設置され，以後生涯学習（教

育）研究センターとの名称のセンターが整備されてい

る２）．

　九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学生

涯学習研究センターの設置も平成6年である．この頃

のセンターの背景を国の答申等に見ることができる．

　平成2（1990）年1月30日には，中央教育審議会（以

下「中教審」という）から「生涯学習の基盤整備につ

いて」３）が提言され，「・・大学・短大等は，生涯学

習機関としての役割」を期待されるようになり，地域

の生涯学習の中心機関となる「生涯学習センター」（仮

称）を開設していくことが奨励された．すなわち，「地

域の生涯学習の中心機関」としての役割が期待されて

きたのである．

　平成3（1991）年の大学審議会（以下「大学審」と

いう）「平成5年以降の高等教育の計画的整備につい

て」（答申）を提言している．ここでは，「大学等高等

教育の質的充実の実現」を掲げ，「教育機能の強化」・「世

界水準の教育研究」・「生涯学習への対応」を挙げてい

る．その「生涯学習への対応」として「地域社会への

積極的な貢献」等が謳われている４）．

　平成4（1992）年の生涯学習審議会（以下「生涯審」

という）「今後の動向に対応した生涯学習の振興方策

について」（答申）では，「社会人を対象としたリカレ

ント教育の推進」を掲げ，「リカレント教育」充実が

期待されている５）．

　平成8（1996）年の「生涯審」答申「地域における

生涯学習機会の充実方策について」では，「高等教育

機関は高度で体系的かつ継続的な学習機会の提供者と

して，生涯学習社会の中で貴重な役割を果たすことが

期待される」として「社会に拓かれた高等教育機関」

としての観点から，「社会人の受け入れの促進」と「地

域社会への貢献」を提言している６）．

　平成10年10月26日には，大学審議会から「２１世

紀の大学像と今後の改革方策について（答申）」が提

言され，２１世紀という競争的環境の中で，世界的水

準の教育研究を展開し，個性が輝く大学づくりに向け

た改革方策が提言された．そこでは，「社会的存在と

してその責任を十分に果たすべく改革」が求められて

いる７）．

　平成12年11月22日の「大学審」の答申「グローバ

ル化時代に求められる高等教育の在り方について」で

は，「【3】-2-（3）生涯学習ニーズへの対応（社会人

の学習環境の充実）」の中で，「大学における教育研究

活動の成果を広く社会に開放し，生涯学習の振興に資

することは，高等教育と社会との往復型の生涯学習を

推進する上で重要・・」としている８）．

　平成17年1月28日の「中教審」答申「我が国の高等

教育の将来像」では，「第2章-3-（2）大学の機能別分

化」の中で，「6. 地域の生涯学習の拠点， 7.社会貢献

機能（地域貢献，産学官連携，国際交流等）」が提言

されている９）．

　平成18（2006）年「改正教育基本法」では，「生涯

学習の理念」として「・・その生涯にわたって，あら

ゆる機会に，あらゆる場所において学習することがで

き，その成果を適切に生かすことのできる社会の実現

が図られなければならない」（第3条）として，「我が

国は生涯学習社会の実現を図ることが提言されている．

さらに，「大学」については，「大学は，学術の中心と

して，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真

理を探求して新たな知見を創造し，これらの成果を広



69
大学が「COC」（地域コミュニティの中核）となる活動推進プログラム開発に関する研究

～「学生消防隊」の結成と「地域防災講座」の開発～

く社会に提供することにより，社会の発展に寄与する

ものとする．」としている．大学での「成果を社会に

提供することにより，社会の発展に寄与する」ことが

求められているのである10）．

　平成25年の「第2期教育振興基本計画」では，「施

策21」の「COC構想」として「地域コミュニティの

中核的存在としての大学機能強化」が謳われている11）．

　このように見てくると，地域社会における大学の役

割は，「大学開放」から，「地域の学習推進の拠点」，「学

習の成果の社会貢献」，「地域貢献の要」，「地域活性化

の中核」，「地域コミュニティの中核」等が求められる

ようになってきていることがわかる．すなわち，「大

学開放」から，今や「地域コミュニティの中核として

の機能・役割を果たせ」と期待されているのである．

　それはなぜか．国の進める行財政改革の下で「大学

も時代の変化とともに，高等教育機関としての役割を

果たす」ことが求められてきたと言えよう．すなわち，

「大学も国の公的資金を使っているのだから，国民に

住民に役立つ機関たれ！」との声が聞こえそうである．

　さらに注目したいのは，文部科学省では平成27年

度から，全国にある86の国立大学を「世界最高水準

の教育研究」「特定の分野で世界的な教育研究」「地域

活性化の中核」の3グループに分類する．グループ内

で高い評価を得た大学に，運営費交付金を手厚く分類

する．大学の特色を明確にし，同じグループ内での競

争を促す狙いがある．」としていることである12）．ま

さに，持続可能な我が国の新しい時代に向けて，大学

の変化が求められているのである．

　

２．なぜ今，大学等に地域活性化の中核になる

　　ことを求められるのか

　では，この大学の変化が求められる背景は何か．そ

の根拠・出所を見てみよう．

（１）「第2期教育振興基本計画」

　我が国の「教育基本法」に基づく「第2期教育振興

基本計画」（平成25年）には，今後の大学の在り方と

して「地域社会の中核となる高等教育機関（COC構

想＝Center of Community）である」としている．す

なわち，大学の持つ様々な資源を活用して，地域が直

面している様々な課題解決に取り組むことにより，教

育研究機能の向上に資するとともに，地域の活性化に

も貢献しようとするものである10）．

（２）「地方創生」が掲げる「地域活性化」

　安倍内閣は「地方創生」を掲げ，平成26（2014）

年7月24日，内閣官房に「まち・ひと・しごと創生本部」

設立準備室を」発足させた13）．平成26年9月3日には，

第2次安倍改造内閣で，石破茂前自民党幹事長が地方

創生担当相に起用されている．

　このような中で，さらに，「まち・ひと・しごと創

生法」（平成26年11月28日）が制定され，その目的と

して「国民の一人一人が夢や希望を持ち，潤いのある

豊かな生活を安心して営める地域社会の形成」，「地域

社会を担う個性豊かで多様な人材の育成」，「地域にお

ける魅力ある多様な就業の機会の創出」を一体的に推

進するとしている14）．

　さらに，平成26年12月には「まち・ひと・しごと

創生総合戦略（総合戦略）」がまとめられ，政府全体

として，人口減少という課題等に対応し「まちの活性

化」等に取り組んで行こうとしている15）．ここには，

地方をどうするのか，まちをどうするのか，誰がする

のかかが問われているのである．

（３）「教育再生実行会議」（以下「実行会議」という）

　　の提言　─人づくりは，国づくり─

　「実行会議」は，第2次安倍内閣が教育改革を提言

するため，平成25（2013）年1月に官邸に諮問会議と

して設置した．平成25年2月26日には「いじめの問題

等への対応について」（第1次提言）．平成25年4月15

日には「教育委員会制度等の在り方について」（第2

次提言）．平成25年5月28日には「これからの大学教

育等の在り方について」（第3次提言）．平成25年10月

31日には「高等学校教育と大学教育との接続・大学

入学者選抜の在り方について」（第4次提言）．平成26

年7月3日には「今後の学制等の在り方について」（第

5次提言）．平成27年3月4日には「『学び続ける』社会，

全員参加型社会，地方創生を実現する教育の在り方に

ついて」（第6次提言）．平成27年5月14日には「これ

からの時代に求められる資質・能力と，それを培う教

育，教師の在り方について（第７次提言）等がなされ

ている16）．

　特に，平成25年5月28日の第3次提言「これからの

大学教育等の在り方について」では，その「はじめに」

の中で「大学の機能強化の取組に当たっては・・（中

略）・・「世界水準の教育研究の展開拠点」，「全国的な

教育研究拠点」，「地域活性化の中核的拠点」など，大

学教育の質・量の充実を図る中で，それぞれの大学が

持つ強みをいかしつつ，大学の多様性や地域の特性を

踏まえた取組が行われる必要がある．同時に，産学官

の連携・協力を始めとする社会総がかりの取組が必要

であり，国及び地方公共団体には産学官恊働での人材
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育成のプラットフォームづくりの推進が求められま

す．」としている．また，同第3次提言の「4　大学等

における社会人の学び直し機能を強化する」のなかで

は「大学・専門高等学校等において社会人が新たな能

力を獲得するための学び直し機能を質・量ともに強化

することが必要です」としている17）．

　平成25年10月31日の第4次提言「高等学校教育と大

学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」

では，「2　大学の多様な機能を踏まえ，大学教育の

質的転換，厳格な卒業認定及び教育内容・方法の可視

化を徹底し，人材育成機能を強化する」の中で「○　

大学は，その多様性を踏まえ，第3次提言で述べた社

会的役割等の明確化の取組や建学の精神等を基に，例

えば，次のような教育機能の強化を図る．国は，組織

的な教育改善を行う大学を積極的に支援する」としな

がら，「・新たな価値を生み出し，世界に発信する力

を備えたグローバル人材の育成　・幅広い教養を身に

付けた知識基盤社会を担う人材の養成　・我が国の強

みや成長につながるイノベーション創出を担う人材の

育成　・様々な分野における専門人材の養成　・地域

社会の発展を担う人材の養成　・社会人の知識・技能

の向上（学び直し）」を掲げている18）．

　また，平成27年3月4日の「教育再生実行会議」では，

「『学び続ける』社会，全員参加型社会，地方創生を実

現する教育の在り方について」（第6次）を提言して

います．そこでは「１．社会に出た後も，だれもが「学

び続け」，夢と志のために挑戦できる社会」，「２．多

様な人材が担い手となる『全員参加型社会』へ」，「３．

教育がエンジンとなって『地方創生』を」を掲げてい

る19）．

３．研究の目的

（１）内容

　大学が地域活性化の拠点としての役割機能を強く求

められている今，九州共立大学の「COC」地域社会

活性化の中核的な拠点としての可能性と今後の方向に

ついて分析・考察する．

　具体的には，①消防士を目指す学生を中心に，北九

州市折尾消防署と連携して九州共立大学「学生消防隊」

（九共消防隊）を結成し活動プログラムを開発すると

ともに，その立案への手順・手法を開発構築したい．

さらに，地域の関係機関団体との連携による地域防災

活動への方策を開発したい．②福原学園九州共立大学

を地域の「緊急防災避難所」にできないか検討し，学

長と北九州市長と提携・調印して設置する（検討・研

究した）．

（２）計画（構想イメージづくり）

　福原学園九州共立大学「COC機構（仮称）」を結成

する（学長or副学長が機構長）＝学園全体で取り組む

組織にする．将来，消防士を目指す学生を中心に，八

幡西消防署折尾分団消防署と連携して，九州共立大学

「学生消防隊」を結成し活動する．以上のようなプロ

グラムを開発し，今実施できるもの，検討すればでき

るもの等を分析する．

（３）期待される成果

　福原学園九州共立大学の実施する「COC機構（仮

称）」（学長or副学長が機構長）プログラムを全国モデ

ルとして提示・PRすることができる．また，在学中

から警察消防に関心をもち，活動を通して知識・技術

を習得でき，就職にも有利になる．消防・警察の合格

者増につなげたい．さらに，大学でのクラブ化を図る

ことによって，継続的に学生の社会力・指導力・コミ

ュニケーション力が養われるとともに，クラブ活動振

興に寄与できる．また，警察消防を目指す学生の入学

促進（学生募集）にも貢献できる．

（４）事業計画：

　消防士等を目指す学生で次の組織を設立し活動する．

九州共立大学「学生消防隊」を結成：①地元の八幡西

区消防署との連携，②救急避難時の避難指導，③地元

の消防署の指導で，年1 ～ 2回程度の訓練，④出初式

参加，イベント協力，⑤消防学校等のオープンキャン

パス参加等，以上のようなプログラムを開発し，今実

施できるもの，検討すればできるもの等分析する．

４．九州共立大学の「COC」への可能性

　まず，本学の「COC」への可能性についてイメー

ジ図で示したい．

（１）九州共立大学「COC」のイメージ図（図-1）



71
大学が「COC」（地域コミュニティの中核）となる活動推進プログラム開発に関する研究

～「学生消防隊」の結成と「地域防災講座」の開発～

　学内の関係部や機関が連携し「学内COCの機構」＝

地域連携推進室を中核として，地域コミュニティの課

題解決に「研究・学び・交流・活動等」の支援で貢献

する．

（２）地域の連携システムイメージ（図-2）

　連携の主な相手である地域を知ることが大事である．

地域はどのような関係機関団体で動いているかをイメ

ージしてみた．連携相手は多岐にわたっていることが

わかる．

（３）地域組織の活動資源の連携システムイメージ（図-3）

　地域を動かしているのは，何か・誰かを見てみた．

地域を具体的に動かしているのは，地域の関係機関団

体であり，それを動かしているのは人である．注目は，

地域には，地域を動かしている核になる人がいること

である．それが社会教育主事や民生委員，町内会長等々

の人である．また，人で成り立つ組織は「ヒト・モノ・

カネ」で動くことも忘れてはならない．

（４）福原学園３大学生涯学習研究センターの「COC」

　　  可能性（図-4）

　福原学園九州共立大学・九州女子大学・同短期大学

生涯学習研究センターは，平成6年度から，「大学開放」

「地域の学習活動の拠点」としての役割を担って運営

してきた．さらに今後，地域コミュニティの中核して

さらに発展するにはどうするか，その可能性をイメー

ジした．

（５）スポーツ学部の「COC」可能性（図-5）

　スポーツ学部は北九州市内の大学では，唯一のスポ

ーツ専門学部である．スポーツ学部の人的・物的教育

資源を活用し，「スポーツによる地域課題解決」をイ

メージした．

　地域住民の体力向上，健康づくり・介護予防・生き

がいづくり等「スポーツを活用」した，多様な連携支

援が考えられる．

　特に，大学の広大な敷地，耐震性の整った校舎等の

施設，食堂，収容能力の高い駐車場，総合体育館等，

地域の安心安全の拠点として機能も十分にある．そこ

で，北九州市の緊急避難所としての機能は果たせると
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思われる．

（６）学生消防隊の創設（図-6）

　地域の安心安全の拠点であり，北九州市の緊急避難

所指定の本大学の機能を更に高めるために結成したの

が，「学生消防隊」である．

　消防に関心のある学生で結成した「学生消防隊」を

地域の関係機関との連携し，ご指導を頂きながら学生

の意識改革を図りたい．

５．「防災講座」の開発

（１）「防災講座」開発・実施の背景

　東日本大震災・福島原発災害以来，我が国の防災に

対する意識が高まっている．また，国際的な防災戦略

を話し合う，第三回国連防災世界会議が平成27（2015）

年３月14日仙台市で開幕し，最終日の18日には，今

後の国際的な防災指針をまとめた「仙台宣言」を採択

した．まさに，我が国内外にとって「防災」に対する

戦略・対策は喫緊の課題である．

　一方，本学では，福原学園九州共立大学・九州女子

大学・同短期大学の学内施設等の耐震構造への整備充

実・拡充が行われている．このような中で，平成26

年６月1日から北九州市の「予定避難所の新規指定」

がなされ，地震・風水害・その他事故災害への対応が

求められている．（北九西総第527号，平成26年9月26

日，北九州市長北橋健治より九州共立大学学長福原弘

之宛通知）

　この時期に，本学では何が求められるか．１つには，

学生の防災意識の醸成と，その具現化として「学生消

防クラブ（隊）」の設立・クラブ活動としての拡充で

ある．

　２つには，学内外の機関と連携した防災講座の開発・

実施である．

（２）学生消防隊の結成（結成趣旨と訓練メニュー）

表-1　九州共立大学「学生消防サークル（隊）」

　　　活動計画（案）

＜趣旨＞：将来，社会人として地域社会の安心安全

の要となる人間形成を目指します．そこで，消防士

を希望する学生を中心に「九州共立大学『学生消防

クラブ（隊）』」を結成します．

　目的は，将来，消防士を希望する学生を募り，地

域コミュニティの安全・安心を構築する「九州共立

大学『学生消防クラブ（隊）』」を結成し，学生時代

から消防士に関する知識・技能・体力を培うととも

に充実した学生生活をおくることを目指します．

　さらに，北九州市消防局や八幡西消防署及び八幡

西消防署折尾分団，さらに，八幡西消防団第６分団

等の指導を頂きながら，学生消防クラブ（隊）とし

ての訓練・トレーニングを通して，地域社会の安心

安全の要となる人間形成を目指します．

表-2　訓練メニュー（案）

月日 訓練事項 講師（案） 備考

月日
結団式・消防の仕事に

ついて（説明）

北九州市

消防局
交渉中

月日 規律訓練（年2回）
北九州市

消防局

9月
防火服着装訓練

（年2回）

北九州市

消防局

9月
ホース搬送訓練

（年2回）

北九州市

消防局

10月
消火器取扱訓練

（年2回）

北九州市

消防局

10月

日大

学祭

地震体験車（年1回）

学生消防クラブ（隊）

の披露式

北九州市

消防局

11月 DIG（年1回）
北九州市

消防局

12月 救急講習会（年1回）
北九州市

消防局

＜その他＞

八幡西消防署折尾分団の模範演技と交流・訓練（計画

案）
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～「学生消防隊」の結成と「地域防災講座」の開発～

学生団員の自主訓練方法

毎週:水曜日5時間目に1時間訓練！（予定）

（３）九州共立大学「学生消防隊」結団式：表-3

日時：平成26年8月6日（水曜日）14:00 ～

場所：スポーツ学部A館４０１

日程内容　14:00 ～　

　　　　　会式の言葉（司会：古市，趣旨説明）

大学挨拶（九州共立大学事務局長）

北九州市八幡西消防署挨拶（予防課長）

学生代表挨拶（茅切正俊）

閉式の言葉

　14:45 ～「消防の仕事について（説明）」：北九州

市総務部人事課係長　

質疑応答

クラブ員

　　

６．「防災講座」の試案

（１）日時：

（２）実施場所：九州共立大学自由が丘会館

（３）主催：福原学園3大学，北九州市危機管理課，八

幡西消防署，

共催：北九州市婦人会連合会，折尾東市民セン

ター，折尾西市民センター，

（４）定員：100名，（５）受講料：無料

（６）対象：学生，八幡西区自主防災組織リーダー，

各種団体リーダー

（７）講座内容（検討案）　表-4

日時 　テーマ・内容 担当講師

「危機管理とは何か」

北九州市危機管

理課（予定）：管

理監　

「八幡西区」における緊急避

難の心得

北九州市八幡西

消防署

「救急救命士」の役割 救急救命センター

「東日本大震災を土木の視点

から考える」

－災害対応を担う土木・建

築界」―

九州共立大総合

研究所長

「緊急避難時の事故防止への

対応」

九州共立大学ス

ポーツトレーニン

グセンター長：

「地域防災体制の強化と支

援」－無人機の活用―

九州共立大学共

通教育センター講

師

「自主防災組織活動の在り

方」

北九州市危機管

理課（予定）

八幡西区自主防

災リーダー

「津波や高潮から身を守るに

は」

九州共立大学」

総合研究所特別

研究員

九州共立大学の「避難所」

指定に期待する

シンポジウム：

北九州市八幡西

区長

八幡西消防署長

北九州市婦人会

長

八幡西消防第6

分団長

（８）留意点

＜留意点＞

　地域の「自主防災組織」との連携は「市の危機管理

課」の協力が必要である．

　北九州市危機管理課，北九州市消防局，八幡西消防

署，八幡西区「自主防災組織」，八幡西消防団第６分団，

八幡西区自治会長，婦人会長，市民センター館長等と

の連携が必要である．

７．おわりに

　本研究で本学は，地域の安心安全の拠点としての役

割・機能を十分に果たす事ができる事が明らかになっ

た．すなわち，広大な敷地，耐震化された校舎・体育

館，広い駐車場，スポーツ競技場，日常も数千人規模

の学生が利用する食堂2カ所等々が備わっており，「緊

急避難所」としての役割機能を果たす事ができる．そ

して，その役割機能が果たせるように常日頃から緊急

事態を想定しトレーニングしておくのが九州共立大学

「学生消防隊」であると確信する．また，どのように

して「学生消防隊」を訓練するかの手順・手法の開発

が見えてきた段階である．

　さらに，地域住民や地域の自主防災メンバー対象の

「防災講座」も開発できたので，今後，実施に向けて

更なる研究・検討を図って参りたい．
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１．はじめに

　九州共立大学リコンディショニングルーム（以下，

RCRとする）では，学生アスリートを対象にスポーツ

傷害相談を行っており，同時にアスレティックトレー

ナー（以下，ATとする）を目指す本学スポーツトレ

ーナーコースの学生に対する実習活動も行っている．

　この実習活動は日本体育協会公認ATの資格取得を

目指す学生に対する養成カリキュラムである．そのた

め，スポーツ傷害相談は日本体育協会公認ATの資格

を有する本学スポーツトレーナーコースの教員が行な

い，学生トレーナーは教員の指示のもと補助活動を行

っている．その補助活動の一つとして来室状況の記録

を学生トレーナーが行っている．

　来室状況の記録は，日々の来室者記録と初回来室時

の記録，個々人の継続的な来室記録を行っている．こ

れらの記録は，RCRの運営における傾向や課題の検討

を行い，学生トレーナー教育および学生アスリートサ

ポートを充実させるために重要な業務である．

　本稿ではRCRの記録書をもとに，2014年度の来室

状況と活動を報告し，今後の展望を述べる．

２．RCRでの活動内容

１）学生トレーナー教育

　本学には教員としてATが4名在籍しており，RCR

内で現場実習を行っている．具体的な実習内容として

外傷・障害の予防，スポーツ現場における救急処置，

測定と評価，コンディショニング，アスレティックリ

ハビリテーション（以下，アスリハとする），組織の

運営，教育などがあげられ日本体育協会が推奨する教

育内容を実践している1）．

　また，本学には約30名の学生トレーナーで構成さ

れる学生トレーナー部CARE（Community of Athlet-

ic training and Reconditioning Expertsの略）のクラ

ブ活動を行う場としても運営されている．CAREに所

属する学生トレーナーもAT現場実習と同様に教員の

指導のもとRCRでトレーナー活動を行い，日々の学習

成果を実践の場で発揮している．

２）スポーツ傷害相談活動

　RCRでは学生の実習活動の一貫として，学生アスリ

ートを対象に，スポーツ傷害相談を行っている．

　スポーツ傷害相談の対象は主に以下の3つである．

　①擦り傷，切り傷，捻挫，打撲などの急性の怪我

　②腰痛，膝の痛み，肩の痛みなどの慢性の怪我

　③その他，スポーツで発生した怪我

　スポーツ傷害相談では，怪我の評価を行ない，必要

に応じて（又は学生アスリートの希望に応じて）以下

の対応を行っている．

　①近隣の医療機関の紹介

　②怪我の救急処置

　③競技復帰に向けたアスリハ

　④スポーツ外傷・障害の予防のためのコンディショ

ニング

　競技復帰に向けたアスリハは，医療機関において医

師の診断を受けたものが対象となる．そして，アスリ

ハの内容はその医師の指示のもと決定されたプログラ

ムを実施している．

３．来室状況

　2014年4月から2015年3月までの1年間にRCRを来

室した学生アスリートの総数は413名（男性211名，

女性202名）で，新規来室傷害件数は83件（男性51件，

女性32件）であった．来室者総数を月別に分類する

と6月が最も多く77件，次いで7月が67件，10月が64

件であった（図1）．

　新規来室時の記録内容は所属クラブ，学年，傷害部

位，傷害分類，来室目的である．その他，主訴や受傷

機転，理学所見などを記録している．新規来室の所属

クラブはラグビーが最も多く18件（22%），次いでバ

スケが17件（21%），陸上が12件（14%）であった（図

2）．学年別新規来室件数は，1回生が30件，2回生が

21件，3回生が25件，4回生が7件であった（表1）．

図1 月別来室者数

2014年4月から2015年3月までの1年間にRCRを来室した学生アスリートの総

数を月別に分類した．
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　傷害部位を上肢，下肢，体幹に分類し，手・手関節，

肘関節，肩関節，足・足関節，下腿部，膝関節，大腿

部，股関節，腰部，頸部に細分化した．その結果，下

肢が最も多く，その中でも足・足関節が32%，次いで

膝関節が30%であった（図3）．

　傷害分類は外傷と障害に分類すると外傷が73件

（88%），障害が10件（12%）であった（図4）．新規来

室の来室目的は，アスリハ，傷害相談，医療機関の紹

介，救急処置，コンディショニングに分類するとアス

リハが最も多く54件（65%），次いで傷害相談が29件

（35%），医療機関の紹介と救急処置，コンディショニ

ングは0件であった（図5）．

４．活動報告

　学生トレーナー教育として，AT教員は学生アスリ

ートが来室した際に情報収集，検査・測定，エクササ

イズ指導，救急処置などの補助を学生トレーナーに指

示し，実践的な指導を行っている．この実習は，本学

の学位授与方針にある「社会人として人と向き合える

コミュニケーション能力，および職業人としての基礎

的な力を兼ね備える」ことに対して非常に重要な役割

を担っている．

　学生アスリートサポートとしての活動は，RCRの来

室目的として最も多いアスリハの指導が中心である．

図2 新規来室の所属クラブ

新規来室の所属クラブを件数および割合で示した．
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表1 学年別新規来室件数

男 女 合計

1回生 19 11 30

2回生 11 10 21

3回生 15 10 25

4回生 6 1 7 

図3 傷害部位

a：新規来室の傷害部位を上肢，下肢，体幹に分類して件数と割合を示した．

b：新規来室の傷害部位を手・手関節，肘関節，肩関節，足・足関節，下腿部，膝関節，大腿部，股関節，腰部，
頸部に分類して件数と割合を示した．
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図4 傷害分類

新規来室の傷害部位を外傷，障害に分類して件数と割

合を示した．
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図5 新規来室の来室目的

新規来室の来室目的をアスリハ，傷害相談，医療機関の紹介，救急処置，コ

ンディショニングに分類して件数と割合を示した．
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RCRにおけるアスリハは，「医療機関における理学療

法プログラムと同様のエクササイズの実施」あるいは

「医療機関受診後にRCRにてAT教員が作成したプロ

グラムの実施」を行っている．アスリハは外傷後や発

症後は医療機関への受診が基本となり，医師の診察結

果から開始される1）．また，医療機関内のみでなくス

ポーツ現場でのアスリハも，医師の医学的な判断を基

に進行しなくてはならない2）．したがって，本学RCR

では，競技復帰に向けたアスリハの対象を医療機関に

おいて医師の診断を受けたものとしている．傷害が不

確定な状況では，適切かつ段階的なアスリハの提供が

困難なため，学生アスリートにとって大きな不利益で

あるとともに，様々なトラブルを招く恐れがある．単

に活動方針として伝えるだけでなく，医療機関の受診

を促す理由を明確に学生アスリートに伝える努力が今

後も重要となる．また，アスリハは半年以上にわたり

行われることも少なくないため，夏季および春季休暇

にまたがってアスリハを行う学生アスリートも存在す

る．夏季および春季休暇期間中のRCRは完全予約制と

なっているため，休暇期間にまたがってアスリハを行

う場合は，長期休暇前にセルフコンディショニングに

ついて再度指導を行っている．

５．今後の展望

　2015年度は本学教員2名が日本体育協会公認AT資

格を取得したことにより，日本体育協会公認ATが4名

在籍することとなる．また，4名それぞれが，全米ア

スレティックトレーナー協会公認AT，鍼灸師，理学

療法士，健康運動指導士など，多種の資格や免許を保

有しており，様々な専門的視点での指導が可能となり，

AT現場実習の充実度の向上が図られる．

　そこで，以下の3点に関するシステムの構築が今後

の重要な課題である．①「より多くの学生アスリート

を受け入れられる体制作り」，②「医療機関との連携

強化」，③「即戦力となる学生トレーナーの育成」．「よ

り多くの学生アスリートを受け入れられる体制作り」

には，AT教員の体制はもちろん，学生トレーナーの

技能の向上は必要不可欠である．また，今後更なるサ

ポート体制の強化を考えるのであれば，他大学のよう

に専門職員の雇用も必要となる．「医療機関との連携

強化」には，どのような連携方法を構築するのか模索

しつつ，医療機関との良好な関係作りが重要となる．

「即戦力となる学生トレーナーの育成」には，学びの

機会を増やすことだけでなく，学びの質を向上させる

ことが要件となる．これらの課題は単年で解決できる

ものではないため，各年度において，対策を検討する

ことがシステムの構築へと発展する．

　また，2015年度に学生トレーナー教育において重

要な行事が行われる．全国の学生トレーナーが一同に

集う日本最大の学生トレーナー交流会である「学生ト

レーナーの集い」を，2015年3月に学生トレーナー部

CAREを中心に本学において約600名の規模で開催す

る予定である．この「学生トレーナーの集い」は過去

17回開催され，近年は約700名程度の規模で行われて

いる．九州での開催は史上初であり，それを本学で開

催できることは非常に名誉なことである．「学生トレ

ーナーの集い」の開催という経験が，本学学生トレー

ナーにとって社会へ羽ばたく上で大きな糧となること

を期待してやまない．
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はじめに

　

　本稿は，現代高齢社会の問題を考えるためのテキス

トとして，文学史的にも有名な安岡章太郎「海辺の光

景」（『群像』1959.11,12）を読むことを目的としてい

る1．議論に際しては，筆者が平成26年度の後期に本

学で担当し，上記作品を取り上げた「総合教養基礎ゼ

ミナールⅡ」の授業計画を参照する．

　もっとも当該授業の目的は，高齢社会の問題を考え

るために戦後の小説を読むことではなかった．後述す

るように，当初は「海辺の光景」を含めて4篇の小説

を取り上げる予定であり，授業のねらいとしては戦後

高度成長期の日本を振り返るという大きな枠を設定し

ていた．しかし，授業開始後にスケジュールの大幅な

変更を余儀なくされ，「海辺の光景」と深沢七郎「楢

山節考」（『中央公論』1956.11）の二篇のみを扱うこ

とになった結果，焦点は自ずと現代の高齢社会の問題

を考えることへと絞られていった．

　そうした意味では，本稿の問題意識は担当授業を基

にしているが，授業内容の報告は目的ではない．授業

を経て改めて「海辺の光景」を読み直し，人文学系の

学部に所属していない学生に文学作品を読んでもらう

ための一つの視座を提供したいと考えている．

１．当該授業の計画と変更

　人文系の学部がない本学において，教育に文学作品

の読解を取り入れることは，学生の興味関心という点

から考えても，予備知識のなさという点から考えても

困難なことである．もとより，文学研究を行うために

は不可欠な文学史や文学理論についても，文学部の学

生に対するのと同じように教授するわけにはいかない．

　そこで筆者は，平成26年度後期開講の「総合教養

基礎ゼミナールⅡ」で高度成長期に発表された文学作

品数篇を取り上げ，希望に満ちた時代として振り返ら

れることの多い高度成長期を別の視点から検討するた

めに3篇の小説を取り上げることにした．右に掲げた

のは，当該授業のシラバスである．

　表1の「授業概要」欄にあるように，シラバス作成

時の授業のねらいは「希望に溢れた時代として顧みら

れることが面での変化のみならず，生活スタイルや住

環境など日本人の生活において多方面で劇的な変化が

あった時期であり，それまでの伝統的な環境や習慣が

失われていった．そうした「喪失」の側面を視野に入

れ，「戦後日本における近代と伝統の問題について考

え」ることであった．

　第5回目までの授業は，作品を読む前の予備学習に

費やした．第2回の授業では，三種の神器と呼ばれる

家電製品の登場や，産業構成における第一次産業比率

の激減など，高度経済成長期における日本社会の変化

について，正村（1993）を参照しながら解説した2）．

履修者が3名のみであったことも考慮し，第3–5回目

の授業も口頭発表の仕方などについて時間をかけて解

説した．そして，第6回目から「楢山節考」，「海辺の

光景」，藤枝静男「一家団欒」（『群像』1966.9）の順

に読解及び学生による口頭発表を予定していた．しか

し，深沢七郎「楢山節考」の発表を担当する予定であ

った学生が数回続けて無断欠席をしてしまい，さらに，

他の学生も部活動やインフルエンザなどの理由で相次

いで欠席するなどの事態もあり，「一家団欒」を扱う

余裕はなくなった．結局，「海辺の光景」についての

口頭発表を先に行い，「楢山節考」の発表担当の学生

が終盤になってようやく出席してきたため，最後の2

回の授業の中で口頭発表を行った．

　以上のように，授業計画は狂ってしまったが，結果

として，高齢社会の問題を考えるというより限定され

たテーマに基づいて「楢山節考」と「海辺の光景」を

読むことができた．そうした意味では，教養科目の授

業の中で文学作品を取り上げる試みを実践することが

できたといえる．

　本稿では取り上げないが，深沢七郎「楢山節考」も

高齢化について考えるに値する小説である．同作は江

戸時代の信州の山村を舞台にし，村の食糧確保のため

に老人を山に遺棄するという棄老伝説をモチーフにし

表 1　「総合教養基礎ゼミナールⅡ」シラバス
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ている．主人公のおりんは69歳にして心身ともに健

康であるが，70歳になると「楢山まいり」（棄老のこと）

に行かなければならないという村の掟に従い，自ら歯

を折り，息子の辰平に背負われて山に遺棄される．発

表当時からこの作品は文壇で大きな反響を呼び，木下

恵介や今村昌平によって映画化された．近年では，小

坂（2004）が報告しているように，福祉系の学生に

対する専門教育の中で，文学研究とは全く異なる視点

からこの小説を取り上げた例も見受けられる3）．

２．「海辺の光景」の文学史的位置づけ

 　

　本節では，「海辺の光景」のあらすじと文学史的評

価を確認しておきたい．同作は，東京にいる浜口信太

郎が認知症を患い高知の病院に入院している母・チカ

を父・信吉と共に見舞い，チカの最期を看取るまでの

九日間を描いている．安岡自身が母親を亡くしたとき

の経験に基づいた小説である．作中では，信太郎がチ

カと一緒に暮らしていた戦中や軍隊の獣医であった父

が復員してきた戦後の生活など信太郎による回想が断

続的に挿入されており，病院にいる現在時の時間が寸

断されている．

　回想場面を通して語られるのは，チカが信吉を嫌悪

していたことである．例えば，「ちょうど満州事変が

はじまって間もないころ」の回想では，「御用聞が「お

たくの旦那は軍人さんですってね」と問いかけた」の

に対して，「（獣医だ）と信太郎は答えようとして，コ

タツの下から母の手で足をギュッとつかまれてしま」

い，その後に「そのとき母の羞恥心が端的に息子の心

にのりうつった」と語られている．また，これより前

の部分では「父のすることなすことは，食べ物のこの

みから職業のえらび方まで一切合財，ことの大小にか

かわらず，みな好ましくないものとして教えこまれて

きた」とも書かれている．

　戦後の信吉の復員は，母子密着の関係にあったチカ

と信太郎を経済的な問題に直面させる．「信太郎と母

とは，父親の帰還ではじめて敗戦を迎えたわけだった．

それまで彼等は，何の根拠もなしに自分たちは月給で

くらして行けるものだと考えていた」が，信吉は無職

となり，養鶏を試みるが失敗に終わる．チカは「近所

となりの洗濯物にアイロンをかけることから，闇物資

のブローカアの手伝い，家の一部を美容師兼マッサー

ジ師に貸して自分も客の頭髪を洗ったり，怪しげな手

つきで肩や腰をもんだり，等々」を試みるが，「どれ

もウマく行くはずはなく，生活は極めてあやうかっ

た」．また，当初は叔父から借りていた東京の借家の

家主が替わり，「信吉たち一家は，家屋不法占有で告

訴され」てしまう．その後，信太郎は東京に一人東京

に残り，信吉とチカは信吉の郷里である高知に移住す

る．そして，移住と前後して，チカの言動に異常が見

られるようになる．

　江藤淳は『成熟と喪失―〝母〟の崩壊―』2の中で，

以上のような「海辺の光景」の展開について，次のよ

うに述べている．

　　つまり「恥づかしい」夫＝父は，それにもかかわ

らず信太郎母子の小宇宙を支える秩序の基礎であ

り，したがってひとつの権威であった．だがこの

秩序と権威がやがて崩壊する．それは正確にこの

主人公が強いられた「成熟」の最初の段階，ある

いは彼と母親との内密な世界の喪失の第一歩であ

る4）．

　江藤はこの著書の冒頭で，敗戦によって父の「権威」

が「崩壊」したという物語によって戦後日本の近代化

を捉え，それにより「日本の母親と息子」の「ほとん

ど肉感的なほど密接な関係」が失われていったと述べ

ている．そして，そうした「喪失」の一部始終を描い

たテクストとして「海辺の光景」を取り上げているの

である．

　チカが亡くなった後の信太郎について，江藤は「「自

然」のなかでではなく「社会」というもののなかで，

つまり人と人とのあいだで生きて行かなければならぬ

ことを自覚しなければならなかった」と述べ，息子が

母子密着の関係性から離脱することを「成熟」と呼ぶ．

しかし，「人と人とのあいだで「自由」に生きるとは

どういうことであるか」を体現した「主人公を，今日

にいたるまで私はまだ安岡章太郎氏の小説のなかに見

出すことができない」とも述べており，あくまでも母

子密着の「内密な世界」の「喪失」までを描いた作品

として「海辺の光景」を位置づけている4）．

　「海辺の光景」が発表されたのは1959年であり，日

本は高度経済成長期に突入していた．江藤は，父の「権

威」の「崩壊」と母の「喪失」によって人は「成熟」

するという物語を敗戦後の日本のメタファーとして設

定し，経済成長していく戦後日本を別の側面から捉え

ようとした．この作品は母親を亡くした安岡自身の経

験を基にした作品であるが，江藤は戦後日本における

「成熟」と「喪失」の物語を「海辺の光景」に当ては

めた．そのことにより，「海辺の光景」の文学史的な
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評価は確立したのである．

３．「海辺の光景」読解のパースペクティヴ

　「海辺の光景」では，語り手が信太郎に焦点化して

いる．そのため，自ずと信太郎の独白が作品の叙述の

中心となっている．作品の末尾では，チカが亡くなり

病院を出た信太郎が「波もない湖水よりもなだらかな

海面に，幾百本ともしれぬ杙が黒ぐろと，見わたすか

ぎり眼の前いっぱいに突き立っていた」光景を目にし

て，「歯を立てた櫛のような，墓標のような，杙の列

をながめながら彼は，たしかに一つの〝死〟が自分の

手の中に捉えられたのをみた」．母親を亡くした信太

郎の心理が風景に投影されているわけである．

　江藤に限らず，他の「海辺の光景」の先行論でも，

信太郎の心理に注目したものがほとんである．例えば，

「戦争を通った後の青年の一種の感受性の悲劇みたい

なもの」5）が作品全体を貫いていると述べる亀井勝一

郎，「世人の迷信すらも母の死と結びつけて感得して

いる信太郎の立像にこそ，虚無の果ての亡母への憧憬

と人生の約束が託されているのである」6）と指摘する

村松定孝，「安岡は私小説的手法を通して自己の〈青春〉

を覆いつくした戦中と戦後の一体化という独創的な困

難な作業に挑み，青春を内部深くから客観化しようと

する」7）と論じる佐藤昭夫，「病院への隔離による排

除を余儀なくされた母親の最後を看取るという外形的

な出来事の継起の内で，おそらく心性としての〈母殺

し〉を信太郎はその基底から形成している」8）と指摘

する杉本優など，同時代評から比較的近年の論考に至

るまで枚挙に暇がない．

　だが，回想場面も含めてチカが錯乱していく様子を

描いているこの作品は高齢社会の問題，より限定して

いえば，認知症を描いているといえる．後述するよう

に，チカが「老耄性痴呆症」であることも作中で示さ

れている．

　回想場面の一つである東京の借家を出る前後のエピ

ソードからも，チカの「痴呆症」の症状は明らかであ

る．信吉とともに高知に移住することになったチカは，

出発当日の朝になって，「小型のワニ革のスーツ・ケ

ース」を紛失したことに気づく．東京に残る信太郎が

「警察や，国電と私鉄の乗り換え駅など，きのう母親

がたどったと思われる路で，心当りの場所を一つ一つ

たずねながら，カバンの行方を探索したが，やはりど

こにも見あたらず，手掛りになるようなことさえつか

めなかった」．結局，「スーツ・ケース」はチカが借家

に置き忘れており，隣人がそれを預かっていた．また，

「それから三ヶ月ばかりたった或る日」，信太郎はチカ

から「ひどく曲った大小ふぞろいの字が，封筒の上い

ちめんに散らばっており，切手は裏面の封をとじた合

せ目に貼ってある」手紙を受け取る．「封を切ると，

ほとんど白紙のままのものや，二三字書いただけでク

シャクシャに消したり，デタラメにインクをなすりつ

けただけのような字が並んでいるレターペーパーが出

てき」て，「わたくしはこの間キチガイ医シャのとこ

ろへ行つてまゐりましたが　べつにどうといふワルイ

こともないやうです」「伯母さんはとてもワルイ　ワ

ルイ　ひとです　まい日オコリどほしで　この間もマ

キをもつてわたしを追ひかけてきました」と書かれて

いた．

　信太郎はこのような手紙を書いたチカの状態をさほ

ど深刻なものとは考えていない．チカからの手紙と同

時期に届いた信吉の手紙を読むと，「結構，伯父たち

夫婦とも仲良く暮らしている様子で，母についてはた

だ，「この頃は錯覚に悩まされること多く，はたから

も見兼ねるほどに候」」と書かれていたのだが，「母と

父と，どちらの手紙が本当なのか，信太郎にはわから」

ず，「どちらを読んでも憂鬱な心もちにさせられる」

だけである．当時はまだ認知症に対する認識がさほど

深まっていなかったという理由もあるだろうが，「海

辺の光景」では，チカの錯乱は「狂気」として捉えら

れている．そして，先に紹介した先行研究でも作中で

の見方はほとんど相対化されていない．その理由は，

「海辺の光景」が信太郎の「成熟」をめぐる青春小説

として読まれてきたためである．

　だが，「1．当該授業の計画と変更」の冒頭で述べ

たように，人文系の学部に所属していない学生に対す

る授業で文学作品を取り上げる場合，旧来の文学史的

な評価を踏襲し，教養として文学作品を読むだけでは

生産的とはいえまい．「海辺の光景」に関していえば，

現在であれば主題的に描かれるであろう認知症や高齢

者介護の問題が描かれていないことの問題を考えるな

ど，現代社会に引き付けた読解が必要になると思われ

る．また，信吉・チカ・信太郎という家族の形態，つ

まり，核家族という家族形態が高度成長期に増加して

いったことを踏まえて読むこともできる．国立社会保

障・人口問題研究所の人口統計資料によると，全世帯

に占める核家族の割合は1955年には59.6％，1960年

に60.2％，1970年には63.5％と高度成長期の間に増

加していった10）．石原（1989）のように，核家族と

いう家族形態の問題を考慮しながらチカと信太郎の母
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子関係を論じることも可能であろう11）．

　次節では，有吉佐和子の『恍惚の人』を参照して，

認知症の描かれ方が戦後の文学の中でどのように変化

しているか確認したい．

４．作品の読解と高齢者福祉

　実は「海辺の光景」においても，チカの「狂気」が

病気であることは明確にされている．高知の病院に駆

けつけた信太郎は，チカの症状について医者と話して

いる．

　　　母のかかった老耄性痴呆症とは，どんな病気か

を訊いてみた．

　　　「さア，われわれにも良くは，わからんですな」

医者は腰に手をあてて，長身の体軀をそらせるよ

うに云った．「とにかく戦後，増えましたな，こ

ういう病人が……」

　　　身体の各部は健全なのに，脳細胞だけが老衰す

る．医学が発達して人間の寿命がのびるにしたが

って，この種の患者が多くなった．現在ではアメ

リカでもっとも多く見られる病例である．と，そ

んなことを話した．

　現在では，「痴呆症」という呼称は患者に対する侮

蔑的な意味合いを持っているとされ，認知症という名

称が用いられていることは周知の通りである12）．認知

症をめぐっては介護はもちろん，昨今では詐欺被害や

徘徊による事件事故などの問題も大きく報道されてい

る．しかし，「海辺の光景」の中では，チカの「痴呆症」

の症状は主題的に扱われてはいない．その一方，信太

郎以外の人物も含めて，チカが入院している病院や患

者への差別的な言動が散見される．チカが入院してい

るのは，永楽園という精神病院である．一年前，チカ

を入院させるために信吉らとともにタクシーに乗った

信太郎は，運転手に病院名を言うのをためらい，よう

やく「耳もとでささやくように云った」．運転手は「エ

イラクエン？」と「大声で問いかえし」，「ははア，こ

れでっか」と，自分の頭を指した手を空で二三度ふり

まわ」した．

　杉本（1998）が指摘するように，この作品には精

神病院や精神病患者に対する差別的な言動が随所に確

認できる13）．他の箇所でも，信太郎やその他の作中人

物による精神病や患者に対する差別的な言動が見られ

るが，精神病院自体も患者に対して劣悪な環境である．

永楽園の看護人の男は，信太郎に「医者も看護人も，

ただ居るというだけで，きわめて無責任であること，

ことにあの病棟はどうにも手のほどこしようのないと

思われる患者だけが収容されるために，放りっぱなし

にされていること」を告げている．川嶋至は作中での

精神病院の描かれ方を踏まえて，1970年に大熊一夫

が『朝日新聞』紙上で連載した「ルポ・精神病棟」3

に言及し，「あの看護人の男が訴えた永楽園の実態は

現今（1970年当時）の悲惨な日本の精神病院のそれ

に近いものだった」14）（括弧内引用者）と指摘してい

る4．精神病院であるため，若年の患者も入院してい

るわけだが，チカのような高齢の認知症患者も劣悪な

環境下に置かれていたのである．

　「海辺の光景」を読むと，当時は認知症患者も含め

て精神病院に入ることは珍しいことではなかったこと

がわかる．永楽園の医者は，「母のような病気にかか

っている者が全国でどれぐらいいるものか」と質問し

た信太郎に対して，「それがサッパリわからんのです

よ．外国の場合だと，老人だろうと何だろうと，すぐ

に入院させるのですが，こちらは家族主義というか，

個人主義思想の徹底がたらんというか，たいていは家

へ置いて外へ出さんようにしますからね．ことに病気

の性質から云って年寄りが多いものですから」と答え

ている．文脈からいって，「痴呆症」の患者を「入院

させる」病院とは精神病院を指していることは間違い

ない．

　「海辺の光景」より10年以上後に刊行され，認知症

高齢者の介護を主題とした有吉佐和子『恍惚の人』15）5

の中にも，精神病院への言及がある．この長篇は，主

人公の立花昭子が義理の父親で認知症になった立花茂

造の介護に忙殺されていく様子を描いている．自宅で

の介護に疲弊した昭子は，茂造を施設に入れることを

考え，「老人福祉指導主事」に相談する．この主事は「東

京都民政局の発行による「老人ホーム利用案内」」の

パンフレットを持参しており，そこには「低所得者の

ための養護老人ホーム，特別養護老人ホーム，軽費老

人ホーム，それから有料老人ホームと四種類」が紹介

されている．昭子は，各施設の利用資格や費用を確認

していくが，どの施設にも茂造を入所させられそうに

ない．茂造の介護の大変さを訴える昭子に対して，「老

人福祉指導主事」は「立花さん，老人性鬱病というの

は，老人性痴呆もそうですが，老人性の精神病なんで

すよ．ですから，どうしても隔離なさりたいなら，今

のところ一般の精神病院しか収容する施設はないんで

す」と言う．1970年代前半になっても，認知症の高
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齢者を受け入れる環境はこのようなものであったとい

うことがわかる．

　この作品には，「はっきり分ったのは，今の日本が

老人福祉では非常に遅れていて，人口の老齢化に見合

う対策は，まだ何もとられていないということだけだ

った」という昭子の認識を通して，当時の国による福

祉対策の遅れが指摘されている．また，有吉自身も「私

は最初から，老人問題は他人ごとじゃない，子供でも

いつか年寄りになる．まして私たちはもうじきなると

いうふうなことは，テーマとして繰り返し入れておき

たいと思ったんです」16）と『恍惚の人』執筆の意図

を述べている．

　安岡には，「海辺の光景」執筆に際して「老人問題」

を取り上げようという意図はなかった．安岡にあった

のは，「これを書くことによって，心の中に欠落して

いる何かを突き止めようという野心めいたものがあり，

その欠落したものを，最後の干上がった海の底から突

き出してくる黒い棒杙の行列の場面と照合させたいと

いう，いわば芸術的な意図」17）であった．安岡はそ

の後に「そうした野心や意図は消えて行き，ついには

これまで自分の生きてきた人生の一断片といったもの

を追うだけになってしまった」と続けているが，いず

れにしても母親の死という「人生の一断片」を題材に

した作品であることがわかる．

　しかし，安岡の執筆動機が有吉とは異なり，また，『恍

惚の人』から時代をさかのぼるとはいえ，チカを精神

病院に隔離したという選択について，信太郎にほとん

ど逡巡がないことには注目しておいてよいだろう．「海

辺の光景」では主題的に描かれていない認知症患者と

その介護をめぐる環境や認識という側面に注目するこ

とで，高度成長期の日本社会における高齢者福祉の状

況を垣間見ることができる．

おわりに

　本稿で試みたのは，文学史的には青春小説として読

まれてきた「海辺の光景」を別の角度から読み直すこ

とである．それは，文学への関心が高くない（あるい

は全くない）学生が大学の授業において文学作品を読

む意義を見出したいがためであった．認知症患者や高

齢者福祉の問題は現代日本で大きく取り上げられてお

り，そうした問題が過去にはどのように認識されてい

たのか知るための題材として，「海辺の光景」を読む

余地があるだろう．

　強調しておきたいのは，上記のような視点から「海

辺の光景」を読解する目的は，当時における高齢者の

扱いや病気に対する認識を単純に批判することではな

いということである．もちろん，時代の制約があるか

らといって，差別的な表現や描写を不問に付してよい

わけではない．だが，作品の差別的な面を批判するだ

けでは，高齢社会の問題を考えることにはならない．

人文系ではない学部生に対する教育としては，かつて

の日本における高齢者福祉の状況を理解し，現代に至

るまでに認知症という病気への認識や高齢者介護のあ

り方がどのような変化していったのかを考えることが

必要であろう．その教育の端緒として，「海辺の光景」

を読むことは有益であろう．

　ただその一方で，従来の文学史的な評価を無視して

よいわけではない．なぜなら，文学作品の受容や評価

のあり方をまず把握し，そのうえでこれまで見過ごさ

れてきた要素や評価の問題点を発見していくという過

程を通して，学生は物事を多角的に捉える視野の広さ，

あるいは問題発見能力を養うことができるからである．

それは，全学的に展開されている大学の教養教育科目

が果たすべき重要な役割である．「海辺の光景」につ

いていえば，「痴呆症」の患者が増加しているという

医者の話や精神病院の環境の説明が盛り込まれている

にもかかわらず，文学史的には母を「喪失」する息子

の青春小説として読まれてきたという事実を踏まえる

ことで初めて，別の角度からの分析・考察の余地を見

出せるのである．

　高齢社会の問題に限らず，社会問題を考えるために

は制度・政策の検証，データの分析など実証的な調査

が必要であることは言うまでもない．だが，ある問題

について具体的な分析・考察を行う前段階として，ま

ずはその問題に興味関心を持つことが必要である．高

齢社会の問題に限らず，一般教養科目の中で小説とい

うフィクションを読むことは，学生の視野を広げ，社

会問題に対する興味関心を引き出すための有効な行為

となり得るはずである．

注

１　本稿における「海辺の光景」の引用は，安岡（1986）

に拠り，ルビは省略した．

２　同書は，1962年に河出書房新社より刊行された．

３　同連載は，のちに『ルポ・精神病棟』（朝日新聞社，

1973）として刊行された．

４　川嶋（1970）の引用は，参考文献9）日本文学研

究資料刊行会編（1983），p.42に拠った．また，先

述の阿部ら（1960），村松（1969）の引用もそれぞ
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れ，同書p.22，p.53に拠った．

５　『恍惚の人』の引用は，有吉（1972）に拠った．
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はじめに

　近年の急速な通信網の発達で様々な電子機器を用い

て，遠距離にいる者と容易にコミュニケーションがで

きるようになった．そうした通信網の発達の恩恵を受

けて，テレビ電話のようなスカイプも質の向上と共に，

ビジネスにも活用されるようになった．スカイプを用

いた国境をまたいでの社内外の会議もその1つであり，

また近年ではスカイプを用いた英会話事業も展開され

るようになった．スカイプ英会話の歴史はまだまだき

わめて浅いものである．世界でインターネットを用い

た英会話の学習が始まったのは1997年頃のことで，

日本で開始されたのは2000年だということである1．

現在，英会話スクール受講者が作成した資料によると，

日本にスカイプ英会話スクールは約163校存在してい

る2．

　徐々に浸透してきたスカイプ英会話であるが大学に

導入されたのは，2010年頃である．2010年頃に京都

大学大学院，京都産業大学，流通科学大学に導入され

ている3．2014年11月には，東京大学でも導入される

ことになり，次第に大学に広まってきている4．

　スカイプ英会話を大学に導入するという歴史は浅く，

大学によってもその導入の仕方は大いに異なっている

が，筆者自身が本務校の講義の一部に導入することに

よって，個別指導によるオンライン教育のもたらすメ

リットは非常に大きいものだということを実感した．

実際，イランの S. ヨーセフィ（Samaneh Yousefi）は，

スカイプなどのインターネットのソフトウェアが，

“authentic, student-centered, communicative 

activities” 5 を提供できると指摘し，その効果につい

てこれまでの教授法との比較を行っている．たしかに

導入に費用が掛かるということと講師（業者）の資質

を見極める必要性があるという難点があり，また実際

に使える英語を習得するにはかなりの受講時間数が必

要である．しかしながら，スカイプ英会話を授業に組

み込むことで，日常生活ではほとんど英語を使用する

ことがないという状況で英語を学習している学生達に

実用的英語学習への学習動機を与えることができると

思う．そのことは，学習後の学生へのアンケート調査

から読み取ることができる．

　本論で扱うスカイプ英会話学習とは，スカイプを用

いて行うマンツーマン形式の英会話学習のことに限定

する．いわゆるテレビ会議方式，多数対多数，一人の

講師対多数の学生という学習方式は対象としない．あ

くまでも，一人の講師が一人の学生を30分ほど指導

する授業形態に焦点を置き，個々の学生が必然的に英

語を話さなければならない状況になるマンツーマンの

学習に限定する．

　この方式の最大のメリットは，「学生が主体となり，

実際に英語話者講師と30分程自分のレベルに合わせ

て英語を話すことができる」ということだと思う．

　本論では，昨年度，本務校の一部の英語講義におい

て導入したスカイプ学習からこの種の指導法の有効性

を考えてみる．

１．九州共立大学での事例研究と対象学生の

　　英語力等について

　九州共立大学の学生達の英語力は平均的大学生の英

語力よりも低く，学部の特性上，学生達は英語学習に

それ程の意欲を抱いていないと思われる．今回，そう

した学生達に半年間，或いは，１年間スカイプを利用

して英語話者による個別指導を受講させ，彼らの英語

コミュニケーション力と実用的英語学習へのモーティ

ベーション向上をはかろうという試みを講義と連動さ

せて行ってきた．半年間，1年間といっても大学の講

義は，90分講義が前期15回，後期15回であり，その

うちの各13回25分という限られた時間をそうした指

導に充てているので，コミュニケーション力の向上に

は直接的に至らないだろうことは予想できるが，一定

期間，学生達が英語話者による個別指導を受講するこ

とで次のステップに繋がれば良いとの期待を込めてこ

うした取り組みを行った．筆者自身，講義でのスカイ

プ利用は初めての試みであり，多くは英語を不得意と

する学生達も初めてこうした講義を受講している．

１.－１．対象学生：九州共立大学スポーツ学部2年生，

英語Ⅲ，Ⅳ，コミュニケーション受講者（55名［男

子38名，女子17名］，2クラスに分割）

　学生達の多くは，中学校レベルの基本的文法事項を

習得できていなかったり，中学校で学習する英単語を

理解できていない．また，出身高校が普通科ではない

学生も多く存在しており，学生の一部は普通科の高校

生が高校で学習する文法事項を学習していないという

現実がある．本来なら，自学学習において行うべき個

別指導であろうが，学生達の英語学習への意欲や英語

力を鑑みると，英語話者からの個別指導中での教員サ

ポートの必要性，及び，強制的に行わないと取り組ま

ないということが考えられ，講義の一環として行った．
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２．使用教材と指導内容・方法

　九州共立大学では，英語講義においては共通テキス

トを採用しているので，コミュニケーションクラスの

統一路線を逸脱しない範囲で講義ではスカイプレッス

ンを導入した．指導内容としては，共通テキスト内の

一部のダイアログを用いて，発話・発音指導，穴埋め

問題等を英語話者講師からの個別指導で行うと共に簡

単な日常会話の指導も行った．

　学生には，彼らの英語力を鑑みて本来なら講義では

使用を許可していないスマートフォン，及び，パソコ

ンでの英単語検索も許可して，個別指導に臨ませると

共に，援助を求める学生には担当教員が時々英語話者

講師とのコミュニケーションが上手く取れるように手

助けをした．

３．４月初回講義でのスカイプを用いた個別指導

　　への学生アンケートの結果（52名回答）

１．貴方は，英語が好きですか　

２．今まで英語を学んできて，貴方は英語に対して抵

抗感がありますか．

３．交通網の発達で，世界が身近になってきて います．

21世紀を生きるのに，将来，貴方は英語運用能力

が必要だと思いますか．

４．貴方は英語圏の国々，或いは，その文化に関心が

ありますか．

５．貴方は英語で意思疎通ができるようになりたいと

思いますか．

６．この講義では，スカイプを利用して英語話者によ

る英語の個別指導も行おうとしています．貴方はこ

うした講義形式に関心がありますか．

７．スカイプを利用した英語の個別指導は，実用的英

語能力を習得するのに有効だと思いますか
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８．スカイプを利用した英語の個別指導で，貴方は少

しでも実用的英語能力を向上させたいと思いますか．

９．英語を話すことに慣れていない人が多いと思いま

すが，貴方は英語を話すことを恥ずかしいと感じて

いますか．

10. スカイプを利用して，英語話者の口の動きを見た

り，真似たりして，発音指導等を受けられるレッス

ンの存在を知っていましたか．

４．前期終了時（13回受講時）のスカイプを用いた

　　個別指導への学生アンケートの結果（43名回答）

１．スカイプレッスンを受講後，貴方の英語に対する

関心に変化がありますか．

２．今までスカイプレッスンを受講してきて，貴方は

英語に対して関心が芽生えましたか．

３．スカイプレッスンを受講後，貴方は英語で意志疎

通ができるようになりたいと思うようになりました

か．

４．この講義では，スカイプを利用して英語話者によ

る英語の個別指導も行ってきました．貴方はこうし

た講義形式は良かったですか．

５．半期，スカイプを利用した英語の個別指導を受講

して，こうした個別指導は実用的英語能力を習得す

るのに有効だと思いますか．
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６．スカイプを利用した英語の個別指導を受講して，

貴方は少しでも実用的英語能力を向上させたいと思

いますか．

７．スカイプレッスンは，楽しかったですか．

８．今後もスカイプレッスンを継続して欲しいですか．

５.　スカイプレッスンについての学生の感想

［前期終了時］

＊肯定的意見

１）もっと英語が話せるようになりたいと思った．あ

まり喋れなくって相手に申し訳なかった．

２）やっていると難しいが，やっているうちに身に付

いている気はする．

３）楽しかったけど，難しかった．

４）もう少し英語が理解できていれば楽しいだろうと

思った．

５）これをするのは初めてだったので，出来てよかっ

たです．

６）とても楽しく英会話ができました．

７）最後の4日ほど同じ先生だった．違う人と喋りた

かったので，少し残念だった．

＊否定的意見

８）日本語が話せる人がいいです．（他1名）

９）普通の授業がいい．（他1名）

［後期終了時］

＊肯定的意見

１）実際に話している英語を聞いて会話をするのは，

ものすごく難しかった．でも，その反面，ものすご

く楽しかった．

２）最初は全く話せないし，相手の言っていることも

わからなくって，嫌だった．けど，何度もやって行

くと少しづつ理解でき，もっと英語が話せるように

なったらいいなと思った．

３）外国人と喋る機会は少ないので，スカイプレッス

ンはとても良いと思います．

＊否定的意見

４）たまに，本当に全く何が言いたいのか英語で言わ

れて分からない時があり，困惑する．

５）難しすぎて，焦ることがある．苦手．

６）少し日本語を話せる先生の方が良かった．（他4名）

７）同じ先生がレッスンをして欲しい．（他1名）

６．後期初回と最終回レッスンでのスピーキン

　　グテストの結果

　マンツーマン形式によるスピーキングテストを後期

初回と最終回レッスンにて行い，スピーキング力の向

上を測った．試験内容は，スカイプレッスン導入業者

が作成しているスピーキングテストは難易度が高かっ

たので，一部内容を変更して九州共立大学学生用に易

しくしたが，スピーギング力の向上を測ることが目的

であるので２回の試験内容の難易度はほぼ同一にした．

＊初回試験（10月7日）

　※総受験者数：３７名6

　※平均点：5.7点（15点満点，「Upper Entry Lev-

el 」と「Beginner level 」の中間ぐらいを意味し

ていると思われる．）　

＊２回目試験（1月6日）

　※総受験者数：４６名

　※平均点：6.4点（15点満点，「Beginner level 」ぐ

らいを意味していると思われる．）
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７．スカイプ個別指導の効果と課題

　一斉授業においては，居眠りや私語をして講義に積

極的に参加していない学生も，スカイプレッスンはマ

ンツーマン形式の指導である為その間は英語話者講師

の指導に従い，発話をしている．学生が学習主体とな

れるオンライン個別指導の利点が現れている結果だと

思われる．何人かの講師に学生の取り組み状況を尋ね

てみると，総じて真面目に取り組んでいるようである

が，更なる発音指導が必要なことと英語の音声に慣れ

させる必要があることは指摘された．

　学生のスカイプレッスンへの取り組み方はやはり

様々である．電子辞典を片手に積極的にレッスンに取

り組み，自らのコミュニケーション能力を向上させよ

うとしている学生や，こうしたレッスンを講義を離れ

ても継続させたいと感じている学生も存在している．

スカイプによる個別指導導入目的として英語運用能力

向上を目指すきっかけを学生達に与えることができれ

ばと考えていたので，その点では一部の学生に限られ

ているかもしれないが，成功だったと思う．学生アン

ケートを見る限りにおいても，コミュニケーション能

力向上の必要性と，向上させたいと希望している学生

が多数であること，また，こうした講義への関心が高

かったのでスカイプによる個別指導導入は学生達に英

語運用能力向上への学習動機を与えることは出来たの

ではないかと思っている．

　但し，幾つかの問題点は残っている．先ずは，予算

面である．今回，こうした個別指導を実施できたのは，

本務校から予算配分されたことによるものであり，今

後，継続するには先のスピーキングテストの結果以上

に，この指導法の効果と有効性を示して行くしかない

と思っている．今回は，筆者自身が赴任したばかりの

大学での初めての試みであったので，本務校の共通カ

リキュラムを意識し，スカイプレッスン導入以前に学

生達への基礎的発話・発音指導が出来なかったが，個

別指導をより効果的にする為には，こうした準備段階

を経てスカイプレッスンに繋ぐ必要性があると感じて

いる．また，スカイプを使用するにはパソコンが必要

であり，学生がパソコン操作に熟達しておらず，上手

くパソコン操作ができない学生もいるし，オンライン

での指導ゆえ，スカイプの繋がりが悪く十分な指導が

できない場合もある．そして，こうした講義はパソコ

ン教室の使用が必要となるが，パソコン教室での講義

では，学生がレッスン時間以外にもパソコンを操作し

て，残りの講義には耳を傾けないという問題点もある．

８．終わりに

　中学校，高等学校と何年間も英語を学習してきても

日常会話すらままならないと日本の英語教育の問題点

が指摘されて久しい．そうした世論の声とグローバル

化による社会情勢の劇的変化で，現在の中学校，高等

学校における英語教育はかつてのような文法，読解を

重視したものだけではなく，コミュニケーション能力

の向上を目指す実用性へと大きく動いている．小学校

でも英語活動が2011年度に5，6年生に必修化され，

文部科学省は2020年度までを目処に英語を教科化す

ると共に学習開始年齢を早めようとしている．

　では，大学での英語教育はどうであろうか．多くの

大学で，短期，長期に拘らず英語圏への語学研修が行

われており，また，多くの大学でフルタイムの英語ネ

イティブ・スピーカーが採用され，彼らを中心に講義

を離れて昼休みなどを利用して英語カフェ，英語ヴィ

レッジ，英語ラウンジなどが開催され，学生達へ自由

に英語を話す機会を提供している．英語に関心を抱い

ている学生達は，こうした語学研修や外国人講師によ

る会を利用し，自らの英語運用能力を向上させようと

していると思う．しかしながら，英語に多少の関心は

あっても海外研修に出掛けるまでに至らない学生や7，

自らの英語力を鑑みていきなり外国人講師らによる会

に参加することを厭う学生達には，教員側から彼らに

英語を発することへの自信をつけてあげる機会を提供

しないと，英語運用能力を身につけることに積極的に

はならないのではないだろうか．2010年頃に少数の

日本の大学や大学院で始まったスカイプを利用した英

語運用能力向上の試みは，現在，高等教育機関で広ま

りつつある．講義の一環として導入している大学，自

学学習において導入している大学―それぞれの運用の

仕方は異なっているが，島国日本で外国語を習得する

環境に恵まれていない若者達へ日本にいながら外国語

習得が可能になるような環境を整えてあげたいとの思

いは同じはずである．近年の急速な通信網の発達のお

かげでこうしたメソッドを低予算で活用することが可

能になり，諸外国と経済的に競争して生きることを強
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いられる21世紀を生きる若者達にはその利点を活用

し，英語運用能力向上のモーティベーションを得て欲

しいと願うものである．

注：

本稿は，拙論「スカイプを利用した英会話個別指導の

試みと学生の反応」（『紀要』第43号，九州英語教育

学会）の一部に大幅に加筆修正を施したものである．
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4 Feb. 2015 < http://www.ecominc.co.jp> 参照．
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net/school> 参照．
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１．緒言

　外国語を習得するには，教師の役割はいうまでもな

く，昔から外国語学習の過程で教師の力量が重要視さ

れてきた．これまでの研究分野は主に外国語の教授法

を中心に研究を進めてきたが，実際の教育現場では，

同じ教師の講義を受けている学生同士の間でも学習効

果に相当な格差が見られる．そのため，学習効果が学

生の個人能力にも左右されているのではないかと数多

くの研究者に注目されている．教室で教師の監督のも

とで学習する時間は限りがあり，教室外で教師の監督

がない時間の学習の重要性も重視せざるを得ないと思

われるようになった．このように，近年では，学習者

個人の学習能力の役割が再認識されてきた．

　したがって，「どのように学ぶか」をめぐって「学

習ストラテジー」という専門用語が誕生した．学習者

が外国語を習得する過程で，それぞれ自分なりの方法

でその学習にあたっている．その中，学習効果を促進

する方法もあればあまり効果的ではない方法もあるわ

けである．学習ストラテジーというのはその中の学習

効果を促進する作用を持っている学習方法のことであ

ると簡単に言ってもいいと思われる．だから，学習ス

トラテジーに関する研究は学習者の自分で自分の学習

を管理する「自律的学習」の促進にもつながっている

と思われる．そして，そのストラテジーは学習者の学

習経験の長短によって増加したりするではないかと仮

定できるであろう．

　本稿では内蒙古大学日本語学部の一年から三年まで

の学生を対象に，学生の学習ストラテジーの実態を考

察し，その結果を分析するとともに学習ストラテジー

が学習者の学習経験と年数の増加によって変化するか

についても検討してみたいと思う．

２．方法

（１）調査時期と対象

　2015年2月に質問紙を内蒙古大学日本語学部1 ～ 3

年生に配布し，アンケート調査を行った．調査した人

数と有効回答数の内訳は表1のとおりである．4年生

は就職活動で不在の人が数多かったから，今度の調査

から除き，合計164人（男子21人，女子143人）を対

象とした．

表１　調査した人数と有効回答数の内訳

項目 性別 回答者数 有効回答数 割合

一年生
男 8 8 100％

女 54 52 96％

二年生
男 7 6 86％

女 52 49 94％

三年生
男 6 6 100％

女 39 38 97％

合計 男女 164 158 96％

（２）調査内容と方法

　学習ストラテジーは，以下の表２に示された6つの

タイプに大別できる．（Oxford,1990,2001）．

表２　学習ストラテジーの分類と定義

分類 定義

①記憶ストラテジー
語彙や文法を効率的に記
憶するためのストラテジ
ー

②認知ストラテジー

学習者は意味のよく分か
らない未習語にであった
とき，あらゆる方法で分
析，推論するためのスト
ラテジー

③メタ認知ストラテジー

学習計画を立て，実行し
そして，評価するなどの
方法で，自分の学習目的
を明確にして，それを実
現するためのストラテジ
ー

④補償ストラテジー
目標言語での理解や発話
の際に足りないものを補
うためのストラテジー

⑤情意ストラテジー
学習者自身の情意的側面
をコントロールするため
のストラテジー

⑥社会的ストラテジー
他の学習者とのコミュニ
ケーションを図るための
ストラテジー

　今回の調査は学習年数（経験）と学習ストラテジー

の関連性についての研究であるので，学習年数と関連

性が強いと仮定される記憶ストラテジー，認知ストラ

テジーとメタストラテジーを対象項目に調査を行った．

具体的な調査項目を表３に示す．調査項目は英語学習

法をまとめた「第二言語学習ストラテジー・リスト」（村

野井，2006）を参照し，その一部の内容を日本語適

用に変更したものである．得点としては，全33項目

の平均評定値及び記憶ストラテジー，認知ストラテジ
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ー，メタストラテジー３つの方略カテゴリーについて，

それぞれ平均値を求め，これらを測度とする．

　調査対象の日本語能力を考慮したうえ，質問紙の内

容を全部中国語に訳して，調査対象に配布することに

した．

表３　調査内容

分類 項目 内容

記
憶
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

１ 単語の記憶方法

２
音声機能のついている電子辞書を持っ

ている．

３
リスリングとリーディングで大量のイ

ンプットを取り入れる．

４ 語彙リストを自分で作っている．

５
分野別，概念別などのカテゴリーを意

識した語彙学習をしている．

６

関連の語彙を並べた，またはストーリ

ーの流れを語彙で示した意味地図を作

ることがある

７
単語の構成要素（～方＝～の仕方）を

意識した語彙学習をしている

８ 新しく覚える語句を国語辞書で調べる．

９
単語のコロケーションを意識した語彙

学習をしている．

10
単語の反意語，派生語，関連語を意識

して語彙学習をしている．

認
知
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

11
覚えようとする語句の発音を繰り返し

練習している．

12 理解した文章の音読をすることがある．

13

音読をするときには，音声を聞いて同

時に読むパラレル・リーディング音声

を聞いて文字を見ずに発声するシャド

ウイングなどをすることがある．

14
使いこなせない文法項目に出会うと，

繰り返し練習をすることがある．

15
決まり文句や定形表現などを積極的に

覚え，活用しようとしている．

16
文章を読むときには，フレーズごとに

意味のまとまりを意識して読んでいる．

17
文章を読むとき聞くときは，トピック・

センテンスを探すようにしている．

18
文章を読むときは，「ところが，だから」

などの接続詞に注意して読んでいる．

認
知
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

19

意味の分からない単語に出会ったら，

前後関係から意味を推測するようにし

ている．

20

単語の意味を調べるとき，専門用語な

どはそれに適した大辞典，専門辞典で

調べるようにしている．

21
難しい構文に出会ったとき，構造を解

析しようとしてみる．

22

分からない構文に出会ったとき，文法

書で確認したり，知っている人に尋ね

たりしている．

23
複雑な文や重要な意味を持つ文は中国

語に訳してみる．

24

リスリング，リーティングのときに，

重要表現，覚えたい表現をマークする

ことがある．

25
リスリング，リーティングのときに，

メモをとりながら読むことがある．

26
リスリング，リーティングをして，内

容の要約をすることがある．

27
リスリング，リーティングをした後で，

内容を言ってみることがある．

28
リスリング，リーティングをした後で，

内容を書いてみることがある．

メ
タ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

29
自分はなぜ日本語を身につけようとし

ているのかしっかり考えている．

30

日本語を身につけるということは，ど

んな力を身につけることなのか，明確

な目標を持っている．

31
日本語学習をいつ，どのように行うか

大まかな計画を立てている．

32

インプットに触れる機会，対話をする

機会，アウトプットする機会を積極的

に作っている．

33
自分の日本語力がどの程度なのか，日

本語能力試験を受けて確認している．

３．結果と考察

（１）各項目の結果

　得点について，各回答の「全く違う」を1点，「違う」

を2点，「どちらかと言えばその通り」を3点，「その

通り」を4点，「「全くその通り」を5点の5段階評価を

行った．各項目の平均値，標準偏差，最小値と最大値

を表４に示す．
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表４　各項目の結果

 N= 157

------------------------------------------------------------

Var. 　Mean 　S.D. 　Min.　　Max.

-------------------------------------------------------------

1    3.631    0.891    1.000    5.000

2    3.618    1.170    1.000    5.000

3    3.146    1.046    1.000    5.000

4    3.204    1.087    1.000    5.000

5    3.089    1.049    1.000    5.000

6    2.631    1.030    1.000    5.000

7    3.191    0.959    1.000    5.000

8    3.306    0.879    2.000    5.000

9    3.312    0.996    1.000    5.000

10    2.879    0.905    1.000    5.000

11    3.866    0.860    1.000    5.000

12    3.535    1.019    1.000    5.000

13    3.344    1.110    1.000    5.000

14    3.210    0.931    1.000    5.000

15    3.178    0.892    1.000    5.000

16    3.089    0.999    1.000    5.000

17    3.229    0.957    1.000    5.000

18    3.529    0.921    1.000    5.000

19    3.070    1.157    1.000    5.000

20    2.911    1.024    1.000    5.000

21    3.707    0.992    1.000    5.000

22    3.713    0.896    1.000    5.000

23    4.083    0.964    1.000    5.000

24    3.828    0.897    1.000    5.000

25    3.389    1.007    1.000    5.000

26    2.873    0.901    1.000    5.000

27    2.790    1.035    1.000    5.000

28    2.439    1.030    1.000    5.000

29    3.522    1.121    1.000    5.000

30    3.516    0.962    1.000    5.000

31    2.936    1.001    1.000    5.000

32    3.255    1.070    1.000    5.000

33    3.032    0.993    1.000    5.000

------------------------------------------------------------

下記は各項目の平均値を図１に示したものである．

図１　各項目の得点

　結果から見たところ，平均値が4を超えた項目とし

て23番の「複雑な文や重要な意味を持つ文は中国語

に訳してみる」だけ挙げられる．ほかの32項目は全

部4以下の点数である．その次やや高く見られるのは

11番の「覚えようとする語句の発音を繰り返し練習

している．」は3.866であり，24番の「リスリング，

リーティングのときに，重要表現，覚えたい表現をマ

ークすることがある．」は3.828である．結果から見れ

ば，内蒙古大学の学生たちは学習ストラテジーの使用

数がそれほど高くないと分かった．そして，最も低い

得点は28番の「リスリング，リーティングをした後で，

内容を書いてみることがある．」であり，リスリング

をするとき，聞いた内容を書くことによって再確認す

ることをほとんどしていないことが分かった．また，

6番の「関連の語彙を並べた，またはストーリーの流

れを語彙で示した意味地図を作ることがある」と27

番の「リスリング，リーティングをした後で，内容を

言ってみることがある．」といった語彙ストラテジー

とリスリング・ストラテジーについての項目の得点も

低かった．

　各ストラテジーの得点は表5に示す．１は記憶スト

ラテジー，２は認知ストラテジー，３はメタストラテ

ジーである．

表５　各ストラテジーの平均値と標準偏差

A= ストラテジー

------------------------------------------------

A N Mean 　　S.D.

------------------------------------------------

1 10 3.2006     0.2874

2 18 3.3213     0.4162

3 5 3.2522     0.2412

------------------------------------------------

0
1
2
3
4
5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

各項目の得点
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　認知ストラテジーの得点は最高であり，記憶ストラ

テジーのほうが最低であったが，あまり差が出ていな

いことも分かった．ただし，認知ストラテジーの標準

偏差値から見れば，数値が大きいから，その項目に個

人差がより大きいと言えるであろう．

（２）ストラテジーの使用と学年との関係

　各学年別の平均値と標準偏差の得点は表6に示す．

表６　学年別平均値と標準偏差

A= 学年

------------------------------------------------

A N Mean 　　S.D.

------------------------------------------------

1 60 3.1333     0.7409

2 57 3.1228     1.1558

3 40 3.3000     1.1446

------------------------------------------------

　平均値から見れば三年生のほうが最高で，3.3000で

あり，2年生が3.1228で，最低であった．しかし，標

準偏差から見れば，あまり差が見られない．そして，

一年生の標準偏差値が一番低く，個人差が低いことが

見られる．

　そして，学習年数の増加によってストラテジーの使

用も多くなるという仮定の有意性について，要因分析

をしてみた．結果は表7に示す．群の要因は有意では

なかった（F＝0.42）．すなわち，学数年数とストラ

テジーとの因果関係は成立しないと思われる．

表７　分散分析の結果

 S.V         SS         df         MS         F

--------------------------------------------------------------------

  A        0.8830   　 2       0.4415   0.42 ns

 subj      161.4737  154     1.0485

--------------------------------------------------------------------

Total     162.3567  156   +p<.10 *p<.05 **p<.01

４．要約

　今回の調査は内蒙古日本語学部の1 ～ 3年生の157

人の記憶ストラテジー，認知ストラテジー，メタスト

ラテジーの3項目について行った．統計分析によって

比較した結果は下記の通りである．

１）学生のストラテジー使用の数はそれほど多くなか

った．一番多かったのは「複雑な文や重要な意味を

持つ文は中国語に訳してみる」であり，その次は

11番の「覚えようとする語句の発音を繰り返し練

習している．」は3.866であり，24番の「リスリング，

リーティングのときに，重要表現，覚えたい表現を

マークすることがある．」は3.828である．この三つ

はいずれも伝統的な外国語習得時のストレジーであ

り，図表と音声を結合した総合的なストラテジーの

手段は数少ないことが分かった．

２）リスリングに関する項目の得点は低い．その中，

28番の「リスリング，リーティングをした後で，

内容を書いてみることがある．」が最も低い点数で

あった．リスリングをするとき，聞いた内容を書く

ことによって再確認することをほとんどしていない

ことが推測できる．それに， 27番の「リスリング，

リーティングをした後で，内容を言ってみることが

ある．」の点数も低かった．聞いた内容を自分の話

にして練習する方法も学生が使っていないようであ

る．このように，リスリングをする時の有効的，総

合的なストラテジーの欠如がはっきりとなった．

３）学習年数とストラテジーとの因果関係は成立しな

い．学習年数の増加によってストラテジーの使用も

多くなるだろうという仮定は要因分析の結果から見

れば，有意性が認められなかった．

　　今回の調査によって内蒙古大学の日本語学部の学

生の学習ストラテジーの使用実態を明らかにした．

今後の講義において，学生に学習ストラテジーの方

法と重要性を強調し，学生の不足しているストラテ

ジーを補強させることによって，学生の言語力の向

上が期待できると考える．そして，今回の結果から，

学習ストラテジーと学習年数と無関係であることも

考察できた．だが，これはただ，1学校の1科目に

限られた結果に過ぎないから，ほかの大学や学科で

の検討について，これからの課題としようと思って

いる．
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１．はじめに

　「満州国」の日本語教育に関する研究は，周知のよ

うに，主に1937年からの「満州国」の「新学制」の

実施とその特徴，また初等，中等教育における戦時体

制下の教育内容の変遷という流れの中で，「満州国」

の「国民統合」と「民族協和」を目標とした「国語同

化」，「日本語普及」の実態調査を中心に行われてきた．

日本側の「満州国」の日本語教育史研究（日本で公表

された一部の中国人学者の研究も含まれる）は20世

紀前半にわたる日本の植民地教育の「侵略性」という

認識の下に，「満州国」の統治政策，特に教育政策，「国

語」政策，日本語教育普及策など，「政策」を中心に

行われているのが多数を占めるが，一方，中国国内の

研究は「統治と抵抗」を主軸とした侵略性をもつ植民

地「奴隷化教育」の一現象として，日本語教育の政策

や教育活動などの説明や分析をしている．中日の今ま

での日本語教育史研究を全体的に見たら，両方とも政

策に傾斜する，いわゆるマクロな視点を重視するとい

う傾向が見られるが，これに対して，ミクロな視点，

つまり当時の日本語教育の局部までの考察が足りない

というのも現状だと思う．

　本稿はこの局部までの考察の一つの試みとして，「満

州国語研究会」という団体の設立された背景やその設

立経過，「満州国語研究会」の「事業計画」，またその

機関誌『満洲国語』の中の「満州国」の「国語」や日

本語教育に関する議論などの分析を通して，「満州国」

の「国語政策」の本来の目的と裏の姿，つまり如何に

「国語」の力で日本の在満洲の侵略利益の最大化を図

ったのか，如何にこのために「日本語優先」を唱導し

たのかを明らかにしたい．この「満洲国語研究会」を

ある程度究明することによって，「満洲国」の日本語

教育への認識も少し深まってくるようになるであろう．

２．「満州国語研究会」の設立された背景

　「満州国」は日本の「内面指導」によって「人為的」

に作られた傀儡国家であるということは現在疑う余地

のない事実として認識されている．当時，日本はなぜ

「満州国」において台湾や朝鮮の植民地と違う支配政

策を取ったのか，特に言語政策の場合，なぜ「複数国

語制」を決めたのかについては，たくさんの学者の論

述が見られるが，ここに1936年4月に発表された鈴木

宗作1（以下鈴木に略す）の『満州国の本質と日満関係』

という文章を通して，改めて日本の対「満洲国」政策

の本音を探りたい．

　鈴木はこの文章の中でまず「満州国」のことを「我

が日本の絶大なる援助，特に関東軍の異常なる貢献な

くして成立し得たとは考えられない」，「大日本帝国と

不可分の密接関係を有する独立国家」2だと見ている．

またこんな「密接関係」をもつ「満州国」をなぜ「我

が領土にせざるや」という日本主義者たちの疑問に対

して，「全世界に亘って皇威を発揚し，勢力を進暢せ

しむべき」「大和民族の大使命」は「決して暴力を以

てする威力的征服ではない，独存的自我本意の横暴搾

取を目的とするものではない」3と言って，「満蒙を如

何にすべきやを思う時，之が単なる満蒙一帯のみの地

域を目標とするものなれば，過去に於いて朝鮮，台湾

に行いたる同一形式の方法を採用するも一案であった

かも知れない．この方法は上述の如き大精神（大和民族

の大使命）より眺むれば，決して策を得たものではな

い．我々は先ず満蒙の地域に王道的国家の建設を図る

が，その真意は決して満蒙のみに止るものではない」4，

「満州国をして大なる発展を遂げしめ，（中略）その範

囲に住む諸民族に我が皇道の大精神の恵澤に浴びせし

むれば，満州国以外の地域に住む民族も必ずや其の康

寧安福を憧憬羨望するに至り，等しく我大和民族と相

和し相結びて其の発展を希ふに至るべきは当然であろ

う．かくて我皇道宣布の範域は無限に拡大して行き得

るである．即ちこの意味に於いて満州国は単に我大陸

政策具現のための第一段階であり，序幕であると考え

ることができる」5と述べている．鈴木は「斯くして

第二，第三の満州国は満州国以外に漸次生まれ来るべ

く，さらにこれを外蒙に南支に，はた暹，印，其の外

に及ぼす事も決して夢想事ではなかるべく」6と望ん

でいるが，彼は陸軍軍人の立場から日本の対「満州国」

政策はもともと大陸政策に立脚していることを一般人

に表明している．大陸政策は紛れもなく大陸征服を意

味することから考えれば，日本の「満州国」政策は大

陸征服，大陸侵略という大きな目標の下に精密に立て

られたものだと当時の関東軍参謀の鈴木の口から証言

を得た．

　このように，鈴木の目から見た「満州国」は「日本

帝国より見れば，一つの外国であるが，大和民族なる

立場よりすれば，実に『我が国家』であり，我が理想，

使命，具現の活舞台」7であった．この観点から，「我

が根本国策」は「満州国を以て帝国と不可分の関係に

ある独立国として，我が内面指導を躍動せしめねばな

らない」8にあるのも当然だと考えていたわけである．

「一つの外国，独立国家」と「我が国家」は「満州国」
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の根底にある大きな「矛盾」だと言うべきであるが，「一

つの多民族の外国」からは表でも「民族協和」政策を

取り，「我が国家」からは裏に「日本の内面指導」策

を徹底的に貫いた．この両者の折衷的な部分は日本の

「満州国」に対する統治政策の漸進的な推進方策によ

く現れている．

　統治政策の一環として「満州国」の言語政策も漸進

的に推進されていた．「一つの外国」，「独立国家」，「多

民族国家」は大陸政策という「大理想」の下にやむな

く認めなければならないことなら，多言語的な社会現

実にも多少妥協が必要でした．「満州国」の統治理念

が初期の儒教尊重をアピールする「王道主義」から「日

満一徳一心」，「惟神の道」，「大東亜共栄」へと徐々に

エスカレートして日本の意志が前面に強く現れてくる

にしたがって，「満州国」教育政策も「皇民化教育」

の色合いが顕在化してきた．でも初期の段階として，

「新学制」が発布されるまでは三民主義教育を禁止し

て四書，孝経を教える政令を出した以外，学校体系は

中華民国のものをそのまま踏襲していた．この政治，

教育の漸進的な方針の下に，「満州国」の言語政策に

おいても最初は強力な日本語普及策を意識的に避けて

いた．このような状況は前述した大陸政策に立脚した

「満州国」の政治的な「設計」が当然主な理由となるが，

「満州国」初期の地方行政への日本人官吏介入の弱さ9，

地方状況特に教育状況の不明，学校教育における日本

人教師の不足なども客観的な現実として日本の統治方

策に影響を与えたと思う．

　しかし，そうは言っても，日本は最初から日本語普

及によって「国民同化」を図る意志が全くなかったと

いうわけではない．1932年6月，満鉄で「満洲国」内

の学校長会議が開かれた．「満州国」成立後の新情勢

に応じる教育上の諸問題が議論されていたが，当時の

学務課長の諮問事項に「満州国人に対し日本語を普及

すべき良方案如何」，経済調査会の諮問事項に「満州

国小学校に日本語を課する場合，該教員の養成及び供

給の方策如何」，各学校からの「日本語普及に対する

今後の方針を如何にすべきか」などの議題があったと

いう10．学務課長に対する答申案は，①公学校，日語

学堂附設の日語別科を拡張し其の充実を図ること．②

日語教授の公私立の機関に対しては先方の申し出によ

りその実質を調査の上に相当の補助をなすこと．③満

洲側各学校に日語科設置を慫慂すること．④満洲国主

要都市に日語学校を設置すること．⑤満州国人に読ま

しむべき適切なる日本語の簡易読物を発行すること．

⑥ラジオによる日本語教授を奨励すること．⑦仮名普

及の方法を講ずることなどがあった11．７つの内容が

「新学制」発布までどこまで実施されたかは調査が必

要であるが，とにかく「満州国」の政府と教育界は「建

国」当初から日本語教育普及の方策を構想していたこ

とは明らかである．

　同年の6月に，満鉄経済調査会によって，「満州国

教育方策・日語教育施設方案」が議定されて，「高級

小学校第一学年より毎週二時間乃至三時間宛必修科と

して日本語を課す．但し土地の状況に依り監督官庁の

認可を経て之を課せざるを得」，「初等小学校第三学年

より毎週二時乃至三時間宛監督官庁の認可を経随意科

として日本語を課す」と規定されている12．「土地に

依り課せざるを得」と「随意科」との内容から日本語

はまだ学校教育体系に定着していないことがわかる．

　1934年8月の文教部令第二号の「高等師範学校規程」

には男子部と女子部の必修科目に「日語」とあるが，「国

文」は中国語を指すから，「日語」ははっきりと外国

語の待遇を受けている．1935年の社会教育の民衆学

校の教授科目の中にも「地方の条件に応じて日語と簡

単な実業科を授ける」となっている13．1936年7月に「満

州国」国務院によって「国民教育大綱」が発布され，「満

州国子弟ノ教育ハ建国宣言並ニ皇帝即位詔書ノ精神ニ

依り，東洋道徳ヲ涵養シ勤労主義ニヨル実業教育ヲ施

シ，日満不可分関係ヲ緊密具現化スルタメ日本語ヲ正

科トス」14と規定されるようになり，さらに1937年3

月に文教部の「学校教育ニ於ケル日本語普及徹底ニ関

スル件」の部令が発されることになった．1936年後

半から「満州国」政府はだんだん学校教育政策の一環

として日本語普及に力をいれはじめたと言えるだろう．

　これらの一連の日本語普及に関する教育規定を受け

て，1937年5月に「学制改正令」「学制要綱」「学事通則」

「国民学校令」などの法規が公布されて，さらに10月

に「国民学校規程」などの十種の学校規程などが発布

されることにより，所謂「新学制」関係の法規が整備

されるようになった．この「新学制」は1938年1月か

ら実施されたが，その中の「学制要綱」に初めて「日

本語ハ日満一徳一心ノ精神ニ基キ国語ノ一ツトシテ重

視ス」と，日本語の「満洲国」における国語である地

位を教育法規の形で規定した．1938年の「新学制」

の実施から「満州国」の「国語政策」が正式にスター

トしたと言える．「満洲国語研究会」がこの「気運」

の下に誕生されたのも何の不思議もないことであろう．

　「満洲国語研究会」は1939年10月に作られた団体で

ある．その成立した背景には，「国語」政策の確立が

確かに最も重要だと思われるが，時間から考えれば，



104 包　賀喜格図　他

1937年以来，日本国内及び日本と中国，日本と各植

民地との間に起った事件などの政策上の変化も無視で

きない条件だと思う．まず大事件として盧溝橋事件，

中日戦争の勃発の影響が強かった．中日全面戦争に突

入することにより，「満州国」は戦争を支援する基地

となって，「満州国」内の日本の統治力の強化と「日

満一徳一心」の「国民教育」，「国民同化」の強化が一

層緊迫性をもつようになった．この中に「国語」は「国

民同化」における重要な手段としてその学問的研究と

普及方策も当然重視されるようになってくる．言語政

策と関連して見たら，同じ1937年から日本は植民地

台湾では「国語常用家庭制度」，植民地朝鮮では「内

鮮一体，朝鮮人の日本人化」教育を強化し，朝鮮語の

使用禁止の教育令まで発布した．1937年の日本国内

の国粋主義思想の普及と強化も日本国民の戦争支持や

学校教育の重視をもたらした15が，日本精神を代表す

る日本語の普及も当然この国粋主義思想の影響の下に

各植民地に盛んに推進されたのである．「満州国語研

究会」はこんな「満州国」内外の背景の中に歴史の舞

台に登場してきた．

３．「満洲国語研究会」について

１ 「満州国語研究会」の設立経過とその「事業計画」

　「満州国語研究会」（以下「研究会」と略す）の発会

式は1939年10月7日に行われたのである．研究会の設

立経過と「事業計画」については，当時建国大学教授，

満州国語研究会幹事長の丸山林平（以下丸山に略す）

の発言――『本会設立経過報告』16（以下『報告』と

略す）の中に詳しく説明されている．

　この『報告』から，まず「研究会」は「満州国」民

生部と建国大学，また満日文化協会の共同参画によっ

て，八回の設立準備委員会会議（1939年3月から9月

まで）を経て作られたということがわかる．民生部と

建国大学が発起機関であったということは「満州国」

政府の意志も「研究会」の設立に入っていたと見ても

いいであろう．八回の設立準備委員会会議の場所は第

一回以外全部満日文化協会で開かれたことと丸山の言

った「文化的の会でございますので，満日文化協会か

ら中心となっていただく」17という話から，「研究会」

の各種活動の中心は満日文化協会にあったと考えられ

る．

　丸山は「研究会の本旨」について，「研究が主体で

ありますが，しかし私共が一番最初に考えましたのは，

満州国を組織する各民族各自が持つ所の言語を相互に

理解しあって相互間の言語上の障壁を排除する，とい

う所にあったのであります．そこで，日系の人は一人

残らず満語18を覚える，又満系の人は一人も残らず日

本語を覚える，そういう所にこの会を作った動機があ

ったのであります．ですから，研究会ではありますが

言語の普及に大いに力を注ぎたいと思うのでありま

す」．「正しい言葉，良い言葉を普及しなければならぬ

ので，研究ということが必要欠くべからざるものとな

ってくるのでありますが，普及ということは今日焦眉

の急務でありますので，先ず一方に於いて研究をいた

しますと同時に普及を急ぐという風にしたいと考えて

おります．無論言語の普及は満洲国の国家としまして

教育に又行政に於いてやっていることでございますけ

れども，我々は民間の団体として自由な立場から此の

普及のために国家に協力して行きたいという気持ちで

此の会が生まれたことと思うのであります．」19と述

べている．「研究会」なので「研究」が中心任務にな

るはずなのに，「研究」よりも「普及」が「焦眉の急務」，

「国家に協力して」「普及に大いに力を注ぎたい」，「普

及」が会の設立された動機であったなどの考えが「報

告」の中に繰り返して強調されている．

　「国語の普及」が中心任務であることを分かった上

で，「研究会」の「事業計画」がどうなっていたかを

見てみよう．研究の面については，「満語の標準語，

或いは日本語の標準語，それらを通じまして語彙の整

理，或いは発音やアクセントの研究とか統制，其の外

文字の制限であるとか，或いは統制というような様々

な問題があるかと存ずるのでありますが，これらを

種々の班に分けて，それぞれの適任者によって研究調

査してもらうことになるだろうと思います」20と，簡

単に短くまとめられている．短い説明の中に「制限」

や「統制」など繰り返していることは興味深い．

　一方，「国語普及」については，公衆に対する講演

会や講習会を開くこと，ラジオ，レコード，映画を利

用すること，図書と雑誌（大衆向きのものと学術的な

ものに分けられている）を発行することなど，それぞ

れの「普及」活動の詳しい内容まで述べている．「公衆」

の中に初等，中等教育を受けた人はもちろん，実業を

従事する人，さらに「馬車夫」「人力車夫」も普及対

象として包括されている21．『報告』の最後に，「本会

の事業の一つ」として，「日本語と満語の教授研究会，

日本語と満語の朗読会，日本語と満語の児童劇などの

開催にも支持し，その優秀者に表彰するとか，奨励金

を提供するとかをする」と示して，「日語，満語，即

ち満洲国語の発展の上に資する所があるならば，あら



105「満洲国」の日本語教育についての一考察——「満洲国語研究会」を中心に

ゆる事業を行って満洲の国語を正しくしかも一時も早

く隅々までも普及することに努めて行きたい」22と「国

語普及」への決心と期待を述べている．

　「満州国」における日本人と中国人の人口から見て，

丸山の強調している「国語普及」，つまり日本語の普

及対象と「満語」の普及対象との間に圧倒的な人口数

の差がある．これを『報告』の「事業計画」の細かい

所までの「設計」と合わせて考えたら，丸山の主張し

ている「国語普及」の真意はやはり日本語の普及にあ

ると言えるだろう．因みに「満洲国語研究会」「会則」

の中に記した「本会の事業」の内容は丸山の『報告』

の「事業計画」と一致しているので，ここではその説

明を省略することにする．

２　機関誌の『満洲国語』の中の「日本語教育論」

　「満洲国語研究会」の機関誌『満州国語』は1940年

5月1日にその第1号が発行された．「研究会」の設立

より半年ほど遅れたが，雑誌の目的は「本会の目的と

同様，満洲国語の研究と普及とにある」と編輯後記に

明記されている．『満洲国語』は日語版と満語版との

二種を発行し，「日語版に於いては日本語の研究と満

語の普及とを目指し，満語版に於いては満語の研究と

日本語の普及とを目指すのを本旨とするが，さらに両

版ともそれ以外の各般の言語問題を取り扱いたいと思

っている」23という．

　『満洲国語』の中には「国語」に関する論文がたく

さん掲載されているが，日本語「普及」という本来の

目的から日本語教育についての論説も多く載せられて

いる．前述したように，「新学制」の実施から「満州国」

には「複数国語制」が採用されてきた．しかし，日本

語が「国語の一つ」であることは確かでも，他に何語

があるか，また同じ「国語」同士の中に，日本語とほ

かの「国語」とはどんな関係にあるかについてははっ

きりした法的規定が見つからない．三谷（1996）は「満

州国」の「国語政策」について，「建前の在満諸民族

の母語の尊重とは裏腹に，日本語優先の政策が取られ

ていたのが実態である」24という結論を出しているが，

これを受けて，次には，『満洲国語』に掲載された「満

洲国語研究会」評議員らの文章の内容を取り上げて，

「日本語優先策」が関係学者の論説の中にどのような

形で論じられているかを見てみたい．

　先ず代表的な文章は江幡寛夫25（以下江幡に略す）

の書いた『満州国における日語の地位』であるが，江

幡は「満州国」における日本語の地位，つまり日本語

は「最重要の国語」26であることを「新学制」規定表

面の解釈と深層的な理由にわけて説明している．江幡

の考えでは，「新学制」規定上，「満語，蒙語も日語と

同じく，満州国国語の一つであり，この点に於いては

三者同格であるが，実施上の実際的取扱いにおいては，

満語，蒙語は地域を局限され，原則上満人または蒙古

人の地域を以て，それぞれ満語または蒙語の教授地域

とし，日語教授の全面的なるに比し，普遍に対する特

殊の関係と見られる．即ち教授地域を論拠とする限り，

日語の普遍的国語なるに反し，満語，蒙語は特殊的国

語である．普遍的国語なる日語の重要性が特殊的国語

たる満語，蒙語のそれに比し，勝っているのは当然で

あろう．」27

　江幡の考えた「深層的な理由」は，「満州国」の「建

国理念は建国精神である」，「建国精神の重要内容とし

て，日満両国関係の一心一体が指摘される．満州建国

の事業そのものが日本民族を中核分子とする，在満諸

民族の指導者群により，遂行されたことに想到すれば，

日満両国関係の一心一体なること，しかもその一心一

体なるものは満洲国の日本国への帰投によることを必

然の帰結として知るのである．」「その一心一体を認め

る以上，満洲国の日本国への帰投たるを認める以上，

満州国における一切の政治政策はこの線を離れること

を許さない．日本民族が民族協和の中核たることも，

日語が言語生活の中枢を占め，最重要の国語たること

も，必然の史的発展として肯定されるのである．」28

この話の中の「中核」か「帰投」か，「普遍的国語」

か「特殊的国語」かの判断はまったく征服の原理に従

う認識であるから，江幡はこのように侵略的な立場か

ら「満州国」中の日本語の優先的地位を決めている．

　「日本語の地位」を論じた後，江幡は日本語教育の

本質は日本文化の輸入する手段だと強調している．「日

語を語学的に取り扱うのは初等教育の場合に限る．少

なくとも中等教育以上に於いては，日本文化を吸収せ

しむるという，日本語教育の本質にかえらねばなら

ぬ．」「日本文化の精髄にふれしめ，これを体得せしめ

ることにより，日本民族以外の在満諸民族をして，日

本民族と道徳及び精神を一ならしめ，回鑾訓民詔書の

精神に添はしめ得る．」「日語が最重要の国語たること

は，日本語教育に普遍性を与えることにより，法的形

式的に実現されたが，日本文化輸入手段たる機能を一

層発揮せしめることにより，実質的内容的にも実現さ

せねばならぬ．」29江幡は日本語の「最重要国語」の

地位は法的規定だけではなく，文化上の主導的地位を

もつことによって実現しなければならないと呼びかけ

ている．
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　堀敏夫30も『満州国に於ける日語教育の目標』の中

に，「日本文化を母胎とし背景とする日本語の教育は

必然的に日本文化の摂取による精神的教育にまで昂揚

されねばならぬ．つまり日語を通して日本文化を理解

確認し，日本及び日本人の善さ，偉さ，強さを知り，

これによって生活全体を再建設するのである．これが

日本語による教育の精神的目標でなければならぬ．日

本事情を了解させ，雑多な日本的知識を吸収せしめる

ことを以て日語教育の任務なり」31と述べて，日本語

教育の本義はやはり日本文化を満州国に輸入する，他

の諸民族に日本文化を体得する手段であることにある

と強調している．

　大石初太郎（以下大石に略す）32は『日本語教育の

本義』の中に，「大陸における日本語教育の問題は，

現代の東亜における最大の政治的言語問題であり，こ

の事業は，日本語に東亜語と呼ばれるような位置を与

えようという，東亜の人類の言語生活の上に一大変革

を生み出そうという見通しを持つものである．そうし

て言うまでもなくこの言語政策的事業は所謂東亜協同

体の結成，新東亜建設という，既に運命的必然と見な

ければならぬ東亜民族の行くべき道のために選ばれた

一つの手段である．しかもこの手段が講ぜられなけれ

ばならぬ中で，最も基本的な手段であると言われてい

る」33と，大陸或いは東亜という視野の中に日本語教

育の政治的な手段としての役割を讃えている．

　大石は「東亜の諸民族が精神的に結合しようとする

ためには，是非とも共通言語使用の状態を作り出すこ

とが必要である」34という認識の下に，「健全な国語

によって健全な国民を作る」35，「外国語教育は本質

的に民族性改造という機能をもつものである」36と強

調している．大陸における日本語教育の力をどう発揮

するかというと，「大陸の民族は大部分支那語や満語

という母語を持ち，それによって形成されたところの

民族性格を持っている．このような民族に日本語教育

が施されるということは，その民族性に日本的性格が

移植され，それに基づいて日本民族と大陸の民族との

間に体験の発表，理解という精神的交渉が成り立ち，

そこに一つの社会が成立するという現象を結果するに

至るのである．日本的性格の移植はこの場に於いて，

性格の向上発展とみなすことができるだろう．」「日本

語教育は優位にある日本的性格を移植することによっ

て，大陸の民族の性格を向上発展させ，緊密な東亜社

会を形成せしめる最も基本的な契機となるのである」
37と．

　江幡，堀敏夫，大石の考えの共通している部分は日

本文化の優越性を鼓吹するところである．「東亜盟主」

の位置にある日本は当然その文化も優秀であるという

意識はそのまま日本語教育に反映している．「満州国」

においては，このような意識が主導的地位にある限り，

日本語と中国語，日本語とモンゴル語の間には「国語」

同士としての真の民族間の平等が生まれないだろう．

４．おわりに

　以上，「満州国語研究会」の設立された背景とその「事

業計画」，また「満州国語研究会」の機関誌『満洲国語』

の中の日本語教育論の本質などを分析してみた．「満

州国」が大陸政策の下に作られたのと同じように，「満

洲国語研究会」も侵略的，政治的な目的を裏にして誕

生した「研究団体」である．江幡，堀敏夫，大石など

の日本語教育論からも「満州国」の「国語政策」の中

の日本語優先論，「満洲国」の諸民族に日本文化と日

本精神を移植するという日本文化優越論などが強く読

み取れる．その「事業計画」と関係学者の政治的な日

本語教育論だけを見ても，「満洲国語研究会」は日本

の在満洲利益の最大化という政治的な目標のために作

られたと言っていいだろう．
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要　　旨

　本稿の目的は，九州共立大学の100円朝食キャンペーンの利用実態を分析するものである．九州共立大学は，

2012年度から100円朝食を開始した．初年度とその翌年度は，学生は割引券を入手し，100円に割引券を添えて

支払っていた．この支払方式は，経費精算を行う大学事務局に大きな負担となっていた．そのため，学生証を用

いた簡易なシステムが導入された．支払時に学生証のバーコードをスキャンすることで利用者を特定し，利用日

時と利用者をデータ化した．利用日時と利用者をデータ化することで，100円朝食の利用と学生の授業出席率や

単位修得率との関係が分析できるようになった．

１）九州共立大学教務課
２）九州共立大学総務課
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１．課題

　近年，朝食をとらない学生が多い現状1）を改善しよ

うと，学生支援の一環として大学の食堂で安価な朝定

食を提供する動きが広がっている．価格は100円が主

流であるが，期間限定で1円や無料，学生だけでなく

教職員も利用可能な大学もあるなど，その実施形態は

様々である．

　大学プレスセンター（2015）によると，「100円朝食」

は1999年11月に白鴎大学（栃木県小山市）で開始さ

れたのが日本で最初の事例のようである．また，筆者

が福岡県内の大学での実施状況を各大学のWebサイト

を閲覧して調査したところ，福岡県内では2010年7月

に福岡大学において期間と食数を限定して実施したの

が最初の事例のようである．

　本学での同様の取組は2012年10月から始まったの

だが，そもそもなぜ本学が「100円朝食」を導入した

のか，その経緯について述べることとする．

　本学が朝食の重要性を認識するきっかけとなったの

は，2011年2月19日に本学で実施された大畑誠也氏（九

州ルーテル学院大学客員教授）の講演会である．同講

演会は，本学が2010年度に文部科学省「大学生の就

業力育成支援事業」に選定されたことを記念して実施

された．講演タイトルは「21世紀の能力　悪戦苦闘

能力を身に付けよう」で，講師の高等学校長時代の学

校活性化の取組を中心とした講演がなされた．特に講

師の著書（2010）にある，高等学校の生徒に朝食を

取らせることで健康状態の改善，授業に対する集中力

の向上を実現した実践報告が大いに関心を集めた．講

演会には学長を始め幹部教職員も多数出席しており，

朝食の重要性に関する共通認識がこのとき形成された．

　また，本学では2005年から出席管理システムが導

入されており，学生の授業出席率と単位の修得に強い

正の相関関係があること，および除籍退学となる学生

の授業出席率が学部学年平均と比べて大幅に低いこと

も明らかになっていた．

　これらのことから，大学事務局では，学生へ安価な

朝食を提供することによって授業出席率や単位修得率

が改善され，除籍退学の防止につながるのではないか

との着想を得た．その後，事務局内で実施計画が検討

され，2012年10月から「朝食キャンペーン」と称して，

従来280円であった朝定食に大学が100円の補助をお

こない，180円で学生に提供するようにした．この取

組は学生だけでなく保護者にも好評であったため，朝

食のさらなる充実を目指して，同年11月12日から朝

定食を300円に値上げするかわりに種類を1種類から3

種類に増やした．

　一方で学生の負担は少なくなるよう，大学から100

円，保護者で組織する後援会から100円の補助をおこ

ない，学生へワンコインの100円で提供するようにし

た．これが，本学が「100円朝食」を導入するに至っ

た経緯である．

　「100円朝食」の提供期間は授業実施期間中の全て

の平日で，一日の提供食数に制限を設けなかったこと

もあり，「100円朝食」への学生の反響は絶大であった．

　朝定食の利用は急増し，朝定食280円時の1日平均

25食から「100円朝食」開始直後に141食と大幅に伸び，

2014年度の平均食数は263食にまで増加した．

　学生には大好評である「100円朝食」だが，大学お

よび後援会からの補助を，①割引券を学生に配布，②

食堂で学生が支払時に100円と割引券を提出，③食堂

から月締めで割引券を大学事務局に提出，④大学事務

局で確認し精算，という流れでおこなっていたため，

経費精算に伴う食堂および大学事務局の事務処理負担

が増大した．

　また，支払時に個人が特定されない方式であるため，

利用者数以外の情報が取得できず，「100円朝食」の

提供が学生の生活習慣の改善につながっているのか検

証ができないという問題があった．また，他大学の学

生の利用の可能性や，同一日に複数回利用する学生の

存在も指摘されていた．

　これらの問題を解決するために，2014年4月より割

引券方式に変えて，学生証のバーコードを支払時に読

み取ることで本人確認と同一日に複数回の利用を防止

する簡易なシステムを導入した．

　同システムの概要は，①定置式バーコードリーダー

を接続したノートパソコンをレジ横に設置，②支払時

に学生自身が学生証表面のバーコードを読み取らせる，

③バーコードの情報から学籍番号を特定，④バーコー

ドの読み取り日時・学籍番号を簡易データベースに記

録，⑤マスタ登録された本学学生以外の利用や同一日

に複数回の利用であった場合はアラートを表示する，

⑥システム終了時に読み取ったデータをネットワーク

経由で自動送信する，というものである．

　システムの導入によってスムーズな経費精算が可能

になるとともに，「いつ・誰が利用したか」がデータ

化されることで，様々なシステムと連携が可能となり，

学生の授業出席率や成績などとの関係性を分析するこ
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とができるようになった．

　本稿は，2014年度の「100円朝食」の利用実態につ

いて，利用学生の属性や授業出席率・単位修得率との

関係について報告するものである．

２．2014年度「100円朝食」の基礎データ

　2014年度は，前期（4月11日～ 8月7日）および後

期（9月22日～ 2月4日）の授業期間中の月曜～金曜に，

「100円朝食」を提供した．提供時間は8時から10時40

分であった．2014年度の「100円朝食」利用食数の基

本統計量などを，（表1）に示す．

（表1）「100円朝食」利用食数の基本統計量など

提供日数 162日

提供食数 42,725食

1日平均食数 263食

最小利用回数 1回

最大利用回数 151回

平均値（利用回数） 24回

中央値（利用回数） 14回

最頻値（利用回数） 1回

100円朝食利用者数（実数）a 1,715人

全学生数 b 2,218人

100円朝食利用率 （a / b） 77%

　次に，学生毎に利用回数を集計し，階級幅を10回

とした度数分布表（表2），ならびにヒストグラムを

作成した（図1）．

（表2）利用回数の度数分布

利用回数 学生数 累積 %

1 ～ 10 747 43.56%

11 ～ 20 276 59.65%

21 ～ 30 198 71.20%

31 ～ 40 122 78.31%

41 ～ 50 90 83.56%

51 ～ 60 65 87.35%

61 ～ 70 64 91.08%

71 ～ 80 43 93.59%

81 ～ 90 36 95.69%

91 ～ 100 31 97.49%

101以上 43 100.00%

（図1）利用回数のヒストグラム

　利用回数の再頻値が1回であること，および利用回

数のヒストグラムのピークが1回～ 10回で右の裾が長

い分布であることが特徴である．「試しに一度食べて

みました」という学生を含んではいるものの，在籍学

生の77%に利用経験があることから，「100円朝食」は

学生に充分認知され，大学が提供する学生支援サービ

スとして多くの学生に利用されているといえる．

３．学生の属性を用いた分析

　食堂での支払時に学生証のバーコードを読み取るこ

とで，学籍番号と利用日時がデータ化される．これら

のデータを用いて，「どのような学生が利用している

のか」を分析してみた．

　まずは，学部学年別の利用者数（実数）を（表3）に，

学部学年別の利用回数を（表4）にまとめた．

（表3）学部学年別利用者数（実数）

学部

経済 スポーツ

学年

1 261 280

2 193 283

3 209 224

4 86 177

なし 1 1

計 750 965
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（表4）学部学年別利用回数

学部

経済 スポーツ

学年

1 6,639 10,357

2 3,721 9,447

3 2,990 5,612

4 779 3,178

なし 1 1

計 14,130 28,595

　利用者数実数の学部別合計を比較すると，スポーツ

学部は経済学部の1.28倍であるが．利用回数の学部合

計ではスポーツ学部は経済学部の2.02倍となっており，

スポーツ学部にヘビーユーザーが多いことが明らかに

なった．

　次に，課外活動と住居形態に着目し，「課外活動（あ

り・なし）」と「住居形態（自宅・自宅外）」の利用者

数（実数）のクロス集計表を作成した（表5）．

（表5）「課外活動」「住居形態」の利用者数（実数）の

クロス集計

　
住居形態

計
自宅 自宅外

課外

活動

あり 269 907 1,176

なし 279 260 539

計 548 1,167 1,715

　「自宅外に居住する課外活動を行っている学生」の

利用者が最も多く，課外活動の充実を目指す本学の学

生支援策として有効に機能しているといえる．

４．見えてきた問題点（それって朝食なの？）

　「100円朝食」の食数は右肩上がりに増加していっ

た．一方で，「100円朝食」を管轄する学生支援課職

員より，「朝食を食べて1時限目の授業に出て欲しい」

という本来の趣旨と学生の利用実態が異なってきてい

るのではないかとの指摘がなされるようになった．

　職員の目視での感覚では，1時限目の開始前に利用

のピークが1度あり，その後，1時限目の終了直前か

ら直後にかけての時間帯が最も利用者が多いようであ

るとのことであった．

　このことを検証するために，学生が支払時に学生証

のバーコードを読み取らせた時刻を「100円朝食」の

利用時刻とみなし，15分間隔（＝階級幅15分）で利

用者数のヒストグラムを作成した（図2）．

（図2）時間帯別利用者数（延べ数）

　ヒストグラムから明らかなように，1時限目開始直

前の8時45分と1時限目終了の10時30分に利用のピー

クが発生しており，最も利用者が多い時間帯は10時

30分であった．10時30分に食べる「100円朝食」は朝

食とは言いがたく，「100円朝食」提供の趣旨に反す

る利用実態が明らかになった． 

　このことを是正するため，2015年度は提供時間を

短縮（8時～ 9時30分）して「100円朝食」を提供す

ることとなった．

５．授業出席率との関係

　「100円朝食」を利用する学生と利用しない学生と

で，授業の出席率に差があるのかを検証してみた．検

証の対象は，2014年度の経済学部1年生の2014年度通

算の授業出席率とした．

　対象を選択した理由は，本学が直面する様々な課題

の中で，経済学部の入学定員を充足させることが最大

の課題であると筆者としては考えているためであるこ

とと，単位を修得し退学を防止するためには1年次の

授業出席率を高く保つことが有効だと考えるからであ

る．

　利用回数の中央値（14回）を用いて，経済学部1年

生を「100円朝食」の利用回数に応じて「利用なし」「1

回～ 14回」「15回以上」の3群に分け，授業出席率（2014

年度通算）の平均値を算出したところ，「利用なし」
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で79.77%，「1回～ 14回」で82.73%，「15回以上」で

87.15%となった．

　この3群の平均値の差に統計的に意味のある差があ

るかどうか検定するため，Excel2013のデータ分析ツ

ールを用いて一元配置分散分析をおこなったところ，

有意な差が見いだされた（F（2,319）=5.06, p<0.01）．

６．単位修得率との関係

　出席率との関係と同様に，2014年度の経済学部1年

生の2014年度通算の単位修得率（修得単位数／履修

登録単位数）に差があるのかを検証してみた．

　利用回数の中央値（14回）を用いて，経済学部1年

生を「100円朝食」の利用回数に応じて「利用なし」「1

回～ 14回」「15回以上」の3群に分け，単位修得率（2014

年度通算）の平均値を算出したところ，「利用なし」

で74.31%，「1回～ 14回」で81.76%，「15回以上」で

85.17%となった．

　この3群の平均値の差に統計的に意味のある差があ

るかどうか検定するため，Excel2013のデータ分析ツ

ールを用いて一元配置分散分析をおこなったところ，

有意な差が見いだされた（F（2,315）=6.62, p<0.01）．

７．考察とまとめ

　「100円朝食」利用者の属性を分析することで，学

部学年別の利用回数ではスポーツ学部の1年生と2年

生が多数を占めることが明らかになった．また，課外

活動の有無と住居形態の利用者数（実数）クロス集計

から，自宅外に居住する部活学生の利用者が多いこと

が明らかになった．

　低学年の利用回数が多いのは，1時限目から授業が

始まることが多い時間割であることと，履修科目数自

体が多く，月曜日から金曜日までほぼ授業が入ってい

るためと考えられる．

　自宅外に居住する部活学生の利用者が多いのは，部

活の朝練などで早朝から大学に来ることが多いこと，

および強豪運動部では全国から学生が集まり自宅外に

居住する学生が多くなるためであろう．

　経済学部1年生を対象とし，「100円朝食」の利用回

数に応じて「利用なし」「1回～ 14回」「15回以上」の

3群に分け，授業出席率の平均値および単位修得率の

平均値を算出し，どちらの平均値も3群間に有意差が

あることが明らかになった．このことから，「100円

朝食を利用するから授業に出席して単位が取れる」と

まではいえないものの，なんらかの影響はあったので

はと推測される．

　本稿では，「100円朝食」の利用回数と既存データ

との関連性を分析したが，「100円朝食」を継続・発

展させていくためにも，「100円朝食」の利用と学生

の生活実態や健康状況との関連を捉えるような仕組み

を構築してはどうかと考える．

　一例であるが，学生支援課が後期ガイダンスで実施

している「学生生活実態調査アンケート」や，保健セ

ンターが実施している「健康診断」の問診表で，「100

円朝食」の利用頻度と生活習慣や健康状況の改善への

寄与具合の自己認識を継続調査することで，新たな学

生支援の施策立案に寄与する情報が得られるのではな

いだろうか．

　冒頭で述べたように，「大学が学生に対して安価な

朝食を提供する」という取組が全国的に広がっている

が，その利用実態を数値で表し，授業出席率や単位修

得率との関係を示した事例は筆者の調べではまだあま

り無いようである．本稿がその事例のひとつになるこ

とができれば幸甚である．

８．付記

　本学の「100円朝食」の取組は複数のメディアに取

り上げられ，意図せずして大学の広報にも貢献するこ

ととなった．テレビ・ラジオなどに取り上げられた日

時とメディア名を以下にまとめる．

放映などの日時 メディアなど

2012年11月12日 NHKテレビ放映

2012年11月12日 KBCテレビ放映

2012年12月1日 朝日新聞掲載

2013年1月18日 毎日新聞掲載

2013年12月10日 RKBラジオ放送

2014年3月24日 玉川大学より食堂視察

　「100円朝食」を開始した直後に，4件のメディアに

取り上げられている．福岡県内では福岡大学に続いて

2番目に開始した本学の取組であるが，期間も食数も

限定しなかったことが大きく取り上げられた理由では

ないだろうか．
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1） 平成25年「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）の

結果によると，朝食の欠食率は，男性14.4%，女性

9.8%であり，性・年齢階級別に見ると，男女とも

に20歳代で最も高く，男性で30.0%，女性で25.4%

である．また，20歳代男女の朝食欠食率が年齢階

級別で最も高い状態は平成15年から継続しており，

若者が朝食を食べない状態が慢性化していることが

うかがえる．

参考文献

１）大学プレスセンター（2015）：大学通信「「100円

朝食」で学生の健康をサポート」2015/05/09，

　http://www.u-presscenter.jp/modules/bulletin/in-

dex.php?page=article&storyid=7932

　（閲覧日：2015年7月14日）

２）講師の著書（2010）：大畑誠也，答えは現場にあり，

ぱるす出版，pp50－65
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　本要領は，九州共立大学紀要委員会要項第9条の規

定に基づき，『九州共立大学研究紀要』（以下，『紀要』）

の執筆要領について定めるものである．

【書式】

１．原稿は，原則として所定の書式を用い，当該書式

に記載された執筆細則に従って作成する．

　　書式は，グループセッションの＜ファイル管理→

九州共立大学→附属図書館→九共大紀要関係＞から

ダウンロードする．

２．所定の書式を使用できない場合は，紀要委員会に

申し出る．

３．図表・画像等の位置（レイアウト）は，あらかじ

め著者が書式中において指示する．

４．原稿は原則として刷り上がり８ページ以内とし，

最終ページが偶数となるようにする．

【投稿時の提出物】

１．所定の鏡 （書式は上記URLからダウンロード）．

２．電子データ化された原稿ファイル．加えて，査読

付論文の場合はプリントアウト原稿２部．

３．図表・画像等については，必要に応じて原図もし

くはデータを別途提出．

【書体および字体の大きさ】

１．本文（見出し等を含む）の書体・字体の大きさは，

所定の書式において設定済み．

２．本文見出し等のあとの空白行設定は，著者の任意

とする．

３．和文の表記は，原則として常用漢字および現代仮

名遣いとする．ただし，特殊な字種・用語法が必要

な原稿に関しては，この限りではない．

４．和文の句読点は，製版時に全角の〈，〉〈．〉に統

一される．ただし，縦書きの場合は〈、〉〈。〉となる．

【図表等】

　図表や画像に付す説明文については，原則として

　１）図・画像の場合は，その下側に，

　２）表の場合はその上側に，それぞれに通し番号を

付して簡潔に記す．

【注および引用・参考文献】

１．注はすべて本文末にまとめる．

２．引用・参考文献は一連番号を付してまとめ，本文

末の注のあとに記載する．

【その他】

　本執筆要領に定めのない書式等，特に引用・参考文

献の表記については，各専攻分野の例に準ずることを

可とする．

『九州共立大学研究紀要』 執筆要領
2015年1月8日改訂

九州共立大学 紀要委員会
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　本要領は，九州共立大学紀要委員会要項第３条の規

定に基づき，『九州共立大学研究紀要』（以下，『紀要』）

の発行および投稿について定めるものである．

【発行】

１．本誌は，九州共立大学における研究活動の紹介を

目的とする．

２．発行は年２回（１巻１，２号）とし，必要に応じ

て臨時発行できるものとする．

【投稿資格】

１．単著の場合は，以下の各項のいずれかに該当する

者．

　１） 本学の専任教員．

　２） 本学協定校の専任教員．

　３） 福原学園の専任職員で，紀要委員会が適当と認

めた者．

　４） 上記１）～３）以外で紀要委員会が特に適当と

認めた者．

２．共著の場合は，筆頭執筆者，共同執筆者ともに上

記１．各項のいずれかに該当する者．共同執筆者が

上記１．各項に該当しないときは，紀要委員会が適

当と認めた者に限る．

３．筆頭執筆者として投稿できるのは，各号１編とす

る．

【投稿原稿】

１．投稿原稿は，以下のいずれかのカテゴリーに属す

るものとする．

　１）研究論文（原著論文，実践的研究，総説等）

　　　独創性が高く，学術論文として完結しているも

の．先行研究が十分に把握され，かつその研究領

域での当該研究の位置付けが明確であることを要

する．このカテゴリーの論文については，査読の

有無を選択できる．

　２）研究報告（研究ノート，資料紹介を含む）

　　　研究の着想・構想，最新情報の論評，調査・実

験・観察結果などを報告するもの．

　３）書評・英文

　　　刊行された書物の内容を批評・紹介したもの，

および翻訳．本学の教職員の出版物あるいは本学

教員の専門領域にかかわる書籍の書評は，優先的

に掲載する．

　４）その他

　　　前記１）～３）に該当しない投稿原稿で，紀要

委員会において掲載を認めたもの．

２．査読付論文については，使用言語を日本語もしく

は英語のみとする．

３．投稿原稿は，以下の各項を満たした場合に限り受

理される．ただし，締切日を越えては受理しない．

　１）事前の投稿申込が所定の期日までになされてい

ること．

　２）別に定める執筆要領に従っていること．

　３）原稿の電子データが電子メール添付で送付され

ていること．電子媒体での提出も可．加えて，査

読付論文の場合は，プリントアウトされた原稿２

部の提出が必要．いずれの場合も所定の鏡を付す

こと．

　４）研究論文・研究報告の場合には，欧文タイトル

および英文の要旨（Abstract），キーワードが付

されていること．

　なお，投稿された原稿は，紀要委員会において審査

（校閲）し，本要領および上記２） の要件を満たして

いない場合は書き直しを求めることがある．

【原稿の差し替えおよび修正】

　提出後の原稿の差し替えは認めない．修正について

は，以下の各項に該当するとき以外は認めない．また，

修正は著者の責任において行うこととする．

１．査読付研究論文の場合，査読の結果，査読者から

修正を求められたとき．

２．紀要委員会における校閲の結果，修正を求められ

たとき．

『九州共立大学研究紀要』 投稿要領
2015年1月8日改訂

九州共立大学 紀要委員会
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【校正】

１．著者校正は，原則として再校までとし，レイアウ

トを大きく崩すことがないよう留意する．なお，校

正段階での原文の差し替え，追加，削除は，部分的

であれ認めない．

２．３校は紀要委員会がおこない，３校をもって校了

とする．

【別刷】

　別刷は，原則として１編につき50部を無料で提供

する．それ以上を必要とする場合は，著者の実費負担

とする．また，特殊な印刷（多色刷り・カラー写真等）

を必要とした場合は，著者がその分の実費を負担する．

【著作権】

１．『九州共立大学研究紀要』に掲載された論文等の

著作権は著者に帰属する．

２．紀要委員会は原稿の第一次刊行権を有し，版下は

紀要委員会に帰属する．大学が事業として紀要掲載

論文等を再編集した論文集などを刊行する場合は，

投稿時点において著者の許諾をえているものとし，

著作料は支払わない．

３．著者は，『紀要』に掲載された論文等の全部もし

くは一部を複製あるいは転載の形で利用することが

できる．ただし，その場合には，『紀要』掲載論文

等である旨を明記しなければならない．

４．『紀要』掲載論文等に掲載許可等を必要とする第

三者の著作物（写真，図版等）が含まれている場合

は，著者がその著作権にかかわる許可等の処理を行

わなければならない．

５．『紀要』掲載論文は，原則として電子化し，九州

共立大学附属図書館のホームページおよび九州共立

大学リポジトリにおいて公開する．ただし，著者が

『紀要』掲載論文の電子化・公開を望まない場合は，

書面にて当該論文の電子化・公開を拒否することが

できる．

【その他】

　この要領に定めるもののほか，『紀要』の発行およ

び投稿に関して必要な事項は，紀要委員会において決

定する．
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